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ないとの反対意見の提示のみにただ終始するか,あ るい

はなかでも詳細な「反論」論稿を幸運にもくれた論者の

その<反論>も 自説の正しさをくりかえし反復,強調 し

て論駁するにとどまり,学問的対話をまともに築くこと

を期待するにはほど遠い状態にある。なによりも問題と

なるのは,当 該論者の「反論Jと いうか「反擁」という

か,そのあり方が, 自己の経営学的見地,立場の正しさ

を復唱するだけで,筆者からする批判的考察を一考に値

するものとして,正面から処遇する意図はほとんどみら

れず,の っけから排斥,否定しようとする姿勢が強く感

ぜられることである。

学会発表の場(第 52回 日本経営学会昭和53年 ,於早稲田大∋

で「反論」をもらうことができた,山城 章と栗田真造の

両名の反論法は, 自分の学説理論の主張が≪規範学説≫

でないという反対意見と断定を述べるだけであったし,

山本安次郎から与えられた「反論」論稿 (昭 和54年 3月 )

にいたっては,筆者の,山本学説に対する≪規範学派 (説)≫

に所属するとの措定を「その短絡的思考むしろ乱暴さJ(4)

と形容しながら,大 きく反溌 していた。もし, これらの

論者の筆者に対する反論が正しいとするならば,筆者の

「日本規範学説」の研究はボロきれにも等 しい価値しかな

いことになるし,そ もそも日本の経営学において≪規範

学説≫とみなし,称 してよい学派的立場などは存在しえ

ないこととなる点を, しかと考えてみたいのである。経

営学の立場や観点に関する分類方法として,理論,実証,

技術,規範などの学問上の諸契機のどれかに着目し,そ

れに重心・重点をおく志向性がいろいろ存在し,そ のい

ずれに決定的要素をかけ,注入するかによって,そ れぞ

れの名を冠した諸学派,諸学説の学問的譜系の形成が鮮

明化してくる事実は周知のことがらと考えられている。

ともかく筆者が日本の≪規範学説≫なりともくした,

その当の本人達から,そ うではないとの「反撓的反論」

を享受しえたからには,筆者の日本経営学説研究の一環

として,逆に,やはり,そ れらの論者の学説主張は≪規

範学説≫であるし,あ りうることを, さらに本稿でつっ

こんだ解明を試み,そ の証拠がための論攻執筆を実行し

ていきたいと考える。

筆者がいままで学説研究の対象にとりあげてきた諸説

は,そのすべてが日本の経営学会において「権威」的学

説理論たる地位を誇れると評価してよいものばかりであ

る。学問的「権威Jは ,理論的かつ実証的の両面より真

摯に,根幹から批判されるがためにその存在意義が見出

され,発揮されるものであり,ま たその反対に,「権威J

をカサに,他者がする批判的検討を受け入れる寛容がな

い学説理論が もしあったりしたならば,そ の「権威Jの

意義は徹底的に疑われ,再検討を受ける必要があるとこ

ろと,筆者は考える者である。

要は,本稿の考察 目的は, 日本規範学説 としての山本,

山城,栗 田学説の理論的本源を,歴史的に遡 ってたずね,

《規範学説≫ として把持す るほかないその理論上の素性

をより明確に分析,解明する点にある。 と同時に, これ

ら三学説の理論的共通性 ――規範学説として一 の厳然た

る存在を詮索 し,指摘する点にもある。この理解は,日 本

規範学説を≪学説≫の一群の集団形成として,そ の≪学

派≫ の存在認知につながる見方 となる。

注

(1) 拙著『日本の経営学』河西,昭和52年 。本書は,主

に山本安次郎,山城 章,栗田真造の学説を検討している。

(2) 日本経営学会編経営学論集第49集『日本経営学と日

本的経営』千倉書房,昭 和騒年。拙稿「日本経営学説の

究明―規範学説の吟味一J。 本論稿は,山本,山城,栗田

に藻利重隆の学説を加えて究明をとり行なっている。以

上の論者以外に,筆者は,増地庸治郎,池 内信行,高 田

馨の経営学説に関する批判的研究をものにしている。い

ずれもまだ未発表ではある。また上記諸学説のほかに,

日本の諸論者の学説 〔規範学説〕を考究の対象にする予

定である。近い将来に,こ れらの新しい研究結果を含め

て注1)の文献『日本の経営学』の改訂版として公にする

所存である。

(3) 第52回 日本経営学会全国大会 (昭 和53年 9月 ,於早

稲田大学)に おける筆者の発表報告「日本経営学説の究

明―規範学説の吟味―Jの 席では,山城 章,栗田真造の

両名より「反論」を直接もらい,山本安次郎からは「経営

学と哲学との関連について一表教授の批判に答える一」

(亜細亜大学『経営論集』第14巻 第 2号昭和54年 3月 )と

いう「反論Jを 受けた。

(4) 山本,前掲稿, 160頁 。

I 経営未来観再 論

― 山本,山城,栗 田学説の規範性 ―

筆者が《規範学説≫とみなし,位置づけている日本の

諸学説の理論特質には,共通する主唱点がある。それは

未来にむけて,各自の経営学説がもつべき「経営」観を,

はっきりと規範的に理論提示する点に,看取 しうる。山

本安次郎では,事業経営 。公社企業→「経営」概念,山

城では経営自主体→「経営J,栗 田では後資本主義的経営

→公業のそれぞれが,そ の「経営」未来像としての経営

観となって,各 自の理論的要素として示されている。こ
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れらの経営観は三者の経営学の研究志向とその成果から

必然的に押し出されてくる,実践学的・実践理論的な政

策論上の経営概念として,未来にむけて獲得・形成され

るべき規範論的な「経営像Jな のである。こうした「経

営像J概念が理論的に十全な研究の裏づけをもって,現

実の経営研究に対する論者の対決と緊張関係において,

造形された特性を有 しうるか,根本的な吟味の対象とし

たい, と筆者は考えるのである。筆者は,当 該学問にお

いて規範的思考形態や志向がまったく無価値のものでし

かないとは,考えていない。しかしその思考方途の推進

展開においては,慎重な理論的対処をもってあたり,単

なる規範的な,中 空に浮 くような理論構築にならないよ

うにするけじめを, どうしても失ないがちであるから,

理論主張の展開手続においてはたえず,そ の歯どめをど

こでどのようにつけるのかが,人問題となるわけである。

この点で,筆者が≪規範学説≫と認識 した諸学説は,す
べてが看過しえないなんらかの問題性をめいめい具体的

に包蔵するのである。

≪規範学説≫と筆者が措定 した日本の経営学者のその

ほとんどが,学問上あるいは生活 。政治上の信条や価値

意識,理想をその顕示的か否かを問わずさしじめしてい

る。たとえば,山本安次郎は,他者には明証的でも納得

的でもないままに,経営学の哲学は「西田哲学」に依拠

すべきことを,強弁 し,一方的に他者に開示し,押 しつ

ける姿勢が前面に出ているし,山城 章は「経営自主体」

という経営概念の,そ の理論的妥当性を終始一貫して,

ある意味では時代背景の変質を軽視する事態を結果させ

るほど,主張しつづけている。また栗田真造は民主社会

主義の漸進的改良主義を明言しながら,独 自の経営観で

ある「公業」概念を打ち出している。また,以上の三者

に限定されないが,≪規範学説≫の論者には,「正しいJ

「真のJ「本然の」というような定言を,単にことばの用

法として修辞的に使用するのでなく,感情移入的に説明

。論証なしに頻繁に,主張の核心のなかにもちこむ場合

が多い。山本の西田哲学的筆法の「でなければならないJ

というような文章用法は,そ の典型的な述語的用法であ

る。

本稿でとりあげているある論者の理論の根底には,≪規

範学説≫を共約するひとつのことばでもある「存在論的

価値判断Jと いう核心がある。≪規範学説≫であるゆえ

んの重要なひとつの論拠は,各 自の「経営未来観」にお

いて深 く洞察を加えるべき要素である「価値判断Jの 問

題の無批判的な搬入を,回避 しえない点にある。現在に

むけるにせよ,将来にむけるにせよ,実践学。実践理論科

学として積極的に経営概念の<正 しい>構築,<真の>
構想を果たすためには,な んらかの「価値判断」がそこ

で不可欠の要請となる。そこで論者は「価値判断」を下

すほかない状況にあたって,なかでももっとも無難かつ

妥当と考えられる「存在論的価値判断」を実施しようと

する例が多 く出ている。(1)し かしこの「存在論的価値判

断」自体が社会科学としての経営学に関する学問的なな

んらかの判断基準として,単純素朴な「理想主義」「規範

論」におちいる危険に対面しているばかりでなく,そ れ

どころか,倫理的 。観念論的な価値判断にはまりこむ懸

念をたえず同居させているという意味で,常時,い つ規

範性の奔出が起こるかも知れないという時限爆弾的危険

性をもっているのである。

注

(1) その代表例は,藻利重隆の経営学説である。藻利重

隆『経営学の基礎』〔新訂版〕森山書店,昭和48年 ,39-

90頁 ,94頁 を参照のこと。「存在論的価値判断」をいう

日本規範学説ともくされる諸論者には,藻利のほかに,

池内信行,高田 馨がいる。いずれも,Friedich vOnこ

ttl― Ottlilienfeldの その提唱を受け,継承している路線

にあるとみてよい論者である。

1 山本安次郎 ――経営「哲学」論

の思想的考察 一

〔i〕 「西田哲学」と,「本格的な経営学」としての山本

理論

現在のわれわれが,山本の主張し展開する経営学説に

接したとき,そ こには,西田哲学と経営学の関連性にお

いて構想された,一種独特でかつまた一風変わった「行

為的主体存在論」という主唱見地が打刻,標榜されてい

る事実を知ることができる。この山本の学問的立場と志

向性については,昭 和15年春から始められた満洲国建国

大学での「西田哲学Jの研究会参加を機縁とする経営学

への開眼によってその不動の見地が確立しえたものであ

ると,山本により説明が与えられている。その記念著作

が山本の『公社企業と現代経営学』(康徳8年 〔昭和16年 〕)

であるという。(1)こ れ以後,山本の経営学の研究方向は,

二貫してその「行為的主体存在論」という問題構成の方

法論的見地に従いながら, 自己の学説の理論構築と内容

展開がはかられているとみてよい。

ところで,そ れ 〔昭和15年 〕以前の山本の経営学上の

立場は,「行為的主体存在論」として「主体の論理」「経

営の論理」を研究対象にする≪実践理論科学≫と,は っ

きり区分される別の立場,すなわち≪実践科学≫ =≪実
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学≫として経営学の研究目標を設定 していた。この方向

性は京都帝国大学大学院時代 〔昭和5年 4月 から昭和11年

4月 まで〕 の指導教官小島昌太郎の系譜を継承 した立場

とみなしてよいだろう。この点は昭和15年以前の山本の

諸論ド 2)を のぞいてみれば一目瞭然となる。山本は自説

の主張が≪規範学説≫と筆者から指称される点について

は,猛烈に反対をしている。かつて山本は「規範学説J

としての R Sc・hdlapnugの 理論に対し,実践科学の立場を

操る経営学 r」l視角から対決的姿勢をもってそれに徹底的

に批判を加え,論究していたが,そ のとき山本が Schon

pflugに さしむけた批判的見地が,今 日,逆の方向にむ

けて山本の方へ注がれ,活用されなければならない点は,

現在の山本理論の立場にとってけっしてゆえなしとしえ

ないことがらなのである。山本の学説理論は,規範と理

論と技術の相互における逆説的包摂関係を強調している

ものの

`Э

結局は≪規範学説≫でしかありえない運命を

宿 している事実に,筆者は注目するといっておこう。こ

の事実は本稿全体をとおして検討され,理論的かつ論理

的・歴史的な考究を施す経路において間明されるべき中

心論題となる。

なぜ,山本の経営学が,本質論的立場においてそのよ

うに決定的な転回 ― 実践科学から実践理論科学二「行為的

主体存在論Jヘ ー を体験 しなければならなかったのか,

西田哲学による開眼とそれへの帰依が自己の経営 (学 )

哲学の形成作業にとってなにゆえそれほど大きな転機と

なりえたのか,そ の理由を山本学説に聞きたいところと

考える。もちろんこの間きとり作業は山本の業績論著す

べてを玩味しつつ,実行されるべき問題となる。筆者は

すでに自分なりに行なってきた山本経営学説研究を前提

に本稿の考察を展開したく考えるよ
)そのさい,学説研

究のつねとして,必然的にその学説理論の主張内容のみ

ならず,そ の人の経歴や背景にまで追究の範囲が及び,

拡大されることを断っておきたい。

京都大学『経済論叢』第 100巻第 5号昭和42年 11月 号

は,山本安次郎の退官記念号として発行されている。こ

の記念号の末尾に一覧として供された山本の著作目録を

みると,「西田哲学」の感化を受けた以降の業績にはめだ

って方法論および本質論に関する考究を行なう論稿が多

くなり, これが,その後の山本の研究成果のうちで枢要

な領域を形成するにいたっている経緯が読みとれる。山

本自身の言によれば,『経営学要論』(初版 昭和39年 ,増補

版 昭和43年)が経営学の体系に必然的な内容をなすと考

えられる諸問題をまとめた著作であるといわれている

')しかし,山本の経営学の全容を観察するに,その全体的

・基本的特質は山本が方法論者ないし本質論者である事

実を明確にかつ如実に教えてくれる。山本が『経営学の

基礎理論』(昭和42年)で予告した「経営学が何かについ

ては一冊の著書を必要とするであろうJ(6)と ぃぅ意図は,

これまでの方法論的研究の総決算的体系化を試みた(7)と

する『経営学研究方法論』 (昭 fD50年 )に結実している。

また山本は『日本の経営学五十年一回顧と展望』(昭 和520

のなかで, 自己の方法論上の立場の正当性の是非は,他

者からそれが非生産的との注意を受けていることとは別

個に,歴史が証明するであろうと自信のほどを披露して

tヽ る。(8)

この山本の自負と確信の念にみちた自己の経営学説に

かける期待と意気ごみは,上田貞次郎の経営学説を受け

ついで,これを基礎づけようとしたのは馬場敬治であり,(9)

しかもこの馬場のいっていた「本格的な経営学Jの道を

求めんとする者は「行為的主体存在論」を本質論,方法

論の上台にする,ほかならぬ山本自身の経営学説の立場

になるから,馬場学説の直系,そ の発展が自分=山本で

あると考えてよいかも知れない

`10)と

ぃぅ山本の学譜的

流れの分析 と関係づけにおいて表現 されている。筆者は

馬場学説については,な お今後の解明を加える研究標的

にしているにすぎないので,特別にはなにも評言をなし

えないが,山本学説については,そ うした山本の自己の

学説主張にかける確信のほどに関 して,十分な究明を与

える必要があろうと考える者なのである。

注

(1) 山本安次郎『経営学研究方法論』丸善,昭 和50年 ,

序文v頁。以下本書を『方法』と略記する。

(2) たとえば,つ ぎの諸論稿である。山本安次郎「所謂

個別経済学論の一主張に就て」『法と経済』第 2巻第 1

号昭和 9年 7月 。同「実践科学としての経営学論」『法

と経済』第 3巻第 1号昭和10年 1月 。同「規範的経営学

説の批判 (1)(2・ 完)」『法と経済』第 6巻第 1号第 2号

昭和11年 7月 8月 。

(3) 山本安次郎『経営学本質論』〔第3版〕森山書店,昭

和43年 ,121頁。本書を『本質』と略記する。

(4)拙 著『日本の経営学』河西,昭和52年 ,第 2章「日

本の経営学説の解明一山本安次郎教授の経営学説―」,

第 3章「西田哲学と日本の経営学説―山本安次郎教授の

経営学説 (続 )一」。拙稿「書評 山本安次郎『経営学研究

方法論』」,札幌商科大学・札幌短期大学『論集』第17号

昭和51年 5月 。同「≪山本安次郎『日本経営学五十年一

回顧と展望』≫に関する書評的覚書」,同『論集』第21号

(商経編)昭和52年 11月 。同「経営学と『行為的主体存在

論』―山本安次郎教授の『反論Jを 考える一」,札幌商科

大学『論集』第25号 (商経編)昭和騒年9月 。なお,筆
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者の最後の論稿は,山本からの反批判論稿,山本安次郎

「経営学と哲学との関連性について一表教授の批判に答え

る一J(亜細亜大学『経営論集』第14巻 第 2号昭和54年 3

月)に 対し,書かれたものである。

(5) 『本質』第 2版への序, 3頁 。

(6) 山本安次郎『経営学の基礎理論』ダイヤモンド社 ,

昭和42年 , 308頁 。本書を『基礎」と略記する。

(7) 『方法』序文W頁 。

(8) 山本安次郎『日本経営学五十年一回顧と展望』東洋

経済新報社,昭和52年 ,27頁 。傍点は筆者。本書を『五

十年』と略記する。

(9) 『五十年』52頁 ,69頁 。

(10) 同書, 174-175頁 。『基礎』130頁 も参照のこと。

〔i〕  「西田哲学Jと の出会い

山本の『 日本経営学五十年一回顧と展望』における叙述

は,山本個人の経営学研究遍歴を織 りこんだ展開内容に

なっており,山本学説の「人」 となりまた背景,そ の諸

局面の様相を知 るのに興味ある論述が豊富に含まれてい

る。

まず筆者が着 目する出来事は,山本が小樽高等商業学

校 (現小樽商科大学)時代に無期停学処分を受けることに

なった事件への関与についてである。京都大学退官記念

号における山本の略歴記事は,「大正14年 (1925)11月

軍事教育反対運動に参加,無期停学 (翌年 1月 解除)処分

をうける」〔当時,山本は21歳〕 とあり,さ らに「昭和 2年

(1927)3月 小樽高等商業学校卒業」 と書かれている。(1)

山本 自身の記述をつづけよう。山本は「大正14年 10月 小

樽高商の想定問題に端を発した軍教反対運動のため停学

処分を受け,昭和 2年 3月 卒業は出来たものの会社就職

の道は学校当局によって堅く閉されたので,大学へ進学,

勉強でもするほかなく,で きるかどうかはともかく,学

問の道に志すほかなく,む しろ余儀なくされたといった

方がよいのである」(2)と 述懐 している。また当時,山本

は河上 肇,福 田徳三,左右自喜一郎,大西猪之助,南 亮

二郎などに学ぶとともに,英訳『資本論』略解を勉強し,

新 しい世界に憧れ,MSS(Marxian Stlldent Society)に 参

加もし,マルクス・ レーニン主義の古典の勉強で,開眼せ

られる思いをしたとも述べている。(3)

以上の小樽高商時代における山本の無期停学処分にま

つわる事件に関して,筆者にとり興味があるのは,その

処分の原因となった軍事教育反対運動がなんのために起

きたのか, という点である。朝鮮史専攻の日本人歴史家

が指摘する内容によると,それは朝鮮民衆を仮想敵とす

る軍事教訓に反対した小樽高商学生の闘争 (1925年 )で

あったが,そ れへの関与者は日本民衆のごく少数にすぎ

なかった, という論述がある。(4)こ の歴史的事情を考慮

して評価すれば,山本が就職できずに,そ の後, 日本経

営学会の一翼を担う斯学の一権威となった事態は, 日本

経営学界にとって不幸中の幸いといえよう。だが,そ の

処分事件以降において,「西田哲学」の摂取と受容を体験

した後の山本の経営学説の理論的立場の変遷は,筆者の

問題意識にとって看過しえない,ゆゆしき論点展開への

序奏をかなでていく事態を意味することになる。

きわめて個人的なことがらで,本稿の考察と一体どん

な関係があるのかとせめられるのを当初は覚悟のうえで,

あえて個人的な話を打ちあけさせてもらうならば,実は

筆者も大学 ―― もちろん新制大学― を卒業(昭和44年 3月 )

しても,国籍 〔韓国〕差別の障壁のため就職をあきらめ,

大学院を経て,現在の職にある者である。この事実は,

本稿の後の究明に大きな意味合いと関連性を有するとい

う点のみを指摘しておき,つ ぎの問題に移ろう。

山本の経歴をさらに追いながら,論及をすすめよう。

山本は小樽高商卒業後,京都帝国大学経済学部選科に入

学 (昭 和2年 4月 ),同 本科に編入 (昭和4年 4月 ),京都帝国

大学大学院に入学 (昭 和5年 4月 ),小島昌太郎の指導の下

に経営学を専攻 して同大学院を退学 (昭和11年 4月 )す る。

その大学院時代,立命館大学の講師,助教授を勤め,昭

和13年 4月 には同大学の教授となり,昭 和14年 6月 には

同大学商業学科部長の任につくが,同年 8月 ,同大学を

依願退職し,昭和15年 4月 に建国大学助教授に就任する。

昭和17年 6月 には同大学教授となる。昭和20年 7月 ,第

二国民兵として応召,入隊,同年 8月 建国大学解散によ

り退職。同年 11月 にシベリアに抑留,昭和22年 6月 に復

員する」
め

筆者の山本学説に関する批判的検討は,以上

の山本の人生経路の振幅にかかわり,始められることに

なる。

その時代に生きてきた日本人一 だけではないが一 す

べてに関係することがらではあるが,山本個人は第 2次

世界大戦に,研究者,社会科学者としていかに対峙して

きたのか, このことはその経営学の生成,展開を考える

者にとって不可欠の課題を提供する。山本はこう述べて

いる。

経営学も戦争の進展とともに暗い谷間に転落し,いつ這い

上れるか予想もつかないままに呻吟し続けるのである。著者

も戦時下の満洲国において特殊会社制度とその運命の現実を

見,矛盾を指摘し,公社企業の当来性を論じたのであぅた。

戦争終末直前には現地召集にて入隊,ソ 連へ抑留,研究どこ

ろか,生命の危機を日 痛々感し,遂 には無感覚になるほどで
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あった。多かれ少なかれ,皆が戦争犠牲者であった。(6)

小樽高商時代における軍教反対運動のため停学処分を

受け,学問研究の道をとらざるをえなくなった山本は,

今度はこの道をすすんだために,ま た別のちがった不幸

に遭遇するいきさつとなった。小樽高商時代の処分事件

以来,最大の難局を山本は迎えたわけである。しかし,

それまでの山本にとって,すなわち時期昭和10年代は全

体的にみた場合,け っして不幸な期間ではなかったと推

察される。山本の大学院退学が昭和11年 4月 であった。

この昭和10年代は,前期では山本の立場は実践科学とし

ての経営学論の時代であったし,後期昭和15年以降は,

今日までの,「行為的主体存在論Jの 立場に急転する。山

本の言によれば,当 時の日本のおかれた閉塞的情勢の下

において,山本は大学時代の恩師作田荘―が副総長を勤

める満洲国建国大学に昭和15年に奉職,困難な研究状況

のなかで同僚の哲学者や経済学者とともに「西田哲学J

を本格的に勉強し,そ の理解によって新カント派と訣別

して,そ こで初めて本当の経営学の哲学的基礎に逢着し,

開眼の喜びにひたることができたのであった。(7)

この経営学の哲学的基礎を固めるのに,山本は,作田

荘―の思想を理解すること,すなわち作田の「公社問題」

を理解すべく,「西田哲学」「田辺哲学」を媒介とせざる

をえなかった, というρ)現在の時点でも,山本の経営

学理論にとってその「公社J概念は最重要の用語となっ

ている。山本が思念する理想的経営像たる「経営」概念

はこの「公社」ということばのなかにもっぱら追求され

ることになるからである。山本は,作田荘―の論文「経

営学と経済学の対照」(『 山口商学雑誌』創刊号昭和2年 )が

経営学を専攻させる決意をさせたという。(9)

山本が今日の経営学の立場を明確に確立できたのは,

昭和15年から16年 にかけてであり,(10)経営学は「西田

哲学 Jに その経営哲学を求めるべきであるといい,「西

田哲学Jを高く評価し,位置づけている。(11)「 行為的直

観の立場J,「作られたものが作るものを作る」,「総合の

論理」,「主体の論理」,「経営の論理」などはその具体的

表現である。山本の処女作といえる『公社企業と現代経

営学』(康徳8年 〔昭和16年〕)は ,「西田哲学」による不動

の見地を確立しえたとする著作であり,今 日の山本の基

本的視角はすでにここにおいて定まっていたといえる。

これに依拠する山本の経営学的構想は, こうなる。

真の経営学はアメリカ的経営研究の素材とドイツ的経営経

済学方法とを相互に検討し, しかも経営の現実の構造の把握

を基礎に,こ れらを起容面の契機 として統一する新たな経

営の論理によってのみ確立せられる。……恐らく何人もこの

行為的主体存在論の立場に帰着せざるを得ないであろうぎ12)

聞 く者を して,ま ことに自信に満ちた宣言であること

を感得せ しめる文章である。山本はまた, 自己の経営学

的立場 として, 日本の経営学界の世界史的使命を考えざ

るをえず, これへの挑戦をするとも表明 している。(13)

注

(1) 京都大学『経済論叢』第100巻第 5号昭和42年 11月 ,

山本安次郎教授記念号,山本安次郎教授略歴, 149頁。

(2)  『五十年』 205-206頁 。

(3)同 書,206207頁 。

(4) 梶村秀樹『朝鮮史』講談社,昭和52年 ,164頁。

1920年 代の日本の朝鮮 〔韓国〕政策がどうあったかにつ

いては,つ ぎの文献が参考になろう。姜 東鎮『 日本の朝

鮮支配政策史研究-1920年 代を中心として一』東京大学

出版会,昭和54年 。朝鮮〔韓〕半島の情勢が,山本の関連

した事件と直結する意味合いをもつことはいうまでもあ

るまい。

(5) 京都大学『経済論叢』第100巻第 5号 , 山本安次郎

教授退官記念号, 149150頁 。

(6)『 五十年』75頁 。本文中の注番号はlll除 した。

(7)同 書,49頁。

(8) 山本安次郎『公社企業と現代経営学』建国大学院 ,

康徳 8年 〔昭和16年 〕,は しがき,5頁 ,7頁。本書を『公

社』と略記する。

(9) 『五十年』 208-209頁。

〈10) 『方法』 114貢 。

(11) たとえば『方法』88頁 ,112頁 , 152頁 ,332頁 ,

337頁 。『基礎』 326頁 。

(12) 山本安次郎『増訂経営管理論』有斐閣,昭和38年 ;

序 3-4頁。本書を『管理』と略記する。

(13) 『方法』序文 v頁。

〔面〕「行為的主体存在論」の思想性 と論理性

問題はその日本の経営学界の世界史的使命 という任務

を担 う山本の経営学説が,当 時 〔昭和10年 代,限定するな

ら昭和15年 から昭和20年敗戦まで〕おかれていた社会,政治 ,

経済,文化 といちた諸情勢 との関連性にある。山本は自

著『公社企業 と現代経営学』の発行年度を,その後,関

係するあらゆる記述,記事において<昭和16年>と記し

ている。が同書のなかには奥付はもちろんち他所のどこ

にも昭和16年 とは書かれていない。奥付ではく康徳 8年

9月 (非売品)建国大学研究院刊行 新京特別市歓喜嶺>
とあるだけである。文献表記として,同書発行のその後

の扱いには正確でない手続がある。いうまでもなく,康

徳とは旧満洲国の年号 〔元号〕であり,昭和との対応関
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係は,例をあげれば同書の場合のように康徳 8年は昭和

16年になる。筆者は別帯 1)に おいて山本の同書の昭和年

号を括弧づきで補足する表記法をとった。

山本は,経営学の学問的基礎を問題にし,その基礎を

反省するとき哲学と交渉をもち,そ のような経営哲学と

して「西田哲学」がきわめて有効であることを説 くので

あり,「西田哲学」そのもので経営学を説 くのは本末転倒

であると,かつて筆者に対しきびしく反批判 一 表の誤

解,すなわち山本が西田哲学に依存しているという表の理解に

対する山本の批判――を返 していた。(2)し かしながら,山

本のいうような≪思想性≫次元における哲学的交渉をま

ったく欠落させたままの, 自分の方の学問的基礎におけ

る哲学の問題化,反省だけという,≪論理性≫の次元で

のみ哲学と交渉をするという形式的思考は,哲学を哲学

として 一―経営(学 )哲学としても一 いかす途をみずから

裁ち切る対処法であり,哲学をただの形式論理学に換骨

奪胎せしめる処断になりかねない。山本の経営学説の,

経営学なりの,その次元 。水準においての思想問題をそ

っくり棚上げしたままでの,哲学との交渉とは,なにを

意味しようか。哲学性を脱落させてしまった「哲学Jと

の交渉事態がここで指摘され,問題にされるべきだろう。

山本がシベリア抑留の体験をてこに, 日本 。日本人の戦

争体験を「皆が戦争犠牲者Jと慰撫 し,同時に単にそれ

を回顧するにとどまり,そ の一面的な歴史性認識をはば

かりなく堂々と開陳しうるのは,「西田哲学」が哲学とし

て当然関係を有せざるをえない≪思想性≫を≪論理性≫

の牙城から放逐しうるからにちがいあるまい。

筆者は戦時体告Jと 「西田哲学Jの かかわり方について,

格別,非難 したりする論調には関心をもたない(3)と断っ

ておいたが, この辺の問題に関係して山本は,田 辺 元に

ならって「懺悔の経営学」なら気にいるかと筆者に反撃

し,ま た筆者の求める思想性とは戦争責任の自覚や加害

者意識の問題らしい(4)と 述べて,「41象的問題」と「具体的

問題」をもつ≪思想性≫問題の対象の文脈をおぼろげな

がら理解してくれた様子である。もとより「西田哲学J

の≪思想性≫とは無縁のまま,交渉をもった山本経営学

説にとって≪思想性≫問題などは,理論的な画面に,無

関係な,が らくた程度にしか映らないらしいが,山本の

経営学説の「行為的主体存在論」は戦時体告1,戦争経済

下において「思想J的理論主張を現実に行なっていたし,

これが経営思想的な検討課題となりうることは,な んび

とも否定 しきれないはずである。山本理論が「西田哲学」

に帰依し,そ の論理構造を生かし,「経営哲学」として活

用をねらい, これにより経営学の学問的基礎を形成しよ

うとする意向を措定するならば,そ こで「西田哲学Jの

≪思想性≫がなんらかの形で,関係してくるはずである。

山本みずからは,「西田哲学」の≪思想性≫次元の問題と,

その≪論理性≫次元の問題をともに包入させながら, し

かも≪思想性≫圏域での発言,主張をふんだんに行なう

にもかかわらず,≪思想性≫次元の問題などは考えてみ

るのもいやだといわんばかりのその姿勢は,山本の社会

科学者としての資質すら疑ってかからねばならなくさせ

るかも知れない。山本学説の究明の急所が,「西田哲学J

の思想性の問題 ―「経営哲学」の論理性にからまる哲学性そ

のものの思想的問題― にあることを指摘する筆者の分析

など,一顧だに値 しないと断言しうるならば,筆者の山

本に対する問題提起はただちに撤回してもよい。

山本は昭和10年代後期において, 自己の経営学説展開

が根幹的な転身を経験 しえたといい,そ の時期の状況に

ついてつぎのように説明している。

私は昭和15年春から建国大学にて特殊会社経営の研究に

従事することとなったが,当時その経営は高く政治目的を掲

げ徒らに大言壮語し,主体性を高調するも客観的把握は軽視

せられ経営理論は殆んど全く無視せられ,か くてその業績の

余り香しからざるを見た。かかる現状の打開に少しの貢献で

も出来ればと思って昭和18年 には予て一応終結を見ていた右

の研究を基礎に「現代経営管理論」を編集し上梓を図ったが

時既に事情も逼遣して居り……。(5)

筆者が別稿において論議の対象にとりあげた,山本か

らの反論を受けてした経営学の「問題の限定」問題(6)こ

関係する,若干の山本自身がする理論的反省が上述中で

は瞥見できる。それでも,ま た山本はこう述べている。

事情と条件とは当時と全く異なったとはいえ,経営の負担

する社会的責務はいよいよ重大となり,経営管理の原理的研

究は益 痛々感せられる。しかも問題を行為的主体存在論的に

考えることの必要は今日いよいよ増大している……。(7)

大言壮語 し,主体性の高調はあっても,客観的把握が

軽視され,経営理論はほとんど無視されたため,そ の業

績がふるわなかった当時の経営の事実を理論的に反省す

る山本が,なおその基底的な本質論である「行為的主体

存在論」については,そ の経営学方法論としての価値と

有効性,必要性を追認しているわけである。山本の理論

的発展の様相は、昭和10年代後期のその時期内でも, さ

らにこれを細分 して,一応,昭和17～ 18年を境に,そ の

前半期と後半期に分割できそうである。山本の,そ の前

半期の見解は『公社企業と現代経営学』(昭 和16年 )で代

表され,そ の後半期の見解は「現代経営管理論J(謄写版,

-39-



昭和18年 〔17年 ?〕 →『同書』有斐閣,昭和29年 )で知ることが

できる。山本の両書の論調は異なっているものの,基本

的な本質論的視座は「行為的主体存在論Jに根をはやす

ものゆえ, この「行為的主体存在論Jの 方法論的性格を

社会科学的に根本から間う必要が生じてくる。『公社企

業と現代経営学』における「行為的主体存在論」は,先

述の引用叙述中での回顧のように山本もいうに,経営が

政治目的を高くかかげ,大言壮語をなしていたと解釈で

きる論調があるが,そ の後から現在にいたっては,同 じ

「行為的主体存在論」は経営理論の主体性を客観的に把握

しようと努力を傾注してきた, という時間的な前後の関

連性にあることになる。筆者は, この関連性を時間的経

過に関係する問題として,現今の山本理論の現在的存在

の場に垂直につみ重ね,相互に有機的に関係させて学問

的吟味の対象にすべき仕事があると考えている。『公社

企業と現代経営学』 も,単に政治目的を高くかかげ経営

理論としては大言壮語するに終始したという,当 時の経

営の考え方での欠陥に関する山本の,そ の直後の反省と

大した連絡もなしに,現在もその基礎的な分析視座であ

る「行為的主体存在論」が,同 じく堅固に維持されてい

るからには,当時の経営問題の把握についての大言壮語

という回顧的叙述以上の意味を同書の主張のなかにみて

とるべきだろう。問題は大言壮語であったという単調な

反省以上の合意を,山本が自著『公社企業と現代経営学』

(昭 和16年 )に おける経営理解の方法に関して,歴史的な

認識として感知しえないところにある。

それだからこそ,ま た山本は同書を生んだ時代背景,

これと自分の<生>と のかかわりを以下のようにしか認

識しえないのである。

戦敗れてシベリアに抑留,帰還後病に倒れて静養する身と

なったが,幸にして昨春より日に二三時間の読書を許され…

… (8)

時代の波浪に弄ばれ,戦争や療養による中断はあった…。

幾山河をよくも越えて来たものだという感懐に打たれざるを

得ないのである。(9)

過去の日本の歴史の流れ,経過に対する山本の回顧は,

どこまでも受動的であり,被対象的な意識と存在感 ―

生のあり方― しか見出せない。『日本経営学五十年一回

顧と展望』(昭和52年 )を, 自身の経営学観の立場からとり

まとめた,そ の人としては, 自分の学説史的な生きざま

に対して,山本みずからが主張する「生の根源から存在

論的に究明しなければならないJ(10)と いう主張に十分か

なう, 自己客体化や自己存在の客観的認識をなしえてい

るか,相当の疑間がある。先ほどの注 (5)弓 1用 叙述中で

の「経営Jに しても, 自分の当時の,経営に対する学問

的論議を対象にしてとりざたしているのか,満洲経済に

おける特殊会社の現実的経営そのものに関する説明を意

味しているのか,よ く識別しえない論述方式になってい

る。解釈をすすめれば, どうやら後者らしいことはわか

るのであるが :・ …。

ごく一般的な話として,山本にも妥当することだが,

日本人の間にはしばしば被害者意識がみられ, 日本人は

自分たちが犠牲者になるときは意識し,外国人が犠牲者

になるときは,知 らない顔をする,(11)と ぃゎれる点がこ

こでは問題になろう。自己の学説の不動で確固たる確立

が,「満洲国Jの 地にあった「建国大学」の場において「西

田哲学」を研究することにより達成しえたという山本の

経営学理論は,『公社企業と現代経営学』(昭和16年 )を一

読すれば即時に判明するごとくく大東亜圏思想>を充満

させており, この思想を重要な主柱のひとつとしてその

理論構築に利用していたからには, これを「大言壮語J

の一句で反省,清算できるとの認識を山本がもっている

とするならば, これは山本が自分でいう「生の根源から

存在論的に究明しなければならないJと いう主張は,な

んと説得力を欠き,むなしくひびいてくることか,その

思いはひとしおであるという印象を受けざるをえない。

もっとも,大言壮語の難点があると反省した,満洲国の

経営 [特殊会社への関与のしかたとして,山本がどう対

応していたのか, もうひとつ不明確で曖昧な点があり,

いうところの<生の根源>と はなんであるのか,理解に

苦しむほかない。

経営学者,山本安次郎の,小樽高商時代における軍教

反対事件での処分問題や,満洲国とのかかわり,ま たそ

の後に生起した諸事件に対する考え方は,そ の間,われ

われがなぜそうなっていたのか,な ぜそのとき何もしな

かったのか,なぜできなかったのか, という点の冷静な

反省が案外とぼしく,ただ「大変であったJ「 もう戦争は

こりごり」という感情的なことばで片づけてしまう人が

多い,(12)と ぃぅ範疇から一歩も出る中身がない。山本が

いう「皆が戦争犠牲者であった」とか,「時代の波浪に弄

ばれ」とか,「大言壮語」であったとかいう言辞はその水

準の感性で表現された字句といってよい。

山本は,「 満洲国に於ける特殊会社の再組織問題」(『東

亜経済論集』第1巻第3号昭和16年 9月 )と いう論稿におい

て,特殊会社再組織の方向は,文字どおり公私混合企業

として鶴的存在から真に公私企業の統一たる公社企業へ

むかう以外にはないと思う, これが正しき道であると主

張していたが
13)現在の山本の立場も, この道と変わる点
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がない。すなわち,昭和50年発刊の著作中で,山本は,

「端的に結論をいえば,現代の経営政策の目標は,会社か

ら公社へということである。……経営主義経営への転換

である。……新 しい社会化資本主義……として再生する

こと」にあると主張しているが14)こ の論述引用に関して

は,そ こに付された注記のなかで山本はこうもいってい

る。

著者は第 2次大戦中の戦争経済を背景に,満洲国において

株式会社―特殊会社を研究し,そ の公社企業への転化の不可

避性を論じ,公社企業の原理的構造の解明に努力した。戦前

の満洲国は特殊会社の国であった。その特殊会社の研究につ

いては,満洲国政府編,『満洲建国十年史』(明 治百年史叢書

第91巻),原 書房,昭和

“

年所収の昭和16年 執筆の拙稿「第 8

章 企業Jを 見て頂きたい。……また公社企業については,唯

一の文献である拙著,『 公社企業と現代経営学』,建国大学研

究院,昭 和16年 ,拙稿「公社の本質と経営原理J,『 公営評論』,

第11巻 第 1号 (昭和41年 1月 )な ど,参照。この理論の妥当

性の説明として,例 えば日本銀行を考えてみよう。……私見

によると「公社」としてその性格を明確にすべきであると考

えられる。(15)

既述のように,『満洲建国十年史』の山本論稿「企業J

と『公社企業 と現代経営学』に関 しては,山本みずか ら

が述べ るごとく,政治目的を高 くかかげ,経営理論の主

体性把握はともか く,経営理論 としての論究 として問題

一 大言壮語という一 が含まれる点が, 当時の満洲にお

ける経営 自体の問題になるにせよ,ま たあるいは山本の

経営 (学)研究の立場になるにせよ,示 されている。に

もかかわ らず,今 日的にも,理論主張の核点 としての山

本の「公社企業」 という経営主義経営「概念」力ゞ, 自説

の主唱 として強調されているのである。要は,山本が当

時の満洲経済にあって研究の対象に した特殊会社のなか

に,真の,正 しき「公社企業」という経営概念を見出 し,

これを経営政策の目標に して打ち立て,そ の後 も現在の

立場としてそれが適用でき,妥 当するという。つまり時

代背景の変化 とは,ひ とまず関係な く,そ の山本の経営

概念 =「公社企業Jは 高揚 されるべき経営学の政策 (論 )

的研究 目標であることになる。恐 るべき歴史感覚のマ ヒ

→不在 (?),無感覚,無意識,無節操を,そ こにみてと

れるといって,誇大な表現になるだろうか。

筆者は,経営学は人間学であり,経営分析は人間分析

であるという命題は, この「人間的実存 とは何か」とい

う原点か らの思考の一元的透視のなかでつかみなおされ

ねばな らない,(16)と ぃぅ問題分析の視角を,山本の経営

学理論の人 と学説の両面につきつけて思考を展開 した く

考 え る者 なのであ る。           |

注

(1) 拙稿「経営学と『行為的主体存在論』」,札幌商科大

学『論集』第25号 (商経編)昭和54年 9月 。

(2) 『五十年』 200頁 。

(3) 拙稿「≪山本安次郎『 日本の経営学五十年一回顧と

展望』≫に関する書評的覚書」,札幌商科大学・ 札幌短期

大学『論集』第21号 (商経編)昭 和52年 11月 , 228頁。

(4) 山本安次郎「経営学と哲学との関連について」,亜細

亜大学『経営論集』第14巻 第 2号 IIE和 54年 3月 ,181頁。

(5)『 管理』序 6頁。なお文中の「現代経営管理論」(謄写

版)は ,山本の別稿では昭和 17年 とあり (山 本安次郎「経

営管理学か経営学か」,京都大学『経済論叢』第99巻 第 5

号昭和42年 5月 ,12頁 ),F五十年』では昭和 16年 とある

(同 書,211頁 )。 いうまでもなく,こ の謄写版刷が,の

ちに『経営管理論』(昭和29年 )と なる。

(6) 山本安次郎「経営学と哲学との関連についてJ,亜 細

亜大学『経営論集』第 14巻 第 2号昭和54年 3月 ,188頁 ,注

68。 拙稿「経営学と『行為的主体存在論』」。

(7)(8)『 管理』序 6頁。

(9) 『五十年』 209頁 。

(10) 『管理』序 5頁。

(11) 崎谷哲夫編著 ダ■エル・ベル エズラ・ F。 ボーゲル 対

談『ハーバー ド大学知 日派教授が問 う可能性の日本』実

業之日本社,昭 和54年 ,は じめに 5頁。

(12) 日本思想史講座 第 7巻『近代の思想 2』 雄山閣出版 ,

昭和51年 ,236頁。後者二個所の傍点追加は筆者。

(13) 山本安次郎「満洲における特殊会社の再組織問題」

『東亜経済論集』第 1巻第 3号昭和 16年 9月 ,131頁。

(14)  『方法』 147-148頁。

(15)同 書, 158頁 ,注 48。

(16) 吉武孝祐『企業分析の哲学』同友館,昭 和54年 ,89

頁。

〔lVl「公社 企業J概念 の思想性 と論理性

山本 もこうい ってい る。A Carrelの『 人 間 ― この未

知なるもの』は,人間存在 の総合 的研 究 であ るが,そ れ は

とってもって経営存在の研究の参考になる, とが1)山 本
は, さかんに「西田哲学」が経営 (学)哲学として有用

である点を主張するが,哲学が一般論として人間論であ

り,科学の科学であるという学的性格をもとより具有す

るからには,そ の哲学の≪論理性≫のみならず,≪哲学

性≫≪思想性≫の問題側面が対位的にとりざたされるべ

き論点となってよいはずである。満洲経済にあっての,

山本の<生>べの根源的な経営学研究の関与一「存在論

的究明」― と,「西田哲学」の≪思想性≫が,は なちがた

い関連性をもつにいたるはずと観察する見方に,け らし
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て無理はなかろう。

吉武孝祐は,経営学に関する論議として,根本的に企

業経営の原点にかえって経営の未来像を造形するという

ことでなければ,真の意味での安定した経営の条件を見

出しえないのではないか,そ のためには,一定の経営思

想に根差す経営診断指標の創造的体系化が一段と必要を

加えてくるといい,(2)そ こでは人間実存をどう考えるか

という人間観の問題が輩出され, ここに思想は論理に勝

つという理由があるというが
3)山 本は,「西田哲学Jの ≪論

理性≫をもっぱら問題にし,そ の《思想性≫の問題の契

機はないがしろにしてもよい一―特別配慮に入れない 一一

という見解を示している。こうなると,山 本の経営 (学 )

哲学としての「西田哲学」の活用は,「西田哲学」の包有

する日本哲学としての人間的実存問題をまったく無視す

る結果となるし,ま た「西田哲学」の思想性→論理性の

有機的関連という哲学的課題の本来的接続面をわざわざ

切断する結末ともなり,いわれているところの思想は論

理に勝つという局面問題は,山本において奥座敷にしま

いこまれることになる。

筆者は,山本の『 日本経営学五十年一回顧と展望』 (昭

和52年)に 関する書評的覚書において,氏の自己の経営学

説が問題にする以前の論点を問題にする, といったこと

がある。上述で論及のあった論者吉武は, このごろの学

問は専門的に分化され,い ちじるしく「以前」を失って

いる,哲学「以前Jの なかに哲学がある,以前なき哲学

は, もはや哲学たることをやめるだろう,そ して,「以

前Jに 知的エネルギーを燃やすとき,そ こにこそ無用の

用という真の時間が形成され, したがって知性と感性が

創られる, といっているび
4)「西田哲学」の≪論理性≫を

生かすには, より深 くその≪思想性≫に帰って「以前J

の問題を詮索する余地がないか,考えてみたい問題であ

る。山本が経営 (学)哲学として「西田哲学Jを使うと

いうとき,い かにも「以前Jの 問題にかかわるような態

度と志向をにおわせながら,実はそうでないのは問題で

ある。吉武はこうも述べている。

いまや「経営学」の中に人間を見ず,人間の中に「学」を

見るときである。思想は「学」にかつ。(5)

さて,山 本の経営未来像,経営概念である「公社企業」

という,経営政策 (論)上の認識目標について,論点を

しぼり,究明をすすめよう。

山本は,経営学が真に経営学となるためには,その対

象を単に「経営」と抽象的に規定するのではなく,ま ず

「事業経営」としてより具体的,よ り内容的に規定する必

要がある, というメ
6)すなわち新しい経営主義 ―― 資本

の営利から経営の営利ヘーーの発展として経営主義の承認

である。(7)そ れは「企業の公器性」ということは企業経

営の事業経営としての自覚を説 くものにほかならない
,

とする。(3)さ らに山本によれば,企業形態は私企業と公

企業に分かれ,両者の関係から公私混合企業 (特殊会社,

国策会社)が現われたが,時代の進展は公私統一企業を暗

示する。それが会社に対する公社にほかならず, これは

尖端的な現代企業であり,そ の経営原理は現代の経営原

理の原型をなすとも考えられ, これを問題にするとき経

営学も新しい立場に立つ現代経営学となるほかない。こ

れは西田哲学の研究によって開眼されたのであった, と

述べているが9)

山本の「公社企業」という経営未来像 =経営政策(論 )

的な認識目標に関連して,山本はこういう。経営政策学

は国家を主体とする経営政策を問題にするものとして成

立つと考えているが10)山本は資本主義の発達を基礎に経

営学史の時代区分と対応させて,そ のなかで,そ の第三

期を,第 2次大戦前後以降にあて,経営共同体が現実の

問題となる点に言及し,そ の典型が分権化経営であり,

その頂点を示す「共同決定経営」の形態が,経営そのも

のの原型の具現といえ,それが経営学つまり現代経営学

の基礎ともなるというメ11)こ うした山本の経営概念の政

策 (論)的 目標の源泉は,すでに『公社企業と現代経営

学』(昭 和16年 )に おいて,発想をえ,具体的に構想を概念

化しえていたものと解釈できる。したがって山本は,≪論

理性≫での問題把握としては,首尾一貫して「公社企業J

概念を時代を超越する1経営学の内在的主張の軸志にし

ていることになり,そ もそもその「公社企業Jと いう経

営概念が生まれた「生の根源」に関する「存在論的究明J

の高唱とはまったく別個に,通時的適合性の保持可能性

を確信 していることにもなる。

山本は, この公社企業のもっとも根本的な性格はその

基本任務に現われる,計画経済的再生産の自覚的担当者

たること, これである, といい,ま た,公社の性格は,

まったく国民経済的,計画経済的であるというが
12)こ の

山本の見解が昭和16年 〔1941年 〕という時期のものであ

る事実を思えば,山本の歴史への関与のしかたにおける

無自覚性 。無思想性は明白となる。それがおかれた時代

の特殊な事情背景のなかから誕生した経営概念 =「公社

企業Jを ,論理性の延長線上で拡張してゆき,いかなる

時代にも妥当,通用しうる普遍的概念と思考し,時代の

だ   進展は自説の主張がますます実証されていく事態の進行

、  としてみなしている。山本理論の「行為的主体存在論」
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という経営 (学)哲学にもとづ く「経営の論理」の,政

策 (論)的経営未来像である「公社企業」 とは,な ん と,

適応性 と弾力性に富む概念であろうか。山本の不動で堅

固とした確立をみた経営概念に依拠 して,現実経営の世

界をみれば,すべてそれにて, こと足れ りとする歴史性

無視の硬直 した規範的「経営像」=経営政策 (論)上の

目標が超出して くるのであろう。山本の「公社企業Jは

国家主義・ 全体主義の時代的背景下に生誕 した経営概念

である点をふまえて,そ の経営学的な本質を見極める必

要がある。

注

(1) 『基礎』320頁 。その他,同書 33頁 , F方 法』121頁 ,

330-331頁 にもカレルについて論及がある。

(2) 吉武孝祐『企業分析の哲学』同友館,昭和54年 ,11

頁。

(3) 拙稿「≪山本安次郎『日本経営学五十年一回顧と展

望』≫に関する書評的覚書J,札幌商科大学 。札幌短期大

学『論集』第21号 (商経編)昭 和52年 11月 ,227頁。

(4) 吉武,前掲書, 249頁 。

(5) 同書, 23頁。

(6) 山本安次郎『増補経営学要論』ミネルヴァ書房,昭

和43年 , 52-54頁 。本書は『要論』と略記する。

(7) 同書, 43頁。

(8) 同書, 77頁。

(9) 『五十年』 211頁 。

(10) 『本質』278頁 。

(11) 同書, 102-103頁 。

(12) 『公社』 145頁 。

〔V〕  絶対観念 としての規範的未来像 :「 公社企業」

いつの時代にも真理であり,根本的な正当性を持続 し

うる学問上の概念枠組などがあれば,学問的営為 という

ものはたやすい仕事である。そうではな く倦まずたゆま

ずいつの時代,時期にも,真理への到達 と探求をめざし

て,学問研究は道進され,努力されてい くものと,筆者

は考えているが,山本のように一度,卓越 した哲学であ

る「西田哲学」の見地に立 って,そ の論理を活用 して,

「経営学J理論の展開と推進が可能 となり,そ こで不動の

確固たる立場が構想,確立 しえたと宣言する事態は,学

問のたゆまない前進を信 じる筆者に_と って驚 くべき悟 り

の境地の開陳 といわねばならない。学問上の不動の立場

の獲得が,変わ らぬ経営学的本質論の上台 として樹立 さ

れえたというにいたっては,「変わ らぬ」その立場 とは,

そのことばの意味において時代の推移の対応に面 して,

虚構の想定をもっていわれるほかない措置にならない力、

筆者は疑いを もつ者である。「変わ らぬJ経営学上の立場

があるなどと明言する思考方法そのものが,理解の域を

越え出る発想である。変わりゆく事実の変化のなかに変

わらない真理をみることも可能だが,あ くまでそれは変

わりゆく対象そのものに即して変わらない真理そのもの

の変化をみてとるということであろうから,山本のよう

にいつにあっても,不動の確固たる概念的用具や立場を

時代を通貫し,超克して保有しうると念 じる考え方 一

昭和15年から20年 の間に形成されたそれ――を, これからい

つでも,適用しえ,そ の真理性→妥当性や正当性が検証

されている, されていくと判断する見方は,絶対観念の

押しつけ,架空概念の高揚になりかねない危惧につなが

っていくだろう。

山本は『公社企業と現代経営学』(昭 和16年 )のはしがき

で, こう述べている。

経営学を歴史的現実の根源的主体たる国家の基体即主体の

自覚に立つ行為的立場から,単に方法論的抽象的にではなく,

飽くまで歴史的現実,行為的主体存在の世界に於て具体的に

成立する現代経営学の性格に於て形成せんとするにある。(1)

……国家の立場,国家的存在の論理の立場,謂はゆる「行

為的主体存在論の立場J即 ち「行為の立場Jに 於てのみ真に

根底的に具体的に把握せられるのである。 …この意味に於

て,企業の現代的形態としての「公社」の問題は吾々の経営

学にとって正に一の試金石たるを思わしめるものがある。(2)

また「公社の本質と経営原理J(『公営評論』第11巻第1号

昭和41年 1月 )で は, こう主張している。

われわれは経営学理論の立場から,本格的な公社の本質を

明らかにし,その経営原理を考察したいのである。(3)

山本においては,終始一貫して,理論的 。歴史的・政

策的を問わず,「公社Jと いう経営概念が,学的認識目標

として最重要の役割を有している。これがまた,山本で

は, 日本経営学は独米の経営学に造詣深く,た がいに対

照的な二つの流れを総合,ア ウフヘーベンして,本当の

経営学を形成しうる論理的可能性をもつ唯一のものであ

るという,そ の世界史的使命の根拠づけ(4)に 関して,提

起される概念である点に注意が必要である。山本が日本

の経営学会・界にとって,そ の世界史的使命の自覚と昂

揚が大切であり

`5)こ

れが山本のいう「本格的な経営学J

の課題にもなるというわけである。そのさい山本は,そ

の経営学の基礎づけとして「新しい哲学」を「西田哲学」

に見出せるゆえ, これを経営学的に読む努力が必要とも

主張するが6)

そしてこの山本の経営学の学問的特質は,実践的理論

学,実践理論科学であり,(7)ま た歴史科学,歴史的な実
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践理論科学であるが8)ま た経営学的見方の特色には「主

体の論理」「経営の論理」が根底に横たわっていることの

理解にあるが
9)そ れゆえそれは「人間学的把握」につな

がるメ
10)だから,社会科学のひとつ, しかも特殊な社会

科学である経営学の立場も「行為的主体存在論」でなけ

ればならなくなるが
11)こ のための哲学として「西田哲学J

が役立ち,山本の「本格的な経営学」の道として, 日本

の経営学会 (界)の世界史的使命が達成されると展望する

のである。

山本の経営学説の主唱である,「本格的な経営学Jの ,

←「行為的主体存在論J。 西田哲学の論理としていわれる,

世界史的使命の下に,「公社Jが真の意味での公私企業の

総合的形態として推奨されるにしても, この経営主義的

経営概念→事業経営 二経営概念の政策 (論 )的な高揚には

大きな疑間が残る。山本は「公社Jと いう経営概念を,

かつて満洲国において「西田哲学」に依拠 しながら,主

体的行為的な把握から析出したうえで主張するわけだが,

いったんこの概念が,不動の確固とした経営概念として

政策 (論 )的な目標になって確立するやいなや,すべての

時代に通用し,時代の進展もただその実現へと歩みつつ

あるというふうに認識する。今日では現実との緊張関係

を弛緩させたまま,つ まり時代の変遷と変転に理論的対

応を十全に詮議しないままで, 自己の経営認識め絶対的

真理性を公言してはばからない態度には,根本的な疑念

を感 じないわけにいかないのである。「公社Jと いう経営

概念は政策 (論 )的な鋳型として,いつの時代でも変わり

なく提供しえ,有効に使用,適用できるというような達

観をとおしての「理想主義」的経営未来像は,明 らかに

「規範的未来像」としての経営概念であると評定せざるを

えない。

『公社企業と現代経営学』(昭 和16年 )以来,山本は徹頭

徹尾,「西田哲学」の「行為的主体存在論Jに よぅた経営

概念として案出され,掲示さ|れ るべき「公社」を模範と

すべ く,現実の経営に対し,発言を行なってきており,

この理論と現実の対応のさせ方は,いつも同じで変わら

ない。変わっているものは,時代の流れである。変らな

いものは絶対的なその経営概念 二「公社Jで ある。こんな

絶対的出発点を用意しうる学問を筆者は疑う。たえずい

われることは,いつの時代の, どんな経営(学 )的課題に

対しても,山本の自己の「規範学説」の垂範する経営概

念の正しさ,「真」性が叫ばれる点であり, 自説の主張が

かかげる「公社Jと いう経営未来像の絶対的な無誤謬性

再認のくりかえし作業の復唱である。山本学説が≪規範

学説≫と呼称されなければならない由来,原因は, この

辺にある。一度,確立された不動の経営概念は絶対的で,

現実の経営に対し,いつでも, どこでも,いかようにで

も, 自説の主張する「経営未来像」=規範的経営像→「公

社」概念の尺度・基準として,強調され,用 意されてお

り,そ の自己の「規範」的理想経営概念の歴史的普遍性

は変わることを知らないというふうな口吻なのである。

はたして, これで学問的主張になりうるか,大変な疑間

がわこう。理論的主張の一貫性は,現実との対峙関係に

おいて,場合と必要とそれなりの情況に応 じて,変化し

うるものではないか,そ れでこそかえって学問的な一貫

性がそこで理論的に発揮しうるのではないか, と筆者は

考えている。

もっともさらに考えるに,山本学説のいうような世界

史的使命が,世界の各国の斯学会や日本の当該学会にど

れほど受け入れられているか, ということに関心をむけ

てみると,そ の影響力が意外に少なく,浸透しえていな

い事実が,ただちに了解される。京都大学『経済論叢』

(第 100巻 第5号昭和42年 11月 )山本安次郎教授記念号にお

いて,山本に<献辞>を棒げた出口勇蔵が,山本学説は

難解との評があるが,独創性に富めばこそといえる, と

書いていたが
12)筆

者も,山本理論の独創性を認めるのに

吝かではない。だがそれがまた,難解との評にあるよう

に,読む者をして容易な理解をえさしめえず,いつもな

にか隔靴掻痒の感をぬぐいきれないで, どこまでもこの

感がつづくのは,そ れがきわめて特異な方法論中心主義

の経営学説の展開内容であることに加えて,山本の経営

学説の規範性という特性がなさじめるわざではないだろ

うか。

山本の経営学理論を本格的に全面的に学説研究の対象

として学的検討の俎上にのぼらせたのは,筆者がはじめ

てと考えているが,(13)筆 者の山本理解は山本の言によれ

ば「誤解」「誤り」ということでしかないらしい。 学説

研究の対象としてとりあげることすら,山本学説に関し

ていうならば, とても大変な難事業となる。'今のところ,

山本理解は,山本以外の同学人士には, とうてい無理ら

しいという苦境におかれている。

したがって,山本が,「私に対しては極めて少数の理解

者と多数の反対者のあることを知っている」(14)と ぃぅ

とき,「理解者」と「反対者Jと いう対語関係での表現に

注意が必要である。筆者などは,「理解」もできずに山本

学説に「反対」〔「否定」〕するものと,山本によって反駁

されているので(15)論外として,そ の「少数の理解者」

と山本が評価 していると推測できる学者,た とえば山城

章について,少 し詮索を行なってみよう。
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山本は,経営学の方法論的反省は,新たな経営構造の

変化に対応する経営学的立場の転換,主体的考察への転

換であり, これにもとづく経営経済学から経営学,真の

経営学への新展開といえるという。そしてそれは以前か

らわれわれの見解の正当性を立証するものにほかならな

ぃ.(16)と ぃって, ここで,山本の正当性を支持 し立証す

る論者として山城 章をあげている。山城の『企業体制の

発展理論』(昭 和22年),『企業体制』(昭和25年 ),『現代の企

業』(昭和36年 )の 3冊が,山本がする関係叙述の注記中

にとりあげられている。(17)

ところが, このように山本から, 自説の主張の正当性

を立証し,支持 している論者なりと秋波を送られた山城

の方では,前述の山本の主張を真向から拒絶 し,否定す

る発言を行なっている。山城はいう。

……前進と新しい次元としての日本経営学の内容を考えた

いと努力している。これは日本とアメリカ・マネジメントの

統一とか総合などと表現できるものではない。ましてアメリ

カとドイツの総合から出てくるものではない。その具体的な

個々の日本の課題を一つ一つとりあげ,その日本的経営化を

…… (18)

山本は完全に山城から拒否されている。もっとも筆者

からいわせれば,両者は同床異夢ならぬ異床同夢と評せ

る関係において,共通の経営未来像を構築しようとして

おり, ともに≪規範学説≫として同類になる理論の展開

内容を有 している。この点は,本稿ののちの論議の対象

とする。ともかく,山本が「少数の理解者」であろうと

めぼしをつけた論者ですら, こうである。山本理解のた

めには,いかなる策を講ずればよいのだろうか。

注

(1) 『公社』はしがき2頁。

(2) 同書,同所 1頁 。

(3) 山本安次郎「公社の本質と経営原理J

ll巻第 1号昭和41年 1月 ,21頁 。

(4) F方法』 188頁。

(5) 同書 , 240頁 。

(6) この見解は,た とえば,山本安次郎

とわが国の経営学」,F国 民経済雑誌』第 :

和41年 8月 号,23頁 。

(7) 『方法』 1516頁。

(8) 『方法』 164頁 。『要論』 22頁 。

(9) 『要論』 16頁 -280頁 。

(10) 『本質』 120頁 。

(11) 『方法』 336-337頁 。

『公営評論』第

「マルキシズム

114巻第 2号昭

(12) 出□勇蔵「献辞J,京都大学『経済論叢』第 100巻第

5号山本安次郎教授記念号 昭和42年 11月 。

(13) 片岡信之の究明論稿が,山本学説へのまとまった研

究としてある。古林喜架編著『日本経営学史一人と学説』

(日 本評論社,昭和46年 〔千倉書房,昭和52年〕)所収の

片岡論稿を参照のこと。

(14) F方法』序文vi頁。

(15) 山本安次郎「経営学と哲学との関連についてJ,亜細

亜大学『経営論集』第14巻 第2号昭和54年 3月 。

(16) 『基礎』147頁 。なお,『 方法』139頁 , 156頁 も参照。

(17) 『基礎』149頁 。

(18) 日本経営研究者会議編『日本人と経営』ぎょうせい,

昭和51年, 313頁。

〔Ⅵ〕 山本学説の位置づけの問題

つぎにわれわれは,山本が 自分は馬場敬治の経営学説

→「本格的な経営学Jの流れを継承する,直系である∫1)

と学譜的に位置づけている問題一―「非連続の連続J――

に関 し,こ れを中西寅雄における理論転回の問題に対す

る山本の評論と関連させて考えてみたい。

山本は,自 分がかつて池内信行の経営経済学説と馬場

敬治の組織学説との批判的研究を試み,両者の問題点を

解明し,経済学と組織学との対立をとおして経営学を説

き,今ではこれをさらに発展させたいと考えているとい

ぅ。(2)馬場の立場はひとまずおいておき,池内につい

て,山本はつぎのような諸評言を与えている。

山本は,「西田哲学Jの「 行為的主体存在論」の立場

に関係させて, 雌 管理論』(謄 写版昭和16,1118年 ?

→有斐閣昭和29年 )の なかでは,池内信行の主張する基

本的観点である「現在綜合の論馴 昨 在論の立場」をあ

げ,山本自身の「経営学本質論Jも根本的にこの立場と

同 じであるといっていたの  しかしその後,前段のよう

な山本流の独米学説の綜合,止揚をねらうという独自の

視角を もって,『経営学の基礎理論』(昭 和42年 )の なか

で,私 〔山本〕の経営学観には古く池内信行への批判が

ありS4)池内の経営学説には承服 しえないのを遺憾とす

る(5)立場を述べ,池内との差を明確にしている。 その

理由は,山本が池内と哲学的立場を異にし,経済の理解

を異にするところから,経営学の基本理論については対

立することとなったためである,と 述べている。(6)こ

こでいう「哲学的立場」とは,山本のいうような「経営

(学 )哲学」としての≪論理性≫の問題次元にかぎられず,

さらにもっと拡張して,池内,山本の経営 隔思想」的次

元の問題,いいかえるならば社会科学としての両者の経

営学観→哲学観のような問題圏域まで,敷衛 して考えら

れてよい内容が包摂されていると考えるが,一方,山本

によると,そ うした考えにまで配慮を広げる必要性はな

いらしい。山本では,「思想」とは「論理Jそのもので
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あり,こ の「論理Jを とおして表現される「思想Jに関

しては,あ まり学問的関心がもたれず,「西田哲学」の

「経営 (学 )哲学」としての≪論理性≫利用の山本流儀に

よる接 し方から判明するように,「論理Jそ のものにお

いて骨ぬきにされた「思想」だけを問題にする一― しな

い?一―様子である。

以上のように,山本は池内に対 して,当初「存在論の

立場Jを手がかりに,自 分と同様な立場に池内があると

理解 していたが,後に自身の「経営の立場J←「西田哲

学Jに より論拠づけられたそれとの差異をみつけ,双方

の くいちがいが漸次明確化するにつれて,池内に批判的

に相対する立場をとった。問題は,隆営組織の組織理論J

という経営学の理論体系に関する構想を示 した,馬場敬

治の立場と山本の理論的立場との関係―― 山本がいう,

自分が馬場の直系に位置するという一一 である。馬場は

山本の西田哲学的な「 行為的主体存在論Jと は明らかに

一線を画しうる「哲学的立場Jを経営学上の学問展開の

場として有 している。だから,山本が馬場の学問的系譜

において直系であると主張し,そ のように自己の立場を

位置づける見方は,哲学的な立場に関してはまったく馬

場と山本では異なるが,経営学の構想する体系内容では

理論的に相通ずる対象領域が多く大きいと判断され,出

されているものと解釈 してよいだろう。「本格的な経営

学Jと いうことばで表現される何物かに山本のその理解

と主張を解 くカギがある。この「本格的な経営学」の継

承関係における馬場→山本という系譜は,山本の表現に

よれば 砂F連続の連続」といってよいものになる。(7)哲

学的立場は,馬場と山本とではまったく相容れないが,

≪論理性≫の側面に注目して内容研究の対象領域で観察

すれば,山本のような学説史上の眺望や関係づけが可能

になるのかも知れない。池内学説との対応では「哲学的

立場Jが異なるゆえ,根本的に経営学の立場を異にする

といっていた裁断と,こ ちらの馬場への対処法は,双方

において一貫しえており,矛盾がないのか。「○○哲学J

といいながら,隋学J的思考性を欠 く≪論理性≫のばっ

こが,歯止めもなく,思想性ぬきで勝手にむすびつけら

れている姿が,いかにそこにみられることか。池内に対

面 しては,哲学的立場の相違を理由に,そ の基本的立場

の訣別を宣言し,馬場にあっては,こ の問題を放榔 し,

目をおおい,論理的構築内容の共通性のみに共感し,「非

連続の連続Jと いう認識をてこに,山本は自分が馬場の

「本格的な経営学Jの直系にある,と いう。山本と馬場の

哲学的立場は相容れないそれである。山本が批判を加え

ねばならない哲学的立場を馬場はもっている。山本によ

れば,池内は存在論的で経営経済を営利性 。理論的な立

場 〔経営経済学説〕,ま た馬場は組織学説として経営組織

を組織理論的な立場 〔組織学説〕,そ して山本は主体的存

在論的で事業経営を経営性 。実践理論的な立場 〔経営学

説〕という,分類整理によって,そ れぞれの学説的位置

づけ,枠組が示される(8)の であり,自 説が斯学会におい

て経営学説上の主体的自律性を最高度に具現 していると

いう把握の下に,池内や馬場への評価が行なわれている

ことに注意 したい。

山本はまた,「本格的な経営学」路線を歩んでいると目

される日本の経営学者 として,占部都美を指摘 している。

山本は『経営学本質論』 (昭 和36年 初版)で ,占 部の制

度学的経営学に対 して批判的に応答 し,経営を広く組織

や制度としてではなく, どこまでも経営を経営実践の主

体的過程としてみるべきことを論 じたい,と いっていた

がS9)山 本『経営学の基礎理論』(昭 和42年 )のなかでは,

占部の『近代管理学の展開』(昭 和41年 )『現代の企業行

動』(昭 和42年 )を とりあげて,以前とはかわって,占部

の立場はひとつの例外として「本格的な経営学Jを 問題

にしているように思われるという解釈を加えていた。(10)

しかし,占部が「西田哲学Jに依拠 しているはずがなく,

また占部の現在の立場としての「制度学的経営学」(→組

織論的経営学)の持続性に関する解釈問題もからめて,

≪論理性≫の観点からみるに,山本と同じような「本格

的な経営学Jを展開 しえていると推量 しても,経営 (学 )

哲学がちがう経営学に関した双方の立場をそんなに簡単

に「本格的な経営学Jと 標語や符牒をかかげれば,同一

視できるのか,疑間があろう。「経営の立場Jに対 しては,

他者 とのちがいを峻別することを強説する山本において ,

なんと甘い識別方法であろうか。それとも山本と占部に

ついては「非連続の連続」視が可能とでもいうのであろ

うか。先に,山本が山城に対 して,山城理論が自己の経

営学の立場の正当性を立証するという解釈を与えたにも

かかわらず,山城の方からその点=解釈を簡単に拒否さ

れている事実もあるので,占部に上述の山本解釈を再解

釈 して欲 しいところである。占部の学説の解釈問題につ

いていえば,山本よりも馬場の学説の方にいっそうの親

1   近性が存するだろうし,平井泰太郎の学説も関係させて

考えてみたい論点になるかも知れない。

1    さて今度は中西寅雄の学説の問題にはいろう。山本は ,

1   中西寅雄が経営学上の立場について「転向」を宣言 した

1   講演内容 (「 経営学の回顧と発展J『 PR』 第 9巻 第 3号

昭和33年 3月 )を高 く評価 し,中西がかつて強く主張し

ていた「個別資本学説が誤りであったことを認め,その
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放棄を宣言」したことを,「学者的良心と勇気に対 して敬

意を表 したいと思 うJ(11)と 述べている。つまり山本は,

経営経済 (や 個別資本)を単なる経済としてではなく,

どこまでも経営経済 として「経営」の方に力点をおいて

理解せざるをえなかった

`12)中

西の経営学研究志向にお

ける変質→「転向」を,絶賛するといっていいほどに評

価するのである。この中西の経営学の研究展開の経過が ,

中西の『経営経済学』(昭 和 6年 )か ら『経営費用論』(昭

和11年 )への進捗において,す でにその前兆をかもし出

していた事実を,われわれは知っている。要は,こ うし

た中西の経営学的立場の転回も,山 本のいう「本格的な

経営学 Jの立場の方へ近接する方途を明示 したという点

で,山本は中西のその「転向Jを高 く買うのであろうし,

馬場敬治や占部都美とともにそれなりの評価を中西に付

するのであろう,と 考えられる。加えていえば,「個別資

本学説」が誤りであったなどという,山本の判断につい

て,筆者は同学の士として,好 ましいとは考えない。そ

の立場自体に立脚 しえない論者 としても,そのような裁

定を下せるか,筆者は自信がもてない。

括弧つきではあるが転向云々の問題が出たところで ,

今度は山本の経営学研究における発展,こ れにともなっ

て惹起された山本の経営学上の立場の変化を問題にして

考えよう。

かつて山本は「実践科学Jの 立場にあったものの,昭

和 15年 以降 ,「西田哲学Jと の遅逓によって独自の「本格

的な経営学Jの立場に必要な経営 (学)哲学の得道をな

し,そ れ以来,こ の道から「行為的主体存在論」に依拠

する経営理論の展開,す なわち「実践理論科学Jと いう

「主体の論理 J「経営の論理Jを推進 してきている,と い

っている。そこで,山本が,た とえば中西寅雄の「転向J

問題に関し与えているような問題の関連性が,山本の場

合にも生 じていないのかという点に,筆者は関心をもつ

のである。山本の昭和 15年を転機とした経営学上の変転

は,はたして「転向Jと 呼ぶにはふさわしくないだろう

か。少なくとも他者に対する山本の筆法を勘案,掛酌す

ると,山本の学説の進展において「転向Jと みなし,問

題にしてよい変質が,実践科学→実践理論科学の発展と

いう事態において生起 しており,そ う読みとられて しか

るべきところの対象がそこにあるといってよいだろう。

山本において自己の学説の展開に関して一番問題なの

は,他者の学説に対 しては「転向」あれこれについて多

くを語り,い ろいろ評言を加えていることにくらべ,自

説の発展や進捗にかかわる重大な変曲点の出来事につい

ては,単に自己の学説理論の連続的発展としてのみ観念

されている様子であって,ほ とんど「非連続の連続J的

な事象ととらえ,自 己の「経営の立場Jに かかわる思想

的・哲学的な進展として捕捉 しうる触覚の発揮がないこ

とである。かつて山本が「実践科学」の経営学上の分析

視点から≪規範学説≫を徹底的に批判検討を加えたとき

〔昭和15年 以前〕と,現在の立場 〔それ以後〕で「実践

理論科学Jの研究志向にあって理論も規範も技術も相互

を綜合的に包摂 し,止揚する見地に到達 しているといい,

それまでの「実践科学Jと まらたく相反する立場になっ

た時点とでは,明瞭な断層があり,理論的な「転向Jが

生起 したと他者に解釈されて不思議はないゆえ,こ の事

態に対 して,経営学の立場に関する思想的哲学的な課題

として山本なりの学問的理論的な釈明を必要としよう。

昭和 15年「西田哲学」への帰依にともなう隆 営の立場J

としての「本格的な経営学」の立場獲得をなしえたとす

る山本の経営学は,それ以前の経営学上の立場や主張と,

どう対置させ,つ きあわせて考量すればよいのか,山本

なりの説明が他者,第二者に明示的に要請されてこよう。

この問題について,山本は頬被 りをきめこむようにして

いるとしか筆者には思えない。他人の「転向J問題をあ

れこれよく云 す々るわりには,自 説における同種の課題

になぜ山本の発言がほとんど聞かれないのか,こ れは山

本学説の展開の歴史にとって暗所 となり,他者が山本学

説理解を十全なものになしえないことの一因ともなって

いないだろうか。筆者が,山本の経営学説の検討におい

て,山本の理論展開では≪論理性≫重視の「西田哲学J

の「経営 年 )哲学」性の活用 しかないという理解を示

したのは,そ うした事由によるのである。「転向Jと いう

ことばを,わ ざわざ, 日本の経営学者の諸学説の考究に

さいして導入したのは,社会科学としての経営学のもつ

「思想性」「哲学性J 問題次元で山本学説を課題にとり

あげるべき事情を示唆したいがためであった。山本は,

他者の経営学説の究明においては,そ れらの学説理論の

検討として≪論理性≫の問題をきわめて≪思想性≫な面

から哲学的に課題としながら,自 己の学説のなかではこ

れに無頓着でいられるのはなぜか。それは,社会科学と

しての経営学が学問として関連 してもたざるをえない思

想的領域における問題に無感覚でいられるからである。

注

(1) 『五十年』 174175頁。

(2) 『基礎』 8頁。

(3) 『管理』 141頁 。『本質』 28頁 ,『方法』 37-8頁

も参照のこと。

(4) 『基礎』 321頁。

(5) 同書 ,198頁 。『本質』 68頁。
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(6) 『方法』 44頁。

(7) 『五十年』 175頁 。

(8) 『本質』 249頁 ,山 本による「経営学説系統表」。

(9) 同書 ,234頁 。

(10) 『基礎』 42頁。『五十年』 166頁 における山本の占

部学説への言及 も参照のこと。

(11) 『五十年』 121頁。傍点は筆者。

〈12) 同書 , 182頁。

〔Ⅶ〕「公社企業J概念の普遍性

小樽高商時代,軍教反対運動への関与によって山本が

受けたメ学処分事件,そ のため学問の道 しか山本は人生

の航llgを とるほかなかった経緯,そ して満洲国への直接

的関係によって敗戦を機にシベ リア抑留 (強 制労働)の

体験を強いられた山本の生きざまを観察 し,学問的な次

元でもそうした体験が有形無形の影響や作用を及ぼして

いる事実となっているだろう様子をみるに,経営学上の

立場での問題として≪思想性≫の問題が山本にどのよう

に内在的に関係 しているのか,他者にはよくわかりえな

い展開しかない現状に山本学説があるということが理解

できる。T般的な論議 として,社会科学としての経営学

理論を独自に開陳しうるほどの学者にとって,社会科学

者に対する≪思想性≫問題が,そ の経営学展開の内容に

関した≪論理性≫問題と同時に有機的な関係において間

われることは,あながち無理な見方ではないはずである。

まして「西田哲学」により独特の経営学的論理展開のた

めの思想 =「経営 (学 )哲学」をつかんだとたびたび公

言する山本にとって,≪思想性≫問題が≪論理性≫問題

とはひとまず別個の問題だとしても,その両問題がどうか

かわってくるのか聞きたくなろうというものである。

筆者が,1球 める思想性とは,戦争責任の自覚や加害者

意識の問題らしい。いくら忌憚なき批評とはいえ,何を

いうのか理解に苦 しむJ,(1)と いう山本から筆者への反

論を聞いて思うことはこうである。おおよそ山本にはあ

らゆる学問がもつ,不可避の課題である
「

思想」問題の

関連について,強度の近視眼的視界しか所有 しえていな

い,と 。山本は,上述の反論を筆者にくれた「論稿Jで ,

さらに,「実り多き論争によって経営学の固有の立場が確

立され,立場の自覚が深まり,わが国経営学界の世界史

的使命が自覚され,経営学の自律性の基礎が確固となり,

新時代が開かれることを願 うのみであるJ(2)と述べてい

る。いうところの,経営学固有の立場の自覚,そ の自律

性の基礎,日 本経営学界の世界史的使命の自覚とは≪論

理性≫の問題であるとともに≪思想性≫の問題の関連を

含まないのであろうか。筆者のいう≪思想性≫の問題と

は,戦争責任の自覚や加害者意識の問題 らしく,こ のこ

とを山本は理解に苦 しむといっていたが,かつて山本は ,

自己の経営学が「全力を挙げて大東亜戦争の遂行に協力

するといふ新課題を負はされること なゝったJ(3)と して ,

満洲の建国大学にあって,自 己の経営学の「世界史的大

使命の達成を待望J(4)す るさいの,その新たな課題の付

加を高調していた。社会科学者 としての山本が,経営学

者として,その後の歴史の経過のなかで,上述の主張を

≪論理性≫の次元のみでの課題として陳述 し,発言 して

いたなどといえるのだろうか。げに幸福な歴史観 ,歴史

感覚である。

山本学説の≪思想性≫問題についていうなら,「西田哲

学」による開眼という画期的な出来事と,日 本の敗戦と

いう出来事は,≪ 思想性≫にかかわる「転向J的問題と

して,究明されるべき学説史的な課題をその学説に負わ

せることになろう。もっとも山本においては「西田哲学」

との遭遇問題は,自 説の立場に関する≪論理性≫次元だ

けの変化であり,≪思想性≫次元においてはその問題性

の感得を必要とは考えていないらしい。また,日 本の敗

戦という出来事 も,そ れまでの自己の経営学説の展開に

とって特別の意味関連を有 ししえないものであるらしい。

中西寅雄が自説の「転向Jを宣言 したことや,三戸 公が

『 自由と必然―わが経営学の探求』(昭 和54年 )に おける

自己の理論的発展に対する「告白」を述べていること,

そして
「

思想J問題ゆえに戦時体制中あるいは敗戦後 ,

その職を追われたりした同学の士の存在などを知ってい

るわれわれにとって,山本の学問的姿勢はなんと至福な

る雰囲気にみちているように映ることか。ありていにい

って,山本が筆者のいう《思想性≫の問題提起に切り返

していう,職争責任の自覚」や 励口害者意識の問題Jが ,

山本にとってはもとから論外の問題であるかのように受

けとられる事態をみて,筆者は, このように自分の学的

立場の歴史・展開に対 して厳然たる自己対決や自己検証

の作業を現実との緊張関係において不要だと断言しうる

山本経営学には,今後の発展にむける新次元の創造可能

性が,も う開けそうもないのではないかという危惧を抱

くのである。山本からいえば,不動の確固とした固有の

「本格的な経営学Jの立場の保持が自己にはあるから,

そうした危惧はおくびにも出す必要はないのかも知れな

いが。

山本の経営学説における理論主張の眼目は「公社企業」

の原理的構造の解明努力であった。この努力は山本のい

うとおり,第 2次世界大戦中の戦争経済を背景に,満洲

国において株式会社―特殊会社を研究,そ の公社企業へ
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の転化の不可避性を論 じる点にあった。(5)し かもこれは

晒 田哲学」の「経営 (学 )哲学」としての≪論理性≫の

応用により可能となった思考であった。この山本の「公

社企業」という経営概念は,現在においても山本が原理

的構造の解明を施し,基礎におく研究対象でありつづけ

ている。

山本が 「西 田哲学Jを経営理論の論理的基礎づけとし

て使うさいの具体的な課題は,満洲国経済の特殊会社の

なかで「公社企業」の原理的構造を解明することであり,

またこれへの転化の不可避性を考究 した山本の経営学の

立場とは,以下のようなものだった。山本はその特殊会

社についてこう述べている。

特殊会社が満洲国民経済の「建設経済」的性格を基盤と

し,そ の課題を自らの課題として自覚的に担当する固有の

企業制度として形成せられ発展して来たものであって,今

日では満rlll国 民経済の中枢をなし,こ れと離れ難き関係に

あるといふ事実から出発せざるを得ない。(6)

特殊会社の歴史的社会的必然性は,こ れを認めねばなら

ないが,そ れは公社企業の統一ではなく文字通り混合企業

に外ならず,そ のl■格上,根本的な欠陥を包蔵することも

亦認めざるを得ない。いは 特ゞ殊会社のかゝる性格的欠陥

が再組織問題を契機に具体化したのである。併し,だ から

といって,こ れを株式会社,営利会社への逆転によって問

題の解決を図らんとすることが如何に時代錯誤であるかは

説明を要しない。現実に於ける危機はそれによって打開さ

るべく餘りに大きい。事実,営利主義による能率増進の時

代は既に過ぎ去った。(7)

こうした山本学説の主張が,現在においても,な にゆ

えに,す んなりと当時と同じ「公社企業J概念を規範的

理想主義的な認識目標としてかかげることで,生きなが

らえるのか,奇 々怪 々と思うのは筆者だけの所感だろう

か。筆者が山本の「公社企業 Jと いう経営概念は「規範

性」という性格をきわめて強烈に有すると断ずる点も明

らかになろうというものである。「公社企業」概念に集中

される山本理論の学説主張における諸内容の展開も≪規

範学説≫的特殊性をぬぐい切れない素質をもつことにな

ろう。現代の日本は営利主義を中軸とする資本主義体制

にある。山本は,こ れに正面から対立する主張を,過去

に,そ の「公社企業」概念をすえてはっきりと現実に対

して政策 輪 )的に提言 したゆえ,こ れを今日的にどう

清算するか,ま た今からでもよいから,「公社概念Jを も

ってどう対峙するのかが,山本の経営理論上の論理的か

つ思想的な課題になりうるはずである。こうした自説の

核点を形成する中心概念を,現実問題との対決において

見直しもせず,時代が変ってもそれとはおかまいなしに,

「公社企業Jの政策 G合 )的な認識目標は,正当,妥当なり

などと主張する姿勢は,社会科学者が経営学研究に立ち

むかうあり方として,基本 的な疑間を生もう。

山本は自説の主張→「公社企業」概念が政策論的な目

標として秀でている点を誇示 しようと,かつて満洲国経

済との関連でこういっていた。

従来.社会科学,文化科学,精神科学と呼ばれる学問は

殆んど全く実験から無縁なるかの如く考へられて来た。し

かし立場を転検して見れば,無縁どころか実験そのものに

外ならないことを理解し得ると思はれる。実に満vlll国 に於

てはその感が深い。C)

やはり社会科学 としての経営学の一員である,山本の,

経営学の立場から理論的に誘出され,定立されたとして

いた「公社企業 Jの実験の結末はどうなったのか。この

経緯を山本はいかに考えているのか。この結末とはなん

のかかわりも顧慮することもなく,現在も変わりなく主

張している「公社企業Jと いう経営概念は,現代の経済

社会においても政策 (論)的な認識目標として十三分に

正当であり,適合的でありうると山本がいう立場に対 し

ては,ま ず≪論理性≫的な次元の問題として,そ れに疑

義を提起するほかないだろうし,さ らにすすめて≪思想

性≫の次元でも見逃 しえない,山本の理論一貫性に関す

る問題を併存させることになるだろう。

ひとつのある時代にも,ま た他のある時代にも,時代

状況のまったく異なる経済背景をもつ,い ずれの状況に

おいても,山本の 「公社企業Jと いう経営概念は有効な

理論的役割=政策 (論 )的な認識目標としての価値をも

ち,妥当するというからには,それはよほど,理想的で

普遍性をもつ歴史通貫的 。体制無関連的な概念かと思い

きや,同時にそれは,特殊な戦争経済,満洲国経済の状

況背景でもまたそれはよく妥当するものと,いわれてい

たのである。さらには,そ れはまた,今 日的にも適合的

な経営概念であるとされている。いったい,われわれは

山本の経営概念を理想主義的な現実ばなれの≪規範学

説≫から導出されたものそれ以外の何物であると解釈す

ればよいのか。

山本は,自 分が主張する経営学説の経営概念が,過去

において満洲経済の担い手である特殊会社のなかで,理

論的に「公社企業」として政策的目標の方途で認識 しう

るとしたし,さ らにそのことは「世界史的度命」として

主張されていた。とすれば,現在も山本がその自覚を強
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調 している日本の経営学界の「世界史的使命Jは ,そ の

ときには,植民地経済においてイデオロギー旗標の役割

を果 していたことになるといえよう。山本においては ,

「公社企業Jにせよ,「世界史的使命Jにせよ,そ れらはき

わめて弾力性と柔軟性に富む概念であることが判明する。

それだけにまた,そ うした概念の順応性や適合性 も,創

造的に野放図に展開しうる可能性があるのだろうか。

注

(1) 山本安次郎「経営学と哲学との関連についてJ,亜

細亜大学『経営論集』第 14巻 第 2号 昭和54年 3月 , 181
｀  頁。

(2) 同稿 ,183頁 。

(3) 明治百年史叢書 満洲帝国政府編『満洲建国十年史』

原書房 ,昭 和4年 ,〔 山本安次郎稿 第 3部 第 8章「企

業」〕 591頁 。

(4) 同書 ,同 稿 ,594頁 。

(5) 『方法』 158頁 ,注 48。

(6) 山本安次郎「満洲に於ける特殊会社の再組織問題 J

『東亜経済論集』第 1巻 第 3号昭和 16年 9月 ,110頁 。

(7) 同稿 , 122123頁 。

(8) 同稿 , 124頁 。

〔Ⅷ〕「公社企業J概念の綜合性

「公社企業Jと いう経営概念の範疇に関して考えるに,

山本学説は山本みずからがいうような1鷲在論的な究り馴

をなしえたというだけの実証を入手 したのか,あ るいは

逆にその理論の正 しさが「存在的Jに証明されえたのか。

満洲国時代の課題一一 自説とのかかわり方一一 は棚上げ

にしたまま,今度は現代にあってもその「存在論的な究

明Jの必要性高唱を継続 しており,ま ことにそれが融通

のきく見地であり,ま た「行為的主体存在論」という経

営学の立場に対する基礎づけも今日なお一段と有効であ

るとするからには,こ の山本理論の主張に疑いをはさま

ない方が,お かしいといわざるをえまい。

松井辰之助は,昭和 12年 の時点でこういうことをいっ

ていた。

いづれにしても科学は先づ現実の存在的説明に耐へねば

思想的にいかに潤澤であろうとも学説としてはそれだけ弱

いといはなければならない。(1)

山本学説の場合は,こ の松井の叙述中で 局思想的Jと

いうくだりを「理論的Jな いし「論理的J,日本系的Jと

読みかえておくとして,満洲国における経営体の,敗戦

による杜絶と終焉は,山本の「公社企業Jと いう規範的

理想的な政策 輪 )上の認識目標にとって,いかなる意

味と関係をもっていた,あ るいはもっているのか。高田

源清はその著『営団と統制会』(昭 和17年 )の なかで,「hi

言すれば満洲国自体の盛衰が,満洲国ではその国策会社

の運営の良否にかかっているとも言ひ得るJ(2)と 述べて

いた。満洲国の経営体が,経営自体の要因によってでは

なく,も っぱら経済外の要因により設立され,発展 し,

ついには断絶 した事実は,こ の高日のことばを表裏一体

の意味において,経営とそれ以外の諸事情関係をかかわ

らせて理解すべきものと考えてよいだろう。『 日本学の根

本問題』(昭 和12年 )と いう書物を公にしたぁる論者は,

満洲問題は単なる外交上,軍事上,財政上の問題にとど

まらず して,日 本学上において, 日本精神史上における

発展の一契機として,必ずや事のここに出なければなら

ない必然の過程に立っている,(3)と 述べていた。山本も

経営学上の立場から,同種同類の発言をしていた。山本

学説を≪思想性≫次元から問題にすべき理由が,こ こに

厳然と現われている。

参考までに,大同 2年 〔昭和 8年〕 3月 1日 ,すなわ

ち満洲建国 1周年記念に中外に間明された「満洲国経済

建設綱要」に,つぎのように明示されていたことをみて

おこう。

無統制なる資本主義経済の弊害に鑑み,之に所要の国家

統制を加へ,資本の効果を活用し,以 って国民経済全体の

健全且つ溌刺たる発展を図らんとす。斯くして国民の経済

生活を豊富牢固ならしめ,其の国民生活を向上し国力を充

実し,併せて世界経済の発展に貢献し,文化の向上を図り,

以って建国の大理想たる模範国を実現するは経済建設究極

の目標なり。(4)、

山本の学説理論がこうした綱要にそのままそっくり対

応する経営学上の主張を している点は,も はやあまりに

も明白な事実であった。

もし山本の学説理論の主張からすれば,満洲国時代は

もちろんのこと,現今の地点においても,「公社企業J概

念の経営学的意義は,そ の規範的性格はさておき,関連

する諸相の問題領域との相関をもって究明しなければな

らないところの論点になるといえよう。満洲国建国大学

時代の山本の経営学説の主唱から満洲経済総体に関する

論及内容をとって除 くと,山本理論の理論主張は,喘理

の骨格は形式的に整然としているが,肉 もなければ血も

通 っていないJ6)も のに化す感があった。だから問題は

そこに肉をつけ血を通わせていた,山 本学説のく聴 性≫

の問題→政策 (論 )的な認識目標の提示としての「公社

企業 J経営概念の提示,公表を,当 時の主流的思潮と相

まって相互不可離的に登場させていた事実として解明す
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べきなのである。この問題意識か らすれば,山本がいう

ような「理解」に苦 しむという問題対象である 職 争責

任の自覚」や「加害者意識の問題 Jも 関連 させて ,当 然

配慮すべきことが らとなりうるのは当然であろう。山本

においては戦争体験を とお しての,<無 自覚 >的な「被

害者意識 Jの みが,自 己の経営学説の回顧に関連 させ ら

れて ,自 然 と出て くるな らば,そ の反面の問題をつき合

わせてみる見方は十分価値があることになるし,そ の局

面の問題を考慮すべきことは必然的な要請 となる見方に

もなろう。これは,こ との究明にさい しての,つ りあい

の問題 ,均衡の問題でもある。

日本人の戦争体験 については, 日本人自身の発言 とし

て,昭和54年 8月 某 日の新聞投書欄に現われた 2つの見

方(6)を 並列させ,そのバ ランスの問題を考えておこう。

ちなみに前者の投書はシベ リア強制抑留に関するもので

ある。

なかでも満洲,カ ラフト,千 島からシベリアヘ強制抑留

された日本人は,厚生省援護局によると,57万 5千人とい

われる。すべての財産を失い,身 につけていた私物まで没

収されて,そ れはむなしく,つ らい生活だった。

来る日も,来る日も森林伐採 ,鉄道や道路建設工事,コ

′レホーズ作業などに狩り出された。食事は/X・ ンと薄いスー

プだけ。酷暑と粗食と重労働に耐えられず,多 くの友が
,

凍傷や栄養失調などで死んだ。自決への誘惑と生きようと

する心のかっとう,ま さに生と死の谷間をさまよう極限の

毎日だった。

山本の場合 もこの例である。問題はなぜ こうした体験

をすることにな ったのか,自 己の存在そのものの歴史的

関連が本質的に問われていない点である。 これに対 し同

じ投書欄の別の発言にはこうあった。

なるほどひどい目にあったことは事実にちがいない。日

本人の死者 3百万人という。しかし中国では,軍人の数だ

けで,そ の半分,それ以外に何倍もの人民の死者 ,さ らに

東南アジア各国のこの戦争のための直接,間接の死者を考

えると,日 本は他人の土地に行って,し かも何倍もの被害

を相手に与えている。どの点からいっても,完全な加害者

である。

だが,最近は自分らの被害を訴えるものばかりが目立つ

日本人はいま一度,第 2次大戦を世界的視野からながめ

なおす必要がある。

最後にいわれている「世界的視野Jと の発言は,山本

のいう「世界史的使命Jと は合意を大きく異ならせなが

らも,重層的関係をもつことも確かな点といえよう。

山本は,会社 (株 式会社)企業から公社企業へという

現代の経営政策の目標は,資本主義を「新 しい社会化資

1   本主義Jと して再生することにおかれるという。(7)ま た

山本私見によれば,自 分の研究における概念的枠組は弾

力性をもち,社会主義経営にもある程度,通用するとい

い,社会主義経済 こそ経営学の沃野であり,その将来性

を期待せじめるものというべきであるという。(8)山本は,

かつての満洲国経済において「公社企業Jの到来を戦争

経済体制という状況のなかにおいて力説 し,つ づけて現

在では資本主義経済体制のなかにその「公社企業」の実

現を期 し,さ らには,社会主義経済体制はこの経営概念

をはらむ沃野であるともいうのである。それは,な んと

波潤に富み,適用性を幅広くもつ概念であろうか。これ

が単に抽象面の,経営学説上の理論的な主張だけにとど

まるならよい。だが「公社企業」概念は満洲1経済におい

てその妥当性の実証を具体的にみないで終ったものであ

るだけでなく,む しろその反証を経済外要因から与えら

れてもいた。時代状況のあり方,変化とは関係などない

かのごとくに,あ そこでも妥当する,こ こでも正当であ

る,ま たかの地でも大きく将来性を期待できると,と り

とめもなく広がる山本の「公社企業J経営概念は,実際

のきびしい立証を必要としながら,過去に確実に示され

たその立証作業のく反成果 >を無視 して,現代の資本主

義のみならず,社会主義においても,そ の必然性を強説

する態度は,き わめて反理性的,反学問的な思考方式で

あろう。

学問の目標が公共的知識に関する合意だとすれば,学

者は相互に仲間の実績を批判的に眺めな くてはな らな

ぃ,(9)と ぃゎれているのに,満洲1経済との対応でその理

論の実証性を確認 しようとしたが,満洲国の建国事情の

裏返 しという経緯においてその立証を達成 しえなかった,

山本の「行為的主体存在論Jに もとづく主唱点 :「公社

企業」の論理にかかわってくるはずの思想性問題を,間

われる必要性がないなどと喝破 しうる人士は,ま ことに

畏敬 したく, うらやましく思いつつも,その学的主張の

存在意義を疑う。

山本の規範論的な理想主義概念としての「公社企業J

という経営概念は,1葡 田哲学Jと いう哲学の論理である

附 為的主体存在論Jの「主体の論理 JI確営の論理Jに

よりながら構想 しえたものであるからには,哲学論のつ

ねとしてその哲学性 ,思想性の関連問題を論理性の脈絡

にかかわらしめて考慮すべき必要があることになり,そ
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うすれば,1葡 田哲学Jの 山本理論への関連を思考の対象

にしてその学説を吟味する手順が,け っして無意味では

ないことがわかろうというものである。

注

(1) 松井辰之助『経営経済学原論 (第 1分冊)』 大同書

院 ,昭和 12年 , 177頁 。

(2) 高田源清『 営団と統告1会』東洋書館 ,昭和 17年 。

131頁。

(3) 小野正康『 日本学の根本問題』 目黒書店 ,昭和 12年
,

230頁。

(4) 高田源清『企業の国家性』東洋書館 , 昭和 18年
,

215頁 より再引用。

(5) 高田友二郎『 人生哲学と経済哲学』 日本総合出版機

構 ,昭 和47年 , 80頁。

(6) ≪朝日新聞≫ 昭和54年 8月 8日 ,朝 刊,5面。

(7) 『 方法』 147148頁 。

(8) 同書 , 341頁 。

(9) 新堀通也『 日本の学界』 日本経済新聞社 ,昭和53年
,

113頁 。

〔Ⅸ〕「西田哲学」の絶対性

山本は,筆者が山本の経営学説がいう「本格的な経営

学」説 ,日 本経営学界の「世界史的使命」について疑い

を示し,最後には否定的評価を下していると解釈 し,筆

者の山本学説に対する論調の変化を「主観主義的傾向」

の表現をもって批難 していた。(1)筆者は山本学説につい

て肯定的と否定的の両側面から総合的に学説的研究を加

え,時間的には前者から後者へと重点を移動させ,学的

評価を加えてはいるが,山本のいうようにただ否定的評

価を下そうとしているのではない。(2)山本は自説の主張

や立場に疑いをもたれたこと自体に,相 当の反擁を示 し

ているようすである。そもそも学者同士が相互に批判的

な学問交流をするとき,「否定的評価」や「疑い」を示す

事態そのものは特別に排斥しえないことであり,山本の

ように,自 己の学説の立場や,い うところの日本の経営

学界の「世界史的使命」に疑いが提示されたからといっ

て,そ れほどまでに憤激ぶりを呈するのはなぜなのか,

筆者は理解できないでいる。

山本は「経営 (学 )哲学」として「西 田哲学」の卓抜

性を認めている。しかし,こ の認識方法には,そ の哲学

によって自己の立場を絶対的に,清 し,高 じと定める非

学問的・独善的傾向0価値判断がのぞける。おおよそ ,

価値判断をなす者は,特定の法的な当為的目標 (Sollells‐

ziel)を是認するときは,因果必然的にこれと結合して

いる手段ばかりでなく,論理必然的にこれと結合 してい

る,よ リー般的な価値判断をも拒否 しえないことを意識

にのぼらせるべきであるといったのはS3)G.Rttbruchで

ある。Radbrtlchの 話は法的な対象に関するそれである

が,山本学説の場合は経営 (学)上のそれであり,「公社

企業Jと いう経営概念を考慮するとき,こ の規範的な経

営未来像を析出しえたはずの,かの満洲国に関係させて ,

よリー般的な価値判断を話題としてもち出すことが,い

ちがいに拒否 しえないことを,山本は意識しているであ

ろうか。

W.Somba■ はこういっている。われわれが,い かに経

済されるべきか一― あるいはされえるか―二 に関する決

定は,究極のところ,つねになにかの経済外的決定によ

って規定されていることをはっきりさせよう,と いうふ

うに。(4)山本が創案した経営概念である「公社概念」は,

かつての満洲国における「経済外的決定Jの問題と基本

的 。有機的に深 くかかわりながら,形成されたものでは

ないのかっn西 田哲学」的なその経営概念の基礎づけも,

そうした時代状況との関係においてなしえたものではな

いのか。さらに「西田哲学Jの論理の具有する思想の時

代的特真も,山本の「経営の立場」を思考するために生

かされていたそれとして,現在的に今日の視野から再考

される余地はないのか。ごく一般論的な哲学である「西

田哲学Jの論理的支えを糧に,社会科学における特殊的

な経営学上の立場としての「経営の立場Jを倉」造 しえ,

ここに「公社概念」が理想的な未来像として掲げられる

とする,山本学説の眼目は,満洲国および「西日哲学J

との連係において論理面だけでなく思想の面でも,批判

的分析の対象とされるべき問題をさし出している。

Sombartの ことばを,さ らに引用 してみよう。

本体論的論証の信奉者が全部,そ の論証を自明の知識の

上に依らせる事を信じているのは明白である。何故ならば
,

彼等は吾々を説得して,「善」「理想」は対象そのものから

「必然性」をもって認め得られる事,そ れと共に,「 当為

とされたもの」は一義的に規定され得る事を信じさせよう

としているからである。(51

山本においては,経営学的にみて「善 J「理想」なる対

象は「必然性」をもって認めうると措定する経営概念→

「公社企業」であり,こ の「当為されたもの」は「西 田哲

学J一一 の論理―一 により犠 的に規定される「経営の

立場」として信 じられているものなのである。

だが,Sombartに もう一度聞 くとしよう。

事物の本質からの価値規定に於ては総て,吾々を選択の

必要の前におく所の,形態の各種の可能性が存在するとい

う事実が依然として存続する。しかしながらこれと共に自
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明の理は閉め出されている。何故ならば,こ れは唯一つの

可能性を許すのみだから。(6)

山本はいう。

われわれは前に ドラッカーの「新 しい哲学」の意義を指摘

したが,経営学の哲学としては西田哲学に優るものはないよ

うに考える。(7)

私はこれを最も優れた経営哲学と解 し,そ の上に経営学を

確立したいと, ささゃかながら努力 している。(8)

山本が ,「西田哲学」は経営 (学 )哲学 として , もっと

も優れた立場にあると解するというとき,筆者はこれは

相対的にか,そ れとも絶対的に主張 されているものか ,

という点を考える:筆者の解釈は後者である。山本にと

って経営哲学の可能性は,た だひとつ IⅧ 田哲学Jに 自

明的・必然的に許されているだけであ り,そ の他の選択

の可能性は存在 しえない。

Sombartの 言を再度聞こう。

価値およびこれと共に価値に関する判断も経験知識及び

自FJl知 識の領域の外に在る,む しろ哲学的 (あ るいは宗教

的)認識の範囲に属する,と いう理解 ,少なくともこの理

解だけは経済学に於ける「価値判断Jに 関して, ……今後

等閑視されてはならないだろう。

……問題となるのは科学ではなく,宗教とまでは行かな

くても,形而上学 (著者固有のもの,あ るいは借りるもの)

である。(9)

山本が「西田哲学」における開眼や得道,そ して満洲

国の経験をとおしていう発言は

'き

わめて一般的で,哲

学的な思想面の問題性にまで広 く及ぶ内容でありながら,

こうした問題性に関して筆者から問われる段になると,

逆に「問題の限定 Jの反論の下に,そ うした関連を しめ

出すのは,晒 田哲学」や「公社企業Jと いう,山本が十

分自明の理としうる諸概念に関した主張が,そ の実まっ

たく性格を別にする,形面上学的本性を問題として有 し

ているからではないだろうか。H.Keinhorstが いってい

るように,科学理論的問題 (Wissenschaftstheoraische

Fragen)は ,個別科学の観点からのみ答えることはでき

ないのであろう。(10)そ れならばそれで,哲学論的次元の

論議と解釈される主張や満洲国での体験にもとづく発言

を,広 く一般論的に開陳するのはやめればよいのである。

晒 田哲学」の睦 営 (学)哲学」としての≪論理性≫を

さかんに説 く山本をみて,他者がその論理性にかかわる

≪思想性≫の問題を,山 本の提言内容の広がりに即 して

追究 しようとする意図は,あ ながち否定 しえない関心事

であるはずと考える。山本がそれを不要というか否かに

は関係なく,山本の経営学説の「経営≪思想≫」的究明

を試みようとするならば,そ れへの関心事はいちがいに

拒絶 しえない問題意識 となりえよう。

山本学説の「西田哲学」に依拠 していう,その絶対的

な立場の優越性に関する認識については,こ ういう叙述

を借りて反論 しておこう。

<現実の全体>と のかかわりのなかにおいてのみ,初 め

て自己が自己であり得ると認識する精神とは,時間的にも

空間的にも無限に底の深いこの現実の全体に対して,自 己

の存在というものが,徹頭徹尾相対的なものでしかあり得

ないと認識する精神のことであり……。

言いかえれば,現実とのかかわりにおいて,常に自己を

懐疑し,自 己を否定して行くことを,みずからに課するこ

とのできる精神である,と 言ってよい……。(11)

そうではないゆえに,山本では日本経営学界に課せら

れているという「世界史的使命Jを果たすため,「西田哲

学Jの 論理にのっとり独米学説の綜合,止揚が企てられ ,

「主体の論理」としての「経営の論理Jの推進がはかられ

ている。この思考方式は,Sombaltがいうように,当為

とされた経済すべての体系が,社会的理想,すなわち当

為とされた目的の,世界観的に一一 超越的に一― 基礎づ

けられた体系に走っていく,(12)と ぃぅ型に一致する。山

本の主張内容に入って具体的に比較するなら,「当為とさ

れた経済すべての体系」とは「西田哲学」的な綜合,止

揚の「主体の論理」「経営の論理」に相当し,「 社会的理

想J=「世界観 Jと は「公社企業 J「世界史的使命Jに照

応することになる。

山本が根底において完全に失念 している事実はこうい

う点である。いわゆる自然科学的,ま たは社会科学的な

知的体系はすべて永遠の真理,絶対的価値体系を主張し

えない。(13)っ まりもろもろの臆 図された絶対価値体系」

はやはり歴史的なそれぞれの時代に支配的な相対的価値

的真理にすぎないのではないか。つまり,われわれはそ

れぞれの歴史的時点におけるそのときどきの理想像,未

来社会を設定 し, したがって,そのときどきの社会構造

の矛盾の解決に専念 しようとしているのではないか。そ

れは人間がつねに歴史的存在被制約性をもつものである

からである。(14狭言すれば,われわれは超歴史的な絶対

的人間としてこの世界に存在 し,絶対的真理に生き,絶

対的価値体系を追求しうるものではけっしてな く,逆に

歴史的に制約され,そ の範囲においてのみ相対的真理 ,
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相対的価値体系を追求 しうるのである。そして肝要なの

は,相対的なものを絶対的なものと仮構 して,その実現

に努力することである。(15)山本においては,相対から絶

対への仮構化がはたして理性的に意識されているのか ,

疑間がある。加えて,過去においては自己の設定 した価

値体系を実際に実験的な場=満洲国で,そ の評価を,あ

る程度それなりに点検,確認されてもいる。こうした貴

重な経験には目を くれず,ま た自説の再検討,再検証も

はたさぬままに,「公社企業」の経営政策 輪 )的な追求

を時代がかわっても,た だ絶対的に,いつまでもいいつ

づけるのみである。その「世界史的使命Jも しかりであ

る。山本では,相対的な価値観が,ただそのまま,歴史

的ろ過をへずに,ま た仮構化の手順もふまずに,絶対化

され,無意識のうちに単純に恣意をもってそう仮定され

るだけで,も う一度,相対化されたり,仮構手続をほど

いたりして■たえず循環的にその基底部分を見直す意向

はみじんもなく,陥対的」な学説的地位を歴史的に有せ

ざるをえない自説を専断的に絶対化するのみで,その仮

構化という理論上の工夫がないがしろにされ,化石化さ

れている。

注

(1) 山本安次郎「経営学 と哲学 との関連についてJ,亜
細亜大学『経営論集』第 14巻第 2号 昭和54年 3月 ,160頁。

(2) この点については,つ ぎの論稿を参照のこと。拙稿

「経営学と『行為的主体存在論』 ―― 山本安次郎教授の

『反論 』を考える一 J,札幌商科大学『論集』 第 25号

〈商経編)昭 和M年 9月 。

(3) G Radbruch,田 中耕太郎訳『法哲学』 /」 山ヽ書店 ,

昭和26年 ,14頁 。

(4) W Sonabart, 小島昌太郎監修訳『三つの経済学』

雄風館書房,昭和 8年 ,86頁。
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(6) 同書 , 91頁。

(7) 『基礎』 33頁。傍点は筆者。

(8) 同書 ,326頁。傍点は筆者。

(9) Sombart,前 掲書 ,106頁 。本文中の傍点は削除 し

ている。

(10) H Keinhorst, 鈴木英壽訳『経営経済学と価値判

断』成文堂 ,昭和 54年 ,緒言 2頁 。

(11) 金原左 F5。 他 8名 著『近代化と人間の諸問題』中央

大学出版部,昭和 49年 ,263頁。

(12) Sombart, 前掲書 , 88頁。

(13) 霜田美樹雄『 マルクス主義と宗教』第二文明社 ,昭

和 51年 ,95頁。

(14) 同書 ,98-99頁 。

(15) 同書,ま えがきiv頁。

〔X〕 日本的思想形態としての山本学説

山本にとり,筆者が「西田哲学Jの経営哲学としての

利用に関係 して指摘 した≪思想性≫の論点対象に投げか

ける問題は,ま ったく理解の領域からはずれるものらし

い。山本は,経営学の自律性を求める問題から論理性 Q
体的存在の論理)を重視するのは当然であり,思想性と

論理性は切り離 しがたいことも当然である。そして経営

学の自律性の問題や経営学そのものに思想性を直接に求

めるのは無理としても,こ のこと自体が思想性といえば

思想性を示すといえないことはないという。(1)≪ 思想レ

にかかわる問題は,経営学の≪論理性≫と分離 しえず ,

≪論理性≫そのものが直接的ではないが≪思想性≫にな

りうるというとき,山本において経営学の思想性の問題

とはどういう資質のものであるのか,あ えて再び問おう。

山本が「西田哲学Jの ≪論理性≫を利用するという,そ

の西田幾多郎の「哲学」への学問的な対処法は, もっぱ

ら山本が強調するような《論理性≫だけ1で の関与でこと

足りるのであろうか。

山本は,学生時代より日本経営学会・界の歴史の息吹

に接 して生きてきたという人生体験を,現在までもちつ

づけている経営学者である。そのなかで「西田哲学Jヘ

の帰依により学問上の重大な発展→旋回をなしえたとす

る山本学説にとり,そ の哲学の思想的意義の関連は無縁

ではありえないはずであろう。その≪思想性≫の問題に

は関知せずに,経営 (学 )哲学としてのその≪論理性≫

の部分のみを分離 してとりこみうるという発想 ,あ るい

は経営 (学)哲学としてのその≪論理性≫に問接的には

≪思想性≫を見出しうる,と いう考え方は,経営学者と

して
「

思想」的問題に関するうかつな対面法になろう。

山本は,こ の考え方自体が思想性といえば思想性を示す

ことになりうるというが,そ こにはそれ以上の課題が直

接的にかかわっているはずである。山本自身,か って満

洲国において,そ の地の経営問題に対 してイデオロギッ

シュに,ま た思想的,政治的に発言 していたからには,

その≪思想性≫次元の問題対象をそのおかれた時代との

対応において,ま た加えては今 日の時点において,問 い

なおされるという理論的検討が,ぜひ必要とされていよ

う。この問題は,ひ いては現在においての山本理論の真

価を将来にむけて間う地平の展望につながってくる。

文字どおり必死に西田哲学に見出した「世界の立場」

が,日 本の敗戦を機にして,侵略戦争の事実に裏切られ

た哲学体験が,山本にはなんら関係をもちえないのか。

戦中世代としての山本にとって哲学的なる戦争体験は,

それ自身,哲学の根本的なあり方にかかっていたはずで
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あろう。(2)1葡 田哲学 Jの ≪思想性≫問題は山本には直

接的に関係なしなどといえるのか。

西田哲学の基本的な特色は≪立場の先取≫ということ,

あるいはもう少し正確には,全体的立場の直観的宣言と

いうべきであろう。(3)山 本学説の西田哲学による「開眼」

云々の言は,ま さにその全体的立場の直観的宣言以外の

なにものでもない。もちろん,思想や観念が,正 しくか

つ創造的であるならば,それが未来を観念的に先取りし

ているのは,い うまでもないが, しかしそれが, どうし

て成立 したのかを,読者公衆の前に十分な論証過程を経

て提出するということは,別の問題である。(4)こ の点に

おいて山本も同じである。山本学説を味読する者,おそ

らくすべての者が感じることは,未来観念と先取 りの直

観的宣言と披露→「西田哲学 Jに よる「経営の立場Jの

主張はあるものの,そ の論証過程がこちら側の読者には

説得力を生むに十分な内実として伝達されてこない点で

ある。

西田哲学が,論証過程をぬきにして,つ ねに自己の立

場を くりかえし宣言 しているのは,ま さに日本の思想の

典型的な事例なのである。また,西 田の著作をひもとく

なら,そ の種の立場の宣言にあふれていることにただち

に気がつくという点は,(5)ゎ れわれが経営学の文献とし

て接する山本の書物にも多く発見 しうる事実である。西

田哲学は,思考が再生産すべき対象の運動を,た だちに ,

事物の成立過程の最終にある思考過程の立場におきかえ,

拡大化された思考の立場を形而上化し,そ こから逆に幼

稚な対象把握をして しまうということは,(6)山 本の学説

の≪規範学説≫として打ち出す「規範的経営未来像Jと

しての「公社企業」概念にびったりあてはまる。

京都学派の哲学が全体として,大正期文化主義から昭

和期の政治主義に転向した(7)と ぃゎれているが,山 本の

険 践科学Jか ら「実践理論科学」へという変転は,そ う

した哲学一派の転回に経営学的立場として照応するもの

といえよう。敗戦後の山本の立場は,かつてみずからが

高唱 していた政治主義←「国家の立場」の関連を黙殺 し,

人知れずに変化 しながら,今度は「経営の立場Jに立脚

して経営学研究を展開するものであるといっている。し

かも,過去の「国家の立場Jも 現在の「経営の立場」も

「 行為的主体存在論 J。「行為的,主体的Jな 立場としてい

われる点では,共通の根をもつものであった。大平洋戦

争←15年戦争を「正義の戦争Jと して,こ れを「世界史

的必然性」として合理化する第 1歩は,そ れの帝国主義

戦争としての性格を否認することであるという認識があ

るが,(8)山本もこうしたく合理化>に 経営学者として積

極的に関与 し,没入 していなかったか。山本にとって ,

あずかり知 らぬ出来事か,それは。ここでは山本経営学

説の≪思想性≫の関連が直接に問題になる。

山本のいう, 日本経営学界の「世界史的使命」とは,

戦時体制下において「国家の立場Jと かかわらせて,一

現在の立場でもある一―「行為的J「主体的Jな「経営の立

場Jと して強調され,主張されていたスローガンである。

この「世界史的使命Jと は,山本が現在の時点で経営学

的な論理構造に即してそれなりに反省し再点検すべき主

張ではないのか。山本は,「本格的な経営学J理解におい

て,伝統的な哲学をこえる哲学が問題となり,こ れを可

能ならしめるものが,「作 田哲学Jで あり,「西田哲学Jで

あったし,と くに経営哲学としての「西田哲学Jで あっ

た, と述べている。(9)「西田哲学Jの問題はさておいて

も,「作田哲学Jの「国家論Jか ら押 し出されている経営

観を,現在の経営学においてどう再解釈 し,再 出発させ

ればよいか,な どという問題意識は,山本にはない。だ

いいち,山本の経営概念として与えられた「公社企業J

は昭和14年 ころにその作田荘―により発案されたもので

あり, これを山本が経営学的に受取 り,「 西田哲学Jの

≪論理性≫を借用 して基礎づけ,展開 したものが,山本

学説の体系方法を基本的に支える脊柱なのである。哲学

ということばを云々する論者が,そ の深い根底にある基

本問題に思想的に無関心でいられるのは,ま さしく「西

田哲学Jの もつ≪思想性≫の≪論理性≫次元における

「思想J的問題に関 した分析視角を欠落 させているため

である。いうところの「世界史的使命Jな どは, 日日本

帝国主義時代の思潮の残滓をきれいさっばりとぬぐい切

れているそれか,疑間が生 じてきて当然である。山本の

敗戦時までの「 自己の立場 Jが ,そ うした時代背景とま

ったくかかわりをもたず,あ えて発言もせず沈黙を守り,

孤高を保 っていた,な どというのなら話は別であるが。

山本の学説理論の主張における最大の問題点は,≪思

想性≫の問題も関係なしとしえないとしながらも,晒 田

哲学 Jの ≪思想性≫問題に無意識的に全面的に関係せざ

るをえなかったという歴然たる証拠 =歴史的事実にある。

筆者との学的論争を行なったさい,山本は田辺 元 にな

らってもじり,日数悔の経営学Jな ら気に入るかと筆者に

切り返 していた。山本『公社企業と現代経営学』(康 徳 8

年 〔昭和16年 〕)に おける山本の論及は,大東亜「聖戦

論」を書いていた。山本は,論稿「公社問題と経営学」

(昭 和16年 11月 )(10)で こう述べている。

公社問題は正に東亜の危機の自覚に根llT‐ を有する。吾々

はこれを媒介に経営学の立場の転換を試みねばならない子11)
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主体は常に個の性格をもつと同時に種の性格をもち,種

の性格 と同時に類 の性格をもたねばな らない。主体は個人 ,

家族 ,民族 ,国家の性格をもつと同時に世界史の性格をも

ち……。かくて「行為の立場Jは根本に於て真に「全の立

場」であり,い は 全ゞ人的立場である。 しか もか ゝる全人

的な主体は具体的根源的にはこれを国家に於て見出す外は

ない。国家は基体即主体として正に根源的主体に外な らな

い。国家は他の主体をも客体た らしめる如き根源的主体 で

ある。それ故 ,「 行為の立場Jは 国家的「行為の立場J,

国家的「主体の立場」でなければな らない。個人的主体 が

一応独立だとしても同時に国家主体性の自覚に立つのでな

ければ真に具体的な主体 とはいへない。公社経営論はか ゝ

る意味にて「行為の立場」に立つのである。そ してそれは

既に公社の現代的性格の予想 してゐたところであるといえ

る。(12)

「作田哲学J「田辺哲学」「西 田哲学Jの 三種混清体諭委

が,上述中には顕現 している:山本は,東亜の危機の自

覚に根源を有 し,世界史の性格をもつ,国家的「行為の

立場J「主体の立場」が,公社の現代的性格を特質づけ,

規定づけるという。この発言は,今 〔昭和54年 〕から,

約40年近 く前のものである。「公社企業Jを今日でも,現

代的性格を有する範型として山本が自説の認識目標に設

定する点は,い うまでもない。しかし過去の「 行為の立

場」は硯在の「経営の立場」として名辞的には「行為的

主体存在論Jと なって,用語としてより鮮明となった。

かつての国家的「行為の立場Jと ,今 日の「行為的主体

存在論Jの間に思想的文脈として論理的な組齢はないの

か。山本は,経営政策学が国家を主体とする経営政策を

問題とするものとして成立するという見通 しをいってい

る (『 経営学本質論』昭和36年 )(131か ら,そ ういう問題

はどうでもよいのかも知れない。だとするならば,よ け

い山本学説においては≪思想性≫問題に関して思考停止

の硬化現象が見られるというほかないだろう。学者 とし

て戦争経済へのぬきさしならぬ関与を堂々としながら,

敗戦を機に情勢が「平和経済」に移行するなり,過去の

主唱における重要な有機的契機問題をすりぬかして,今

度はこちらの経済状況において再度,自 己の立場の優秀

性を誇るかのように,それなりに「国家J主体性を経営

政策の場にすえることが可能などというにいたっては,

社会科学者としての山本の精神頭脳の無節操性をなげく

のみである。山本では戦争経済と平和経済に,経済的な

質的差異は見出しえないのであろうか。

山本の,自 己が意識的と無意識的とを問わず,客観的

にたずさわってきた満洲国においてのもろもろの体験に

関する認識に対 しては,こ ういっておく必要があろう。

つまりそれは,哲学体験における侵略への抵抗の欠如が ,

京都学派の立場→西 田哲学の立場には基本的に共通 し

て示されており,こ れはその歴史形態の論理の観念性を

証拠だてるものといわねばなるまい,と いう点である。

さらに,西 田哲学もまた, 日本近代史に通有の, 日本人

の精神意識にまといついた,ア ジア諸民族の犠牲におい

て帝国主義へ発展するコースの,意識形態にほかならな

かった(14)と ぃぅ判断を考慮するさい,い うところの「世

界史的使命Jに 寄与すべき山本の経営学説の「経営の立

場Jの限界性 ,歴史的認識の観念性の始源が,奈辺に存

するのか,理解できよう。筆者が山本の戦争経済へのか

かわり方に論及 したときの,山本の反携の仕方は,そ う

した山本の経営学者としての意識形態を端的に表現 して

やまないものであった。いってみれば,西 田哲学は,哲

学における「生産力理論Jであった。(15)

しかしながら,経営学者としての山本と,こ の山本が

依拠 した哲学者西田幾多郎の哲学=「西 田哲学Jと は,

戦時体制への対処のしかたで大きなちがいがある。西田

にせよ,田辺にせよ,戦争政策に対 し一定の距離を置い

て批判的態度をもって対処する理性を有しながらも,戦

争を根本的に否定 し,戦争政策に正面から抵抗 した少数

の思想とは,や はり哉然と区別されることを免れない,

といわれている。(16)そ の「西田哲学Jに≪論理性≫を

学んだ山本理論は,経 営 (学 )哲学 としてその哲学の≪思

想性≫の次元問題に関 しては,な にも学ぶものがなかっ

た様相を呈 している。この点では,山本の戦時体制期に

おける経営学説の主張は,ま ことに徹底した国家至上主

義・戦争美化の哲学といわれる,和辻哲郎の立場(17)に

近いといえる。和辻はなんら心的葛藤もなしに全面的戦

争協力にすべりこんだといわれ,敗戦により客観的状況

が一変すると,今度はなんの苦痛もなしに戦争中の著作

を大巾に改作して平和の時代に自己を適合させており,

田辺が懺悔道の哲学に示 したようなきびしい自己批判を

しないですませることができたともいわれている。(18)と

ころが山本理論においては,そ の和辻の問題に加えてと

いおうか,改作もなにもなしに,現在においても戦時期

の著作が,今 日の立場で立派に通用する妥当性を有する

ものとして,な んら反省も自己批判も与えられることな

しに,と くに引用注記中―― 最近作の『方法』と『五十

年』は本文中
―

に示される形式で,業績が誇示されて

いるのである。並の神経をもってはとうてい理解できる

ような学問的 。理性的姿勢ではない。
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(注 )

(1) 山本安次郎「経営学と哲学 との関連について」,亜

細亜大学『経済論集』第 14巻 第 2号 昭和54年 3月 ,181頁 。

(2) 山田宗睦『昭和の精神史』人文書院, 昭和50年 ,40

頁。

(3)(4) 同書 ,18頁。

(5) 同書 ,22頁 。

(6) 同書 ,76頁 。

(7) 同書 ,46頁 。

(8) 同書 ,90頁。

(9) 山本,前掲稿 , 165頁 。

(10) 山本安次郎「公社問題 と経営学」,日 本経営学会編

『経営学発集』第 15輯 ,同文館 ,昭和 16年 11月 。山本の

同稿執筆年次は昭和 15年 10月 10日 とある。

(11) JI本 ,同 稿 ,236頁 。

(12) 同稿 ,251252頁 。

(13) 山本安次郎『 経営学本質論』 (第 3版 )森山書店 ,

昭和43年 〔初版 昭和36年 〕,278頁。          _

(14) 山田,前掲書 , 6263頁。

(15) 同書 ,83-84頁。

(16) 家永三郎『 田辺元の思想史的研究』法政大学 出版局
,

昭和49年 ,98-99頁。

(17) 同書 , 107頁。

(18) 同書 ,110111頁 。

〔Ⅲ〕和魂洋才としての山本学説

筆者は山本に対 して個人的な次元で「懺悔道の哲学」

を求める者ではなく,学説理論の批判的検討の場合にお

いてそうした関連問題を考えてみようと思う者である。

山本においては,「協力」のうちに「抵抗」の一線を堅

持 していた「田辺哲学Jが,戦争の進行中で早 くもその

鋭い良心にもとづく自己批判をめばえさせ,敗戦に先だ

って,国家絶対主義からの自発的転換が遂行されたとい

う事実(1)な ど,と ても理解することができないのだろう。

また山本は,「田辺哲学」に学んだものもあるといってい

るが,「西田哲学Jに学びながらそれとの根本的な対決の

姿勢をくずさなかった「田辺哲学」の西田哲学に対する

独自性が,戦後の変貌を通 じてますます深められた事実

にも,(2)ま ったく関心をもちえないのであろう。「懺悔の

経営学」という表現をもち出して,こ れがよいか,こ れ

なら気にいるかなどと,筆者に反駁 し,せまる姿勢を観

察 して,そ う考えるしだいなのである。

学問的に,はなはだしく問題が多いとの批判にもかか

わらず,田 辺の戦争責任に対する厳格な態度は,懺悔と

いう厳粛な自己批判の告白とともに,カ ント的厳粛主義

倫理学者の面目躍如たるものをみるに足りるといわれる

のに対 して,G)山本の経営学説の「西 田哲学 Jの≪論理

性≫活用による学説体系の構築方向性と,そ の≪思想性≫

への関与方法と意識性水準は,極端に低次元で,思想的

にさまよっており,程度,質 とも問題が多いか,理解で

きよう。

筆者は,山本特有の経営学説の構想であるとされ,晒

田哲学Jの論理を利用 したいという経営 (学)哲学にも

とづく「経営の立場Jに 対 しては,そ の経営学の理論的

理解,すなわち独米学説の綜合,止揚をねらうとするそ

の独自の視点が,陽実の経営Jと はなんのかかわりもな

い,む しろ思弁的な領域で造成された形式的抽象論理の方

法によった主張でしかない点を,何度か指摘 してきた。

いいかえれば,山本の経営学における基本的立場は,西

田がギリシャ以来のあらゆる西洋古典哲学やキ リスト教

や仏教その他の先行思想を,こ とごとく自己の思想形成

に役立つかぎり自由自在に,極限すればそれぞれの歴史

的客観的特質個性を捨象して恣意的に駆使することによ

り,自 己の哲学の独創性を高めるのを,憚 らなかった,(4)

といわれるのとまったく同一の処理方法を,経営学的に

行なっているということになる。 ドイツ経営経済学の方

法 (客体的見方)と アメリカ経営管理学の素材 (主 体的

研究対象)を相互に検討し,し かも経営の現実の構造の

把握を基礎にして,こ れを超容面の契機 (At■e詭
“

―

mmmt)と して統一する新たな「経営の論理 Jに よって

のみ,自 己の立場が確立される,と 山本がいうとき,そ

れ ら各国の歴史的客観的特質個性は十分配慮されてはお

らず,あ くまでも理論抽象的な扱いの域にとどまる接触

しかなしていないばかりでなく, 自分の「経営の論理」

の立場によって,恣意的に各国の経営現実の連関を少 し

もかえりみない裁断を行なうはめになっている。山本学

説の独創性がどこにあるのかと聞かれたとき,答えるな

らばそこにある一恣意的思弁的形式的抽象論理の方法一

といえばよいだろう。

山本の経営学説についても,こ れが異なる思想の個性

を認識する能力を有 しながら,そ れを内在的・客観的に

つきつめていく興味がなく,自 己の強大な同化力を発動

することで日本思想特有のシンクレティズムを哲学的に

正当化する結果に陥ってしまっている,(5)と ぃぅ特質点

から判断,推察 して,Mコ 魂洋才Jと いう日本思想の特有

のあり方の系流から自由でないことがわかる6先行思想

を自主的に十分活用 したとはいえ,それらの相互に相容

れない異質の理論の特殊な個性を十分尊重することなく,

自己の独自の思索を補強するかぎりにおいて恣意的にそ

れ らを援用する西田哲学の方法が,その独創性ゆえにす

ぐれているとの判断には賛同できないという意見に与す
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るな らば,山本の理論 も「西 田哲学Jの ≪論理性≫借用

をめざす経営学説 として ,同 じくそういわねばな らない

であろう。

山本はこの論点に関 して こういっていた。

伝統的な経済学説が経営の経済面という客体的方向を対

象的に問題とするに対して,管理学説が経営の管理面とい

う主体的方向を主体的に問題とし,互 いに対照的であり,

補完的であって,そ こに統合理論を暗示 し,予想せしめる

からである。この点の認識は学史的にも学理的にも極めて

重要である。この点の十分なる展開がわれわれの課題をな

すのである。

この点の認識はこれまで何人によって注意されたことの

ない,著者の創見といってよい。この点の認識ができるか

できないかが「本格的な経営学説Jを認めるか否かの分岐

点だけに,極 めて重大であるといえる。著者の努力がこの

点の解明におかれるのもこれがためである。(6)

この山本の自認する 陥」見 Jその ものに問題がある一

創見ゆえにす ぐれているとは判断 しえない一― ,と 考え

るのが筆者の見解で もある。

山本学説の主唱を,筆者なりの解釈で図示的にわか り

やす く説明 して ,‐最終部分の論及 としてみよう。

『 和魂洋才 』

|

え,将来への思想的営為のために活用する途を開くのが

思想史学の大切な任務のひとつであるといわれる点にお

ぃて,(7)山 本の学説を経営 (学 )思想的に評価している

つもりの者である。

おしまいに,い くつかの論者の見解を引用参照し,山

本学説の考察の助けとしておきたい。

敗戦の体験が西田哲学に与えた影響の痕逃を,私 は見出

すことができなかった。(8)

もうひとつは,山本学説の基本構想において主張され

る欧米学説の綜合,止揚と,こ れに関して山本がいう「比

較経営学 J論や日本経営学会の「世界史的使命」につい

ていわれることである。

日本人が東・西思想を比較研究したり,そ こからなんら

かの普遍的思想を抽出したり,ま して,そ れによって国際

的理解を深めて世界平和を実現 しよう,な どと言ったとこ

ろで ,中国人やインド人がその努力にどれだけの顧慮をは

らうものか,今 のところの状況では私は悲観的である。悪

くすれば,日 本人の一人芝居,自 己満足に終りかねない。(9)

第 45回 日本経営学会 (昭 和46年 10月 ,於 日本大学)の

統一論題の設定において,公害問題を とりあげるべきこ

とを強 く主張 した論者がいうところでは,誰一人積極的

支持者がその学会理事会のなかにはなか った ,(1の という

斯学会の科学的・思想的状態を聞 くと,山本学説の≪思

想性≫を問うこと自体のむずか しさ=理解がえ られない

こと (本 人はもちろん,そ れ以外の人士に対 しても)を ,

あ らか じめ予想 してお く方が,無難 といえようか。その

意味で,山本の経営学的思惟のあ り方は,斯学会におい

て平均的 という筋合いで代表的 。典型的なあ り方 といえ

よう。 しか し,山本が筆者に「反論」論稿を恵んで くれ

たことで,問題′点の対立がより鮮明になった事実は,そ

れなりに評価すべきことが らといえよう。

山本が 酔乍田哲学Jに より,そ の創見への発端が付与

されたとする「公社企業 J経営概念については,す でに

戦時中にある識者か らつぎのような理解が提示 されてい

た。

然らば論者の提称する新 しい国策企業形態「公社」とは

如何なる制度であるかと云ふに,そ れは国家の経済経営の

任務を担当する実質上の国家機関であって,国民経済的事

業の国家的達成を目標とする勤労本位の公法人社団たるも

のと観念され,資本は株式の形態を採らず従って利子を支

払ふに止まり,株主総会の制度なく,国家の選任する公人

により指導されるが,そ の営む経済行為をそれ自身の計算

〔
方
法

〕

“

〔
内
容
〕

《行為的主体存在論》

方 法 ▲ 内 容 …

雉翻〕〔鬼ギ饒〕
1本経営学界の

(L界で唯―の)

「世界史的使命 J

|     |
日本の現実   欧米の現実

経営問題    経営問題

―「日本的経営論J―

※注記 :実線でかこまれた内側の領域が,山 本の問題にしえて

いる対象である。方法 と内容の対比のさせ方が,山本と

筆者ではちがう見方 ―一横わりか縦わりか―― となってい

る。

Aが 山本の方法と内容の対応, Bが 筆者の考えるそれで

ある。

全体的に,山本は経営学者 として,本質論者,方法論

者にとどまるといわざるをえまい。といっても,筆者は ,

結論 としてそれなりに完成 された理論のすべてを積極的

に評価できな くて も,そ のうちに貴重な問題提起が ,あ

るいはそれから有効な思想展開の可能性がふ くまれてい

る場合 に,そ れを掘 り出 し,精神的遺産のカタログに加
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に於いて遂行するものであるとするのである。(11)

公社は公法人として,勤労本位の形態と国民経済上の成

果を挙げる方針の下に経営する企業組織なのであり,更 に

極言すれば,そ れは国家機関としての使命観に遵って,而

も官庁組織の外にあって産業活動を行ふ機構にして ,資本

の提供者としての人ではなく,労務者としての人による構

成であり,而 して窮極目標は利益の追求ではなく,生産力

の増大,配給の合理化,以 って国富の増進並に普及を活動

目標とする社団たるのである。(12)

この山本学説の経営学の構想は,作 田荘一から啓発を

受け誕生 した経済理念の下に主張 されており,こ の「新

しい社会化資本主義 J(13)の 再生を企画する論理を「西田

哲学 Jに求めたというのである。「 1/Tら れた ものが作 るも

のを作る」という「行為的直観 Jの立場に立ちながら,

「絶対矛盾的自己同一Jや「非連続の連続 Jを事の処理に

おいてとなえ,「主体の論理J総合の論理Jを「経営の論

理」として適用するという山本の経営学の立場は,山本

によれば,欧米学説の対照的な 2つの流れを綜合,止揚

して,そ れが「本当の経営学を形成 し得る論理的可能性

をもつ唯一のものだからであるJ,(14)と 主張していた。

しかも,こ の立場は,日 本の経営学理論の「世界史的使

命Jで あったし,(15を営学を世界的視野から典型的に考

えたものでもあった。(16)

だが,そ こで掲げられている「経営の立場Jの認識が

めざす「経営主義経営Jと しての経営概念である「公社

企業」には,つぎのような疑念が早 くも戦時体制期にお

いて,先ほど論及のあった識者によって示されていた。

にもかかわらず,現在まで,山本がこれに直接応えるよ

うな経営学的問答の媒介は実質的に皆無の状態にあると

いぅてよいのである。

要するに,公社制度は余りにも現代の資本並に金融の実

力は勿論その正常なる力をも無視した架空の制度たる批難

を 免 れ ない。
(17)

これは昭和17年時のある識者の意見である。こうした

批判は素通りしながら,自 己の経営学との関連展望とし

て,自 説は資本主義には当然として社会主義経営にも,

ある程度,通用 しえるだろうとか,社会主義経済こそ経

営学の沃野であり,その将来性を期待せしめるなどと

`18)のん気なことをいっていられるのであろうか。

ともかく,本稿で山本学説の経営学理論を問題にし,

検討を加えたのは,以下のような問題分析の視角をも基

本的にふまえるからであった。

つまり,思想を生活の土台 (基盤)か ら切 り離 してとら

え るのではなく,生活 ,社会関係における在 り方に機能す

るエー トスの質への関心において思想をとらえようとする

ものである。 したがって,特定の理論 ,教義 ,学説 に立つ

と宣言 しながらも,個 人的 ,社会的生活の実際的現実にお

ける行動様式において ,そ の教 義や理論と矛盾す る様相を

示す場合,そ の理論 と行動との間の矛盾,ない し,垂離の

関係そのものを貫 く価値観 ,精神構造に,「 思想」の実体

がとらえ られることとなる。(19)

なかんずく,本稿本節における山本の経営学説に関す

る考究は,その経営学理論の論理に透徹する手続と努力

を傾注したうえでの≪思想≫的解明であったともいいえ

よう。

注

(1) 家永二郎『 田辺元の思想史的研究』法政大学 出版局 ,

昭和49年 ,178頁。

(2) 同書 ,212頁。

(3) 同書,247頁。

(4) 同書 ,341頁。

(5) 同書 , 343頁 。

(6) 『 五十年』 166頁 。

(7) 家永 ,前掲書 , 422頁 。

(8) 同書 ,423頁。

(9) 小泉 仰・ 他 2名編『比較思想のすすめ』 ミネルヴァ

書房 ,昭和54年 , 109頁 。

(10) 三戸 公『 自由と必然』文真堂 ,昭和54年 ,277頁。

日本経営学会編『Ю年代の経営学の課題』〔経営学 論集

第42集〕千倉書房 ,昭和 48年。

(11) 高田源清『営団と統制会』 東洋書館 ,昭 和 17年
,

213頁 。

(12) 同書 ,218-219頁 。

(13) 『 方法』 148頁 。

(14) 同書 , 188頁 。

(15) 同書 ,225頁。

(16) 同書 ,246頁。

(17) 高田,前掲書 , 223頁 。

(18) 『 方法』 341頁 。

(19) 小泉・ 他,前掲書 , 179頁 。

2 山城 章 ―― 経営 自主体 論

の原理 的考察 ―

〔I〕 経営 自主体論 の原型 ―一 その 1-

前節 の,山本安 次郎経営学説 に関す る解 明作業 につづ

いて,本節 は山城 章 の経 営 学 説を批 判 的 に検討 してみ

たい。筆者 の これ まで山城学説 に対 して行 な って きた究
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明は,他の論者に対する場合ほとんどすべてがそうであ

るように,敗戦後における著作を中心にした論攻にかぎ

られていた。1)し かし本稿では,戦時体制中の山城の論

著にまで立ち返って,そ の経営学理論の本質的性格を吟

味してみたい。

昭和30年代を迎えて発行された,全 4巻からなる『現

代経営会計講座 ― 戦後日本の経営会計批判 ―』(東洋経済

新報社)の 1冊中において,山城「経営自主体論」を考察

したある見解によると,山城のとってきた態度は,終戦

直後の時期から持続 しているものとの指摘がなされてい

る。2)だがこの指摘は,完全には正 しくない。本稿が本

節で聞明していく中心論点のひとつとなるけれども,山

城理論は,そ の原型を昭和10年代後半期,つまり戦時体

帝1下 にあった日本がとくに太平洋戦争にかかわっていた

時期に,すでに確実に形成されていたと判断してよい。

論者によってよく参照される山城の文献は『企業体籠1の

発展理論』(昭 和22年 4月 )や『企業体制』(昭和25年 4月 )と

いう昭和20年代前半期の著作である。この山城二著のな

かでも, もちろん山城学説の「企業体牛1論」の概要が十

分に理解 しうるであろう。だがそれ以前の文献として
,

山城には『生産拡充と利潤統制』(昭和17年 4月 )と 『新企

業形態の理論』(昭 和19年 2月 。なお本書の脱稿時期は昭和18

年 2～ 3月 ごろまでとみられる。序は昭和18年 3月 に書かれて

いる)がある。いずれも太平洋戦争突入以後 一 前者は少

しはずれるかも知れないが一 の執筆著作とみられる。

この戦争中の二著作を参考にすれば,そ の後の山城学

説の理論展開における原型が明確に把握 しうること,ま

ちがいない。その二著作のうち,と くに後著『新企業形

態の理論』はあまり注視を受けていない文献らしい。い

ずれにせよ, この二著作が広 く参照に付されるならば,

山城理論の社会科学としての経営学的性格が,よ り明晰

にとらえられると考える。山城は経営学者として戦争経

済体制に対する自己の関係のあり方を, 日本経営学の発

展をこう描 くなかで間接的に表現 していた。いわく,昭

和15～ 16年 より20年 までは戦時計画経済下の経営反省期

である,と 。3)太平洋戦争期日本経済の特徴をく計画経

済>と 称し,同 じときの日本の経営問題の性格を<反省

期>と いう。この時期に上梓された前掲の二著『生産拡

充と利潤統制』(昭和17年 )『新企業形態の理論』(昭和19年

〔18年〕)の叙述や主張の内容をうかがうと,そ うした山

城の日本経済 。経営に対する歴史感覚や歴史観が, どの

へんに,ま たいかにあるか,氷解する。大体において,

昭和15～ 20年の時期をく経営反省期>な どと観念 しうる

社会科学者としての経済 。経営観が異常である。その後

の 日本の歴史を総体的に展望 していけば,山城に対 して

はそう断定を下 さざるをえない。同時期においては,な

にを「経営」問題に関 して「反省Jし たの力、 このこと

は山城理論を読解 してい くにつれて,なぜそういうこと

を主張するかは,段 々に得心がい くものであるにせよ,

字面か らして余人には簡単に理解できる表現ではない。

山城特有の思想や理論に沈潜 して理解す る努力な しには,

その核心内容の把持ほとうてい無理であろう6戦時体制 ,

戦争経済の受けとめ方においては,山城 と前節で追究 し

た山本安次郎の間に共通する無反省的観点 という姿勢が

ある。

山城がい う主張を,ま ず『生産拡充と利潤統制』(昭 和

17年 )に聞こう。はじめの論点は,当時の戦争経済に対す

る山城なりのとらえ方である。

わが民族の興亡を賭する大東亜戦争完逐の鍵は先づ生産

力拡充の能否にある。4)

換言すれば経営合理化の確立の基底には利潤統制の援護

がある。経営自主体は高度の経営合理体であるが,か ゝる

合理体の成立は利潤統制によって促進せられた。それ故経

営自主体を細胞とする産業団体もその基底に利潤統制の援

護を見出す。かくて生産体の成立,充実,拡張を介して生

産力拡充が果されるのである。5)

すでに山城は昭和17年の時点で「経営 自主体論」を自

説の中核 としてすえていた し, これとの関連で,時局的

課題であった「生産力拡充」 と「利潤統制Jを むすびつ

けて論及を行なっていた。

山城のその経営 自主体思想 について, さらに前掲書に

聞いてみよう。

資本と経営の分離は新体制経済の可能的基礎とも云へるリ

先づ一方に資本機能又は支配力が経営から分離すること

と,そ の反面に,経営自体が自主的に成立して生産活動の

合理的組織体を構成することとの二面をもつものと考へな

ければならぬ。7)

かくの如き状態に達した経営は,営利的資本家支配に対

しても自主的たり得ると共に,その他の支配に対しても自

己を主張するだけの自主性をもつことを意味するのである。

故に統制経済下の政治的国家支配に対しても尚自主的たり

得るのである。かつて資本主義の下で資本的支配を充分に

こなしながら自主的生産活動をつゞけて来た経営経済は,

統制的国家支配の下でもこの態度を採り得るのである。8)

戦時体制,戦争経済にあった 日本経済が,現在にいた

って,時代の進展はどうあれ,再度「資本主義」の本道
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に立ちもどった事実はいうまでもない。今 日におぃても,

山城理論 =「経営 自主体論 Jは , この理論中枢を前面に

押 し出 して,な お十三分に妥当する主張であるといって

いる。山城理論の軟体動物的適応性には感服す るほかな

い。いかに,山城理論の主張が千古不易のごとき性格を

有 し,ま たつかみどころがないものか,わ かろうとい う

ものである。時代背景が,情勢が,激変 したにもかかわ

りな く, 自己の理論は,すべての場で,状況で,内 的に

結合 し,内 容展開をな しうるというか らには,そ の理論

的耐性の驚異的な強靭 さに目を丸 くしないでいられる者

は,そ うざらにいないだろう。それだけに逆に,山城理

論の本質はなにか疑われる事由が,そ こには併存 させて

いることになる。

つぎに「経営共同体」 (化)に関する論議を山城に聞く

ことにしよう。

経営自体を確立し,高度戦争経済体制の細胞として経営

を共同体化することは,実は経営を自主化する意味に外な

らないのである。9)

何としても,経営共同体は全体国家共同体の一細胞とし

てあり,その経営共同体の細胞としての役員,社員に対 し

ては同時に全体国家経済の総体的配慮の下に,均斉あり,

適正なる給与額が決定されるべきものである。10)

事業の自主的財団性を確立しながらしかも性格的に国家

的存在として,公益奉仕団体として有機的な生活をなすで

あらう。11)

今や戦争経済下の経営体は,国家の綜合的統制経済体の

一肢体 (Crlied)で あり,有機的経済 (Organische Wirttch―

a■ )の一細胞 (Zelle)と してのみ自己の存在意味をもって

ゐる。勿論それ自体の自主的立場をももっている。自主的

な活動をもちながらしかも全体経済の内に有機的に織込ま

れてゐる。12)

いわんとする意図は一 目瞭然 としている。今 日の山城

理論が「国家独占資本主義」段階 にお け る企業経 営を

「経営 自主体論」的に把握 しようとす るのに対 し,以上

の引用は全体主義 。国家主義体制にあった資本主義=戦

争経済体制を,同 じ「経営 自主体論」か ら解釈 し,むす

びつけようとしている。山城の≪経営 自主体論≫はいか

ようにでも,解釈,適用 し,活用 しうる「理論的枠組 J

→立論基盤なのである。

したがって戦争経済体制期における山城学説の主張に

対する批判ではない「批判」を,すなわち戦後期におけ

るそれを, ここで流用 して,山城にさしむける手続が許

されよう。つまり,そ の批判は,歴史的現実か らむやみ

にかけはなれた構想ではないけれど,現実が示すいろい

ろな傾向のなかから好みに合うものだけをとりあげ,そ

れを適当に重視 し価値づけている一一主観的願望と既定事

実の混同-13),と ぃぅ論法でもって,山城につきつけら

れている。この批判で表現され指摘されている山城の理

論的操作方法は,各時代の推移状況に対する対応におい

てたえず巧みに行なわれ,「経営自主体論」が継続的に生

かされていく筋道をふむ。しかも恒常的にその正当性を

誇るに終始する。こんな理論がありうるなら,学問に苦

労はない。自己の学説理論にいつもまとわりつくほかな

いだろうはずの,<仮説>性などは,山城の≪経営自主

体論≫にとってまったく無縁のものたりえるらしい。

つぎは,敗戦後に各種輩出された「経営者論」に関す

る批判だが,山城の戦時期理論「経営自主体論Jに適合

的な論議内容として,資本と経営の分離によって経営者

独善主義が生ずることなく,公共的支配の形態が成立す

るという必然性は,なんら根拠が与えられていないし,

それは単なる提唱にすぎない,と いう意見がある。14)批

判内容の「経営者の独善主義のない公共的支配形態Jと

は,山城のいう「統制的国家支配」とおきかえて考えれ

ば, ここまでの山城がいう,戦時体制下の「経営自主体

論」にそのまま移項させうる。今日まで山城はこのよう

な, 自説の根幹部分にかかわる批判を,各方面より受け

ているにもかかわらず,と いうよりはそれにもめげずに

ともいうべきか,そ うした批判にはいっさい答えぬまま,

自己の理論主張を相かわらず強力に展開しているようで

ある。まことに不思議な,非学究的な態度であるといわ

ざるをえない。この点はのちに詳述の対象にする。

ともかく山城理論の核心における主張においては,「客

観的論理の貧困」,「主張や倫理の混在」,「 実効性の欠

如」15)が はなはだしい。またこうした点に批判が多く与

えられているにもかかわらず,山城はこれらをことごと

く無視 してきた。そのために,そ れらの批判と理論的な

対決などはまったく論外となっており, 自説の理論的妥

当性など確めようのないところまで,独走ぶりを遺憾な

く果たしている。戦争経済のときも,結局そうであった

こととして,「株式会社が資本主義的所有を基礎とする

限り,資本と経営の完全分離が必然的に成立するという

ことはできない」。16)と するならば,山城の「経営自主体

論」は経営学理論としていかなる効能を発揮 しうるのか,

きびしく問われる必要があろう。
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〔H〕 経営 自主体論の原型 ―― その 2-

今 日ある山城理論の源泉が,すでに早 く昭和10年代後

半期に見出 しえたことは,前項で明 らかにしてある。さ

らに山城『新企業形態の理論』(昭 和19年 )を参照すると,

「経営 自主体論」の淵源がどの辺にあり,ま たその本質

的特性はなにか, という論点が,よ り明白となる。とく

に「経営 自主体論」の発端が,そ の後において「客観的

論理の貧困 J「 主張や倫理の混在 J「 実効性の欠如」 とい う

ぬきがたい諸欠陥を批判 されるにいたったにもかかわ ら

ず,な にゆえ戦時体制・戦争経済にあった時代において

こそ現出しえ,そ の原型の造成を基本的にな しえたのか ,

考えよう。そうした背景をもつ理論主張が, どうしてす

んなり平時経済にも転用 しえ,適応可能なのか,い ぶか

らない方が疑間であろう。だが山城にはこの心配はない

らしい。山城は自分の考え方が「現実的にはきわめて倫

理的であり理想論にみえようJと も,「理想論視すべき

でない」
1)と いう。まさに強弁,詭弁のた ぐいである。同

学の他の眼には「倫理的,理想論」 と映るほかないのに,

この批判への反論や説得はまった く試みようとしないで ,

ただ上述のようにいいかえすだけでは,学問的対話はお

ぼつかない。いいかえるならば,山城理論は「観念論」

「規範論」の陥穿にはまりこんでいるとみられるほかない。

なにはともあれ,『新企業形態の理論』における山城

の見解をさらに聞こう。戦争経済体制のとき,経営学者

の理論的次元における対処法 として,山城はこう述べて

いた。

経済生活の決戦的切替に於て,……戦争の現段階に於て

は,  企̈業の新形態を,新 しき企業精神,即 ち国家性を

経営自体の自主性のうちに融和せる精神―一経営共同体の

精神の基盤の上に樹立せんとしたのである。かくして新し

き企業形態論は,先づ一方に於て国営形態の不適当を結論

するとともに,他方,1日来のま のゝ私企業形態も認め難 く,

この両極限の中間に位する中間形態たる統制形態を構想し

た。……かくて結論として,新 しき企業形態の正しき在り

方は,営団と統制会との統合形態のうちにあると主張した

ぃ。2)

即ち企業の立場を生かし乍ら統制目的を達し得るところ

の二つの意欲の統合せられたる,所謂中間形態が新企業形

態と考えられるのである。3)

要するに,個別的生産経済であり,かつ国民経済の分子

経済として, しかも自主経済生活を果しつつあるものを「経

営経済」と名付くるとすれば,か ゝる経営経済の確立,企

業を経営経済たらしめることこそ,新企業形態の出発点で

あり,基本企業整備の原理に外ならぬ。4)

山城がいう「新企業形態」→「経営経済Jの 具体的表現

が「経営 自主体 (論 )」 になる。山城「経営 自主体論」は,

戦争経済期における国家理念 と, これが現実にむけられ

るという対応関係のまっただなかにおいて,立論,構想

された事実は忘れてな らない点であろう。

山城の「新 しい企業形態Jは ,国営形態 と私企業形態

の中間形態 としての「経営経済」=「経営 自主体」の形態

的基盤を提供 しうる概念原理である。これは,今 日,山

城がいう政策 (論 )的な認識原則 =「公私企業接近の原則 J

となって,若干変化 しなが ら表わされている。根本的に

は,こ の「新企業形態」の原理は 「公私企業接 近 の原

則」となって,よ り具体的な思考方法を表現 している。

「新企業形態Jの原理の方は,戦争経済にちなんで抽出

されていたが,「公私企業接近の原則」は,よ り現在的

:普遍的なそれとして主張されている。だから山城の「新

企業形態Jは ,

大東亜戦争の突発とともに,決戦体制に即応するが為 ,

_ 5)戦力増強の絶対至上命令の下に企業体制の変質 ,

企業の決戦的整備,超重点産業,重点経営を中心とする運

営が必要である  。6)

企業体制の整備こそ最高の生産強化策であるのであり,

従って,決戦期なるが故にこそ,む しろこの体制への吟味
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が必要である……。7)

という情勢下において概念化を試みたものである。つま

り「決戦Jと いう時局において一挙に「新企業形態」の

構成をねらうべきだとする意志が明示されている。これ

にくらべて「公私企業接近の原則」は,山城において現

在 も継続 して主張される<原則>で あり,引 きつづいて
,

将来的にも維持 されてい く概念 となっている。

山城が『新企業形態の理論』(昭 和 19年 )の叙述のな力で ,

「企業形態でも経済団体でも,資本性の王座は完 く揺 ぎ

倒れ,資本は完 く手段的なものに変質 したのを見るJ8)

といっていた点は,当 時の 日本経済の実態を知る者にと

って盲論以外のなにものでもない。こうした戦時中の認

識 〔の問題〕をほっぽり出したまま,敗戦後か ら今 日ま

で基本線において同質の理論主張をする山城が,学者 と

してその存在を生 きなが らえる事態は,正視 しがたいも

のにな らないのか。 しか しまた,『新 企業形態の理論』

を書いていたころの山城の認識によると,当時の企業の

変質の程度はまだ生ぬるく,満足 しえないとし, こう述

べている。

た 残ゞされてゐる問題は,統制会傘下の企業体制が経営

共同体化する事 (民官営団化)と ,統制会自体が大東亜戦

下に1日来の性格を変質すること,又単なる統制経済団体で

なく企業形態化し,も って自らを強靱な自主体たらしむる

事である。9)

企業形態の新構想は,……即ち政治と個別企業とを,統

制会,つ まり自ら一部経済行為をも担当しながら企業の統

制機能と政治への参画機能を果す中間機関――を媒介とし

て統合する複合組織形態である。その際統制会の傘下には,

戦争経済に呼応し得る経営共同化した新企業,即ち民間営

団が所属する。10)

組織原理は完全な有機的経済構成である。義務協同体制

の語……は,上から一方的に義務を課するが如き関係では

なく,各員は自己の職能領域を自覚し,その達成の責任を

負ひ,その職域達成の為には飽くまで自主性と創意の発揮

を許され,又 その権能を主張し得る立場にある。有機的経

済に於ては,単 に政治的,法的義務を,上から一方的に課

する権力関係ではなく,上からの政治性とそれを下から支

へる経済―― それは経営共同体の経済たる経営経済一 とが

完全に同質的結合をとげてゐる。権利,義務関係の協同体

でもなく,支配の強権関係でもない。11)

この論述は「経営 自主体論」の中身を説明 し,そ の性

格特徴を強調 したものである。いうなれば,山城のいう

「経営自主体論」の理想は資本主義も社会主義も超越す

るようなく目標>におかれていると解釈できよう。そこ

では,国家主義的な全体性と個人主義的な目的志向性が

有機的に同質的結合を成就 しえ,権利・義務関係も支配

強権関係もそこに存在 しないとすれば, これはわれわれ

が夢にでもよいからと模索 している対象であり,ま た山

城のいうように簡単には,現実の問題・現実の経営にそ

れを対置などしようのない<虚像>で はなかろうか。山

城の「経営自主体論」という理念や理想,そ してこれヘ

の手段的な思考概念である「公私企業接近の原則」に
,

筆者が懐疑心を抱 くのは,そ うした山城の理論主張が,

現実を尊重する姿勢をとりながらも,き わめて濃密に現

実ばなれの観念的構想をひけらかしているためである。

山城学説 も≪規範学説≫と称するほかなかったゆえん

が, ここにある。山城学説の「規範性Jは ,ひ とつに経

営概念の歴史的理解,ふ たつに理論構築のさいの現実無

視に由来する。

たとえば,山城は『新企業形態の理論』で「統制会に

せよ,商工組合にせよ,求められる理想の段階に案外早

く到達すると思Jう 12)と 述べていた。しかしこの主張は

日本の敗戦を境に確めようがなくなった。けれども,な

お山城においては,そ のような過去の歴史的出来事など

にはおかまいなしに,今 日的にも自分の立場が正 しいあ

り方であると,陸続と公刊する自著のなかで独善的に断

言しているだけである。事実に直面し,関係する研究者

の誠実さを疑わせるむきすらある。このことは,山城が

論者からの批判に対し,正面から立ちむかわずして,ま

た自己の理論主張の再点検・再吟味なしに,そ れらの論

者の批判点の内実をつまみぐいし,密輸入しながら, こ

れを自説の発展であると弁明し,平然としていられるこ

ととも関係する。自他の学説理論交流の結果,生まれた

発展模様を,弁証法的に判然とさせる意識は,山城にお

いて少しもみられないのである。

山城はいう。「経営共同体といメ、も,決 して事態無視

の架空理論ではない。又かくあるべきだといふ規範概念

でもない。これこそ,経営が本質的に存在する在り方に

外ならない」,13)と ぃぅごとく,し かし,なぜか,他の論

者からは,そ れが「架空理論」「規範概念」であるとの批

判や,ま たそれが「本質的に存在する在り方」であると

いう点に対して疑念がたえないのである。前述のように
,

こうした批判や疑念に対して,山城は「そうではないJ

と自分自身にいいきかせるような確言=独 自以外,他者

を納得せしめるような弁明や反論は,ま ったくなしとい

っていいほどに返 していない。山城は自己の「研究方法
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そのものに対しては,いろいろの方面から批判もあろう,

疑間も提示されるであろう。私は, これらの論評を大い

に歓迎するものであり,こ れらを容れて,私のライフ 。ワ

ークとしてさらに研究をふかめたいと念じているJ14)と

いっているが, どういった方面からどういう批判があり,

どのような疑間がどのように提示されており, これらを

山城が,い かに歓迎して容れながら, 自己の研究を深め

ているのか,他者にはさっぱりわからないのである。山

城は正面きって,他の論者と論争や対決をしていないゆ

えに,そ うした山城の言の真意はほんのわずかも明解では

ないのである。こうした山城の学問上の,今 日までの発

展の跡は,公刊された著作や文献をとおして,そ の知識

をえるほかないのだが, この面でも他者との関係はどう

もはっきりさせにくい。以上に指摘した不鮮明な領域が,

山城理論の負的な特質として内在化,潜伏化し,学説自

体の問題性を深刻なものにする役目を担うはめになって

いる。

山城の学説内容について,論者らはくりかえし, こう

いう。占部都美は,経営自主体論の概念を「単に仮空の

理念にすぎないJ15)「 理想型概念J16)で ぁると批判 して

いる。馬場克三は,経営自主体に「抽象規定性」がある

のは,そ れが,山城の「観念のなかでのみ成就されるほか

ない……かかる飛躍を媒介する契機がすこしも明らかに

されていないからである」17)と 批判 している。筆者から

みれば,若干性格を異にするも,同 じく≪規範学説>と

して究明を加えたことのある藻利重隆〔「藻利経営学J〕 に

よっては,山城 賭設 の強い反対の主張と努力にもかかわ

らず,そ の論述するところが規範的色彩を必ずしも払拭

しえているものではないJ18)と ぃゎれている。坂本藤良

も山城の「経営共同体論」や「全員経営者論」の現実軽

視を指摘している。19)こ ぅした論者のする批判に対して

山城は,従前と同じに自説をただ反復 し,そ の正 しさを

一人でとなえ,応えるだけなのである。

注

(1) 山城 章『企業体制』新紀元社,昭和25年 , 223頁。

(2) 山城 章『新企業形態の理論』経済図書,昭和 19年 .

序 12頁 。

(3) 同書, 5頁 。

(4) 同書, 39頁。

(5) 同書, 203頁。

(6) 同書, 204頁。

(7) 同書, 211頁。

(8) 同書, 210頁。

(9) 同書, 225頁。

(10) 同書, 224頁。

(11) 同書, 213頁。

(12) 同書, 173頁。

(13) 同書, 36-37頁。

(14) 山城 章『 日本的経営論』丸善,昭和51年,序 Ⅵ頁。

(15) 占部都美『公共企業体論』(第 2増補版)森山書店 ,

(16) 同『公経営管理』技報室,昭和29年 , 95頁。

(17) 馬場克三『個別資本 と経営技術』(増補版)有斐閣 ,

昭和52年, 147頁。

(18) 藻利重隆「山城教授の現代企業論J『一橋論叢』第69

巻第 2号 (通巻 388号 )昭和48年 2月 , 98頁。

(19) 坂本藤良『近代経営 と原価理論』有斐閣,昭和32年 ,

3536頁。

〔Ⅲ〕経営 自主体論の発想

山城 も『新企業形態の理論』 (昭 和19年)に おいて論及

していた「経済新体制確立要綱 J〔 昭和15年 12月 7日 閣諏

は,つ ぎのように戦争経済体制下の企業経営のあり方を

立てていた。1)

に)資 本,経営,労務の有機的一体たる企業

(2)こ の企業を国民経済の一構成分子 とす る

0)企 業担当者の創意 と責任における自主的経営に

よる高能率生産力増強

(4)公益優先,職分奉公の国民経済指導理念

(5)有機的国民経済確立のための経済団体編成

このく要綱>の経営観,経営理念に対 し,山城は自己

の経営学的視座か ら理論的に批判を加えていた。

かゝる企業体制は結局旧来の自由企業そのま のゝものを

意味するのではあるまいか。即ち資本的営利を中心とする

資本,経営,労務の一体を考へてゐるのではあるまいか。

それ以外に考へ得ないのである。2)

「創意と責任」の活用,自 主的経営による最高能率発揮 ,

生産力増強は不可能だと解したのだ。このような立場には

余程 1日来の思想の尊重がある。……要綱が,い まだ大東亜

戦以前の理念をもってゐるとか,或 は個人主義,自 由主義

的色彩があるとか一般人をして云はじめる所以はこ にゝあ

る。3)

筆者は,従来,企業自主性と経営自主体を分ってゐるが ,

統制会の自主性は前者で,営団のそれは後者と解される。

前者には資本と経営の分離はない。後者は資本支配の分離

したる経営共同体の確立を主張し,そ こに自主活動の存す

るものとする。資本は手段化され,経営自主体が確立すれ

ば,こ れこそまさしく正しき意味に於ける,資本と経営と

労務の一体が成立するのである。4)

戦争経済体制において,こ れが要請する企業形態を現
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実に即 して理解 し,そ の方向を先取 したと主張する,山

城の経営観が,そ れどころか反対に, きわめて現実から

離脱,隔絶 した観念をもって自説の「正しき意味Jの「経

営自主体」構想を追求 していたかわかる。当時の現実的

な経営問題に根元から接触をもちながら,時勢が一変 し

て日本が敗戦を迎え,経済体制のあり方に関して一定の

根本的変更をよぎなくさせられるや,今度はたちどころ

に,平時経済において経営思想としてはまったく同じ理

論性格の「経営自主体」(論 )を高唱しうる秘密は,そ う

した山城学説の理論上のヌエ的性格に原因するといえよう。

特殊で異常な戦争時代にあったときにも,ま たその後

の平時にあっても,な んら変わるところなく自己の学説

理論が両時代に妥当しえ,かつての自己の経営学が発言

し,提唱していた「経営」観は両時代を通じて,変化な

しに通用するものであるという。こうなっては,われわ

れは山城のその学問的感覚のいかんを疑わざるをえない。

一言でいって, こうした山城の変貌ぶり 〔一貫性 ?〕 は

現実との緊張関係を,理論面,本質的立場として少 しも

臭わせないでいる。「公私企業接近の原則Jは確力ヽこ現代

経営と関係のない見地ではない。しかし,最近の公 。私

企業の相互的接近化形態は,単にふたつのものの相互的

接近ということ以上に,も っと多くの本質的な問題をそ

の根底に含んでいる。5)山 城はこの問題には答えず, 自

説の「規範的経営」観=「 経営 自主体」論のみを,独断

的 。一方的に高揚するにとどまっている。それだからこ

そ,戦時体制が終了させられてから,昭和20年以降にな

っても,従前と瓜二つの「経営観」を堂々ともち出せる

のであろう。

昭和20年代に入ると,山城理論は「企業体制論」とい

う標題をつけて,その理想主義的・観念的性格をてこに

し,旧来の経営観をそのままにして新たに再登場するこ

ととなる。『企業体制の発展理論』(昭 和22年 ),『企業体

制』(昭和25年 )の二著が,そ の連続面を知るのに参考と

なる。

昭和20年代の山城の見解を聞こう。まず,山城は経営

はあくまで自主的たらしむるべきである, しかし自主と

はいえ,対境関係を否定せず,社会的諸関連の制約を,

自主とともに生かしうるような体帝Jがつくられることが:

新企業体制のあり方であるという。6)こ こで戦時中から

の主唱であった「経営自主体」論には変化がなく,かつ

ての「国家」関連の代替物として「対境関係」「社会的諸

関連」の語が,か り出されている。「新 〔しい〕企業形態」

ではなく,「新企業体制 Jと いう用語表現に変化してい

るが,い うところの根本主張は山城の場ではそれなりに

一貫 し連続 している。

山城によれば, この「新企業体制」とは,経営の現実

的なあり方のもっとも真実な,直観される本質的な形態

→「経営自主体」をさす。7)そ して,この真実の企業体制

のあり方に照らして,現実のいわゆる企業を発展的に考

察 し, これらがどの程度の本質発展をとげているかを判

断し,発展段階的な形態論を展開する必要があるとするP

山城がいわんとする主点は,「現実的なあり方Jを ,「経

営自主体J=すなわちもっとも真実で本質的な形態を≪ も

のさし≫にして,発展段階的に考察するところにある。

さらにそこで力点は「経営自主体」という直観された真

実なる本質的「経営観」におかれ, ここから現実の経営

のあり方をいろいろ評価づける立場にある。山城理論が

「理想」的な経営観をふりまわして,現実の経営を, 自

己の,そ の「絶対的尺度J〔→「経営自主体」〕を基準に して

裁断しようとするのである。

この筆者の解釈は,山城がつぎのようにいうとき,つ
まり公私企業を問わず,す べて自主的企業 (経営自主体の

企業形態)を理念的に描きつつ,こ れに接近する意図の下

に,種 々なる形態が生まれてくる9)と いうことを聞かさ

れるとき, さらにまして妥当性を付与されよう。山城の

いう「理念的」とは「理想的J「 観念的Jの別の表現であ

る。なぜなら,そ こでは「理念Jと「理想Jの意味内容に

山城のとりちがいがあり,現実との対応を確実に保証し

えない直観的な「理念」などは,文字どおりに「理念」

的とはいえない代物であるほかないからである。きたる

これからの未来における「現実Jの 経営,すなわち今後 ,

迎えるものであって,い まだその実態が「現実」的にわ

かりようのない「理念」的経営とは,論者の観念のなか

でしか想定しえない対象であるがゆえに,決定的な確証

を欠いており,当 の論者がかなっているだろうと予断し

てやまない「直観」の働きに依拠するほかない構成物→

「経営」観なのである。したがって,山城が他者からの

批判や論難に答えずに,あ るいはより正確にはそれに答

えようもないままに, 自説の「もっとも真実Jな ること

を,ただ強調し反復するのみに終始するのは,そ れなり

に理由があることになろう。逆にはだからこそ,山城の

主張する「経営自主体」論は通時代的,普遍的な妥当性

を具備 しているかのような主張でもあり,ま た現実から

みては,い つもひときわ,度をこして遊離性をきたすほ

かない主張になる。

山城がいうに,経営自主体や企業体制の構想は,実に

企業体制論上の問題だけでなく, 自分の経営学の根本的

立場を形成するものである。したがって,それは本質的
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体制たるあり方を現実のなかからつかみとり, これを自

己の拠点として,経営者の経営的実践のありどころ,経

営の指針,経営学の立場等,すべてはここに求められる

という。10)山 城はしかも, 自説の経営自主体はイデオロ

ギー的には無色たりうるものである。資本主義下でも社

会主義下でも,本質的に存在すべき必然的な生産体制で

あると主張する。11)そ の理由として山城はこうも述べて

いる。経営体の目的は生産の合理的達成であり,そ の生

産成果が配分上,資本の利益に帰するか,社会の公益に

役立つか,国 の政治目的に貢献するかは,経営自主体に

とって重要ではなく,そ れに配分関係を支配する社会的

勢力が決める。経営は生産を自己目的として,合理的,

組織的な持続活動を営む, と。12)

資本主義と社会主義の体制に関係なく, 自説の主唱が

妥当し,通用する必然的 。本質的な方途にあるという点

で,山 城も山本安次郎に似て「生産力理論J― それもか

なり素朴な一 学説としての資質を有する。生産関係,社

会関係にかかわりなく,経営体の目的は生産成果の合理

的達成にあるという山城の主張が,戦時体制,戦争経済

にあろうが,平時体制にあろうが,い ずれにおいても歯[

齢なく,理論的に非常な有効性を具備するかのようにな

されるのは,そ うした経営観にもとづいているせいでも

あろう。このような山城の「生産力理論J的志向性は
,

その経営学の,社会科学としての理論的節操を大きく弛

緩させる最大の要因=欠陥を示 している。

山城は「企業体制論Jの基本任務として,新形態を盛

るべき企業形態を上 しそ農患する必要があるというJ3)

さらに自主体制の獲得にむかっていない生活は発展的で

あるとはいえず,「発展」は自己の成熟であり充実であ

るから,単なる時間的推移のみをいうのでなく,企業の

現実は種々なる形態をとりつつ,た えずこの自主体制へ

の発展的成熟をとげており,資本,行政,生活からの分

離の道をすすんでいるという。14)だ が_方で, 自主体制

は現象的に明瞭となっていないともいう。15)こ ぅした山

城の経営「発展理論Jが ,は たして山城自身がいうとお

りにイデオロギー的に無色でありうるのか,逆の表現を

すれば,そ れは無色性ゆえに,い かようにでも着色可能

となりうる展望があるということになろう。山城理論の
,

山城みずからは無色だというイデオロギー性については

多くの論者から批判がある。

注

(1) 山城 章『新企業形態のF論』経済図書 昭和 19年 ,

177178頁。なお,同「要綱Jの全文は,た とえば企画

院研究会『国防国家の綱領』(新紀元社,昭和 16年 )に 載せ

られている。

(2) 山城,同書, 180頁。

(3) 同書, 181頁。

(4) 同書, 182頁。傍点は筆者。

(5) 山本政一『公企業批判』 ミネルブァ書房,昭和4年 ,

1891ヨ 。

(6) 山城 章『企業体制』新紀元社,昭和25年, 246頁。

(7) 同書, 2頁。傍点は筆者。

(8) 同書, 3頁。

(9) 山城 章『公企業』春秋社,昭和25年 , 41頁。

〈10) 同『企業体制』 208頁 。

(11) 同書, 225頁。

(12) 同書, 220頁。

(13) 同書, 123頁。傍点は筆者。

(14) 同書, 211頁。

(15) 同書, 123頁。

〔Ⅳ〕 経営 自主体論 のイデ オ ロギ ー性

山城『企業 体制 の発展理論』 (昭 和22年 4月 )は ,敗戦直

後 日本 の企業経 営 の生産現場 にま きお こった「 生産管

理闘争Jを とりあげ, こう論じている。真の生産管理は

第二 の新生形態 にのみ存する。それはまさに生産管理

そのものである。従業員全員が経営の生産を全面的に管

理経営する形態であるからであるD。  真の企業民主 体

制は合理的能率制度に反するものでなく,実に相一致す

る。生産管理は能率を増進するやの疑間も, ここに解決

が与えられている。真の生産管理は,新 しき真の企業体

制そのものである。それはそれゆえ合理化体制にほかな

らない。生産管理は能澪を昂揚するのである 0。 生産管理

の行なわれる企業の様態は すなわち企業が本質的なものヘ

発展する一姿態でなければならない。かくてこそ生産管

理下では,意味あるものとなる。かかる生産管理下では,

企業関係の機能者全員が真理への途を誇らかに前進する

の沿持,彼 らすべて経営者たるの誇りに生き,同 時にみ

ずからすべての活動に社会的責任をもたねばならない 0。

山城理論は, どのような経営現象が,どのように生起

しようとも, どのようにでも対処 しうる特徴を具有 して

いる事実がわかる。戦争経済のときしかり,昭 和20年代

前半の混乱期にもしかりである。筆者はこのような理論

,  の「一貫性Jを疑わずにはいられない。山城理論 の「発

展Jとは,か くもたやすく,苦痛もな く,矛盾もともなわず

に,直進的に達成 していくものか。

ともかく山城の「全員経営者論」(批判者の命名による)。
'

には,本人が否定するイデオロギー場の問題に関して,

多々批判が寄せられている。それをいくつか聞いてみよ

う。
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山城理論は,ひ とにぎりの独占資本家を弁護するため

に「経営Jを労・資 。経の協同の場に仕立てて,「経営

者Jの中立的な役割を偽装し,そ こから資本家的経営の

自主性ないし合理性を基礎づけつつ,「生産管理Jの違

法性を積極的に喧伝 して経営権への抵抗に楔を打ちこも

うと企てた, という批判がそのひとつである D。 現在の

時点から回想 して, この山城への批判が的はずれでない

ことは,論者間の立場の相違はおいて筆者も是認しうる

ところである。つまり山城理論が,かつて敗戦後の企業

危機を背景にし「資本と経営の分離Jの観点から,い ち

はやく労資協調のイデオロギーを展開したの, と解釈さ

れる点は,あ まりにも当然のことになるからである。山

城みずから自説の主張は無色なりといいきっている,そ

の自負の念とは別個に,そ のような基本的疑念が山城理

論のイデオロギー性うんぬんという論点に関して提示さ

れるのは,十分わけありのことがらなのである。山城理

論が時代を超越 して妥当,通用する説として主張される

点は,そ うした意味関連― イデォロギー的には無色透明

といいながら, どの時代のイデオロギーともいとも簡単に直結

する素質をもつこと一―においてなのであろう。

したがって山城の主観的意図はさておき,厳然たる客

観的事実 (私有財産制度)を問題意識の埓外に放逐 し,疎

外 してしまうとき,そ こに似而非理論が,そ のスマー ト

さ,綿密さを誇りつつ発場するが, しょせんそれは真理

探求をすべき真の科学とはおよそ似ても似つかない ドク

トリンでしかなくなるだけでなくつ, そのような議論が

資本倶1に とってまことに都合のよい,あ りがたいもので

あることは疑いないの, といぅまた別の批判を甘受すべ

き余地が,山城のイデオロギー無色場に生じるはめにな

る。

山城は持論が社会主義体制にもあてはまることを主張

していたが,そ れではそちらの企業経営問題を研究 して

いる論者はどういっているか,聞いてみよう。山城理論

は民主化要請にもとづくひとつの<理想型>の形成に対

して努力をなし,そ の理想形成の結果を前提に議論をす

すめている。しかしこの前提― 山城なら「経営自主内 の

主旨にかかわるそれ一 が, はたして容易に成立するもの

かは慎重に考慮されるべきもの,と いわれている。山城

理論もひとつの理想型を描き,ひ とつの可能性を示 して

はいるものの,そ れがけっして現実の経営社会を正しく

描き出すものとはいえない0。 これが社会主義経営学

を研究する論者から山城「経営自主体論Jに対 して与え

られてい る回答=批判である。

山城が「経営自主体Jと いう観念的理想主義範型をか

かげ, これをあるべき経営未来像として「規範的Jに投

影した理論展開の方法は,イ デォロギー的にきわめて偏

向性に富む結果を生みやす く,現実の論というよりも,

もっぱらその「可能性Jにたよるだけにしかならない論

旨にとどまる。とすれば,経営学の構想としてそれが徹

底的に吟味を施されるべき必要があることになろう。

平井泰太郎は山城の「全員経営者論Jを論理的, 形式的に

はもっとも完全な説だが,それだけに問題を解明する接近方

法としては意味がなく,問 いをもって問いに答えるだけ

のことであると批判している 0。 また大木秀男は,山城

理論が問題の生じる基礎であるところの事実に内在する

本質をないがしろにしており,「理念J的な問題として
,

企業全体の問題を解決 しようと試みているかぎり,

批判されるべき点があるといっていた lD。 山城は,こ

うした批判に答える努力をどれほど実行しているだろう

か。山城への批判は,今 日まで40年近 くにわたり,同様

な内容がたえずくりかえされているにもかかわらず,ま

た加えられる批判内容が基本的にまったく変らない性格

のものとしてつづけられているにもかかわらず,山城の

理論がかたくなな, 自説の,一人よがりともみられやす

い「発展Jを他者に誇示しうるのは,当該論者との真剣

な理論対決を回避し, 自説の核心における問題点を隠蔽

しつづけられるからであろう。

山城は自分の経営学が実践的経営学=実践学であるこ

とを高 く標榜しているが,実践的なものは,い ずれも価

値判断と無縁でない事実 10を忘れ,こ の価値判断がイ

デオロギー性を発揮する「可能性Jに無頓着でいるのは

問題である。山城が自分はイデオロギー的でなく,無色

であるというとき,逆にはもっとも自分がイデオロギー

的であり,現在まで,そ のイデオロギー作用の働きの方

向や旗色が一方にかたよるのは,なぜであるのかを考え

てみたことがあろうか。山城の「経営自主体J論は自己

のひとつの<理想型>概念であるがために,実践的な経

営学上の価値判断と容易に結着 しやすい立論なのである。

とすればこそ,山城がイデオロギーとは関係ないとぃい

つつも,そ れは,特定の「政策 (論 )J的 目標を「 規範

的」に垂範する学説として,山城理論それ自体の圏域以

外においては,特定のイデオロギー的役割をよく果たし

うる「可能性Jを もつ。山城理論では,現実の経営のあ

り方そのものが第一に問題になるのでなく,今後の経営

鉦 しいあり方が,<理想>的経営未来像である「経 営

自主体J(論 )と の関連において,ま っさきに問題にな り,

あらゆる経営形態が, この経営自主体の方にむけて変化,

週亀 展開しつつあるとの認識が,一番大切なものとなる。
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山城はこう述べる。新生企業は政策的に望まれ,あ る

いはなんらかの必要のために構成せられるのではなく,企

業の発展はおのずから,ま た必然にそこに到達する。わ

れわれはその真の体制を確認しようとするにとどまるD:

そこではもはや企業モティーフとしての利潤もなく,価

値乗1余 としての利潤もない,こ れは新企業たるの本質的

特性である,と の。 山城学説は「必然論Jに導かれる

べき≪企業体制論≫を,ま えもって認識 しようと努力す

る点を強調する。が,は たしてこの山城の主唱は,資本

主義と社会主義をこえて理論的に妥当しうるか,確証は

今のところ与えられていない。山城の主唱は40年 にわた

る間,二貫して展開されているが, それが「必然論Jで あ

る現実的根拠も,「可能論Jである見通 しも,ぃずれも

与えられてはいなぃ。

山城は,経営自主体制は事実成立するし,そ の対境関

係たる企業体制もけっして単なる理想的なものではない。

かりにそうであっても,そ れは本質的なあり方であり,

これによって現実の企業形態が有する地位 。性格ならび

に意味などを了解し,解釈することができるという0。

筆者は経営自主体が事実上,成立する見こみがあるのか

疑間をもつし,い うところの「対境関係」という企業体

制も,ま さに理想的なものにしかならないと考えている。

これらの点にはすでに多くの批判が論者からあった。こ

うした批判を前提のうえで,「かりにJの話として,山

城が批判者に一歩ゆずることができたとしても,な お自

説は,その経営自主体というものの将来にむける「本質的あ

り方Jが現実をとおして,意味を了解,解釈しうること

で,な お正しいと独自する。これはもはや学問的論議で

はない。そこから遠 くはなれた個人的信心での問題であ

る。山城は了解や解釈という学的方法をたずさえなけれ

ば, 自分のいわんとする「経営自主体J(論 )の意味は理

解しえないとする。それならば,山城と同じ「了解Jや

「解釈Jをなしえない他者にとっては,山城の主唱はそ

れほど簡単に理解しやすいものではない。それこそ解釈

のちがいのために「対話」などは成立のしようがなくな

る。しかし問題は現実の経営に関していわれることがら

であるから,ま ずもってわれわれは「事実」の把握にお

いて,山城理論の「事実 J性を問うべきであろう。

山城理論は「事実Jに対する理想的,観念的解釈が優

先性をもち,「事実」そのものから「経営自主体」の性

格や特質を考えてはいない。経営の現実や事実の把持に

おいて山城と他の者とでは大きく錯綜が生じ, くいちが

いをいくたも招来するのは,そ こに原因がある。山城独

特の「 了解」「解釈」という方法を採用しえない他者にと

っては,≪経営自主体≫ というすばらしい「 経営未来像」

を描 くことのできる山城の立場=観念は羨望に堪えない

ものなのである。いずれにせよ山城は,みずか らが自身

に課 した問題提起―― なぜ了解や解釈という学的方法を採る
,

というような理解ができるのかということ一― に対 して, 少 しも

答えていない。それは自己「 了解 Jの域内で右往左往 し,

満足するだけであり,他者に客観的に理解,得心 しうる

ような理論展開をなしていない。観念的な≪ 規範学説≫

の悪弊の奔出する姿がそこにみえる。自説の眼 目である

「 経営 自主体論 Jの理想像 としてもつ,現実 との根底的

関係や,現実をその方向に定め認識するという論旨は,

山城 自身がいう確信 とは別に,ぃ かほど現実的妥当性を

具備 しうるのか,多 大な疑間がある。
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〔V〕 経営 自主体論の諸概念

山城が主張する経営 自主体論の概念 内容には,具体的

に各論的内容を構成すべきいくつかの領域的要素的問題

がある。それは,経営 自主体論の必然的展開において系

列上の論点を形成する諸問題である。と同時に,逆方向

の見方としては,そ れはまた,そ の自主体制論を支える

具体論 となるべきものといえる。

はじめに「 全員経営者論」に関する山城の主張を拝聴

しよう。山城の全員経営者論は,山城のどの著作にも書
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かれている重要な項目であるが, ここでは山城の昭和20

年代前半期の考え方を表わす書物に聞いてみよう。山城

はいう。経営の真のあり方としては,経営構成員全員が

経営者たるの観念に生きるものではなくてはならず, こ

の全員を経営者とみるとD。 この山城の主張の真意は,

ごく最近における山城自身の発言によって「全員従業員」

説であると評価されてよいものといいなおされてもいる 2)。

よけいな勘ぐりかも知れないが,筆者からいえば,企業

の構成員全員が経営者になるのと,逆に全員が従業員に

なる。そうとらえる。意識をもつ, ということとは, ど

ちらがたやすい志向性か考えてみるに,普通,経営者と

従業員が企業内で占める構成比率を配慮すると,一 目瞭

然としよう。

山城の意見にもどろう。新しき経営者は生産機能を担

任する全員である。機能を具体的に運営する全勤労者で

ある。経営者=労働者である。かかる生産体制こそ真の生

産上の人的組織である。かかる人的組織を基盤にし,物

的機構を機能的に配した企業体制が,正 しき企業のあり

方であって, ここに生産管理の真の姿も存する 0。 真の

生産管理は,非営利的な真の企業体制の下で成立するの

であり,営利的な資本家的雇主と,そ の被傭者との対立

の存するところには存在しない。。生産は,要するに人と

物との有機的一体の活動体,す なわち経営体として行な

われるからである D。

こうなると,全員経営者論から考察するとき,経営自

主体論というものの実体や機能の実現は,資本主義制にな

る企業が,いかなる形態や関係での意味にせよ,労資・労使

関係という形式で存続するかぎり,山城の口からは不可

能なりという見通ししか出てこないだろう。しょせん,

山城の全員経営者論 い全員従類 論〕=経営自主体論は

夢想上の絵空事,理想的産物であると評されるほかない。

いうところで 「有機的一体としての経営体J というく

だりなどは,山城が過去に批判を加えていた,戦時体制

下 において国家が定立 させた企業経営のあり方 (「 経

済新体制確立要綱」 昭和15年 7月 )と , 変わったとみなす

べき中身は表相的にはなにも見出しえない。山城がいう

「正 しい意味」とか「真のあり方 Jと いう定言用法で啓

示されるかのような企業経営の方途は,山城だけに展望

しうる「 了解 J「解釈」であり,他者が簡単に納得のい

くような発想でも主張でもない。それは,山城にしか通

じ

曇讐麿響hrflを さらに山城に聞こう。真のある

べき体制としての企業の新生形態は, 企業の生産的各機能

を分担する全経営者,すなわち全勤労者の総意による経

営の体制である。作業,管理,経営,い ずれも経営の生

産的機能であり,機能的に, この各々に従事する全員は

すべて平等である。彼らは全員機能労働者であるととも

に,経営者である。この全経営者の総意による,経営者

が,経営者によって,経営者のために経営する体制であ

るの。山城の主張する新企業の民主体制は,結局,合

理化,能率化を意味し,そ れでこそ真の民主的生産体制

であり,真の企業になる。すなわち,新生企業は生産機

能を分担する全員の有機組織体であり,組織的合理化そ

れ自体である。生産の組織性をそのままの形で生かしな

がら,新企業が構成されるつ。資本主義的生産関係の場

においてこそ, このような山城の立場もなしうるのだろ

うという点はさておき,経営構成員の機能上の平等性を

てこにして,全員経営者論◆全員従業員を講じる姿勢は,

まさに山城のいうとおり,資本主義と社会主義とを問わ

ず,完全無欠な理想像を概念的には提供しうるものかも

知れない。しかしながら,そ れはそれとして,山 城の主

張は両体制の理念と現実の問題を, ともにことごとく無

視 した,単純な「生産力J論にしかならない。そこ 〔両

体制〕では,な お,機能上の平等性ということがら自体

が,論議の対象になりうるはずである。筆者が,山城理

論をこれが「生産力理論 Jで あるという面から批判を行

なうのは,た めにする論難ではなくして,そ の主張にお

ける歴史性問題の全面的剥脱という基本特性を確実に指

摘しておきたいがためである。山城のいう「全員経営者

論」〔→全員従業員論〕は社会主義理想ですら,いまだ遠

い先の,ま ったくその予測すら,ろ くに定まらない願望

であるとみなすのが穏当なのに,機能上の平等性という

一契機に着目して,経営の「真のあり方Jが正 しく達観

できるならば, これほど楽な稼業はないのが経営学研究

に従事するわれわれの仕事ということになろう。 
′

つぎに山城の「対境関係」の理論主張とはなにか考え

てみよう。この対境関係とは,経営の支配主体が資本だ

けでなく多くの利益集団にあり,そ の支配対象は経営自

主体全体であるとする。すなわち経営の組織的機能も維

持機能も含む広義の全面的経営の自主化であり,経営の

外なるインタレス ト団が経営に対 し,各 自の利害の立場

で拘束や制約を与える。その結果,経営者支配でなく利

害的支配関係こそが,資本と経営の完全分離下の支配で

ある 0。 ここでは経営学の一般知識でいわれる「所有と

経営の分離」を,一躍こえ,つ きつめた概念把握が提示

されている。つまり,そ の「分離 Jに つづぃて出現 し,

展開してくるはずの「経営者支配」の問題をぬけ出て
,

経営者群も経営の自主化という基盤に対しては,諸利害
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関係者のうち,た だの一集団の位置をえるにすぎず,そ

の他の諸利害関係集団に並行して,「経営自主体 Jに対

面し, ともに均質 。対等に支配するという<対境>関係

を形成するにいたる, というのである。問題は山城のこ

うした主張が,現実の場合に,い かに対峙しながら提出

されているかにある。

論者の諸批判が山城に集中するのは, この点に対 して

なのである。筆者から判断するに同じ「規範学説Jに位置づ

けるほかない,藻利重隆によってさえも,既述のように,

まず山城理論の全体的特質について,山城の見解には規

範的色彩がまつわりついていることが指摘されていたの。

これが山城とは立場を若干でも異にする論者の批判は,

もっと痛烈である。その論者の見解を聞こう。今度は,

山城の「対境関係Jに おける諸利害集団のあり方に関す

る批判である。利害集団というからは<利害>の対象に

なるものがあることを意味するが,かかる利害の対象に

なり,関心をもたれるのは無色の管理組織 (道 具)で は

なく, まさに価値的内容をもった経営組織 (存在形態)で

なければならない。経営組織を体制関連の下でとらえる

からには,資本を利害集団としてみる一般の見方を承認

することはできない。資本― ないしそれによって支配さ

れている経営組織―― は制度的拘束の主体ではなく客体

である0。 この山城への批判をよりはっきりさせるとこ

うなる。山城の「経営自主体」は一 資本制的な一一回直

的内容を完膚なきまでに脱色しうるのかという点と,客

体であるそれ (資本。経営組織)を 主体 としての一成員

→利害者集団のひとつに変換できるのかという点である。

この付近の問題は山城においては二気に「規範的Jな方

向をもって,力 づくで無理やりに解決させられている。

もっともその方法は,極端に観念的な強引さを基本的態

度として達成されているのだが。

山城の「対境関係 Jは機能的な平等性という事由から,

各利害諸集団が対等,均質の関係にありうるものとして

位置づけられている。しかし,そ れ以前の問題として
,

現代経営学は,複数の目的をかかげるだけでは記述には

なっても理論にならないと考えられ,諸 目的間の相対的

比重をさらに問わねばならないのではないかlD, とぃぅ

指摘を受けている地点から一挙にぬけ出て,「対境関係 J

を主張するのは,理想主義的な観照の立場をおいてほか

可能とはならない立論であろう。ここではいうまでもな

く,複数の目的とは諸利害者集団の関連性問題を意味す

ると読みかえてよいものである。

それでもなお,山城はこういう。「所有と経営Jの分離

は,いまだ実現せざる抽象論であるとされても, これを

動向としてまたあり方として立論することは,け っして

雲をつかむユー トピアのごとき非科学的主張ではない。

事実これが社会的制約によって成立しないとしても,経

営のあり方はかくかくあることが主張する立場はあるはずで

ある。すなわち完全な経営自主と分離の状況や経営者観

は経営の立場で真実として考えられる観念である。経営

学の考え方,経営者の観念,経営論的な観方というのは,

つまりかかるあり方に立って観ることである。このよう

なものによってのみ諸々の現象や事実の経営学的なまた

経営論的なそして経営者としての解釈や理解が可能にな

るという1夕 。筆者 も含めて皆が,山城にたずねたいこ

とは,「経営の立場Jで真実と考えられる観念が,な に

ゆえ非科学的にはならないのか, この問題自体に対する

説明なのである。山城の経営論が,い つも雲をつかむよ

うな立論だから,い ろいろ批判が生じ, この批判が山城

学説の根幹にかかわる重大な論点になるにもかかわらず ,

ただ山城側からそうではないと,超越的反批判が平然と

論証なしに復唱されるだけでは,山城理論に対 して他者

が強 く感得するほかない,そ のぬきがたいユー トピア性

― 非難の的としての一 という印象をぬい さることは,

とうてい不可能であろう。山城の「経営の立場Jが真実

なる観念だとされても, これがひとつの主張として,存

在するほかないとすれば,ま た他の「真実 Jだ と申し立

てる立場からの批判が,各種あってしかるべきであり,

こちらのこうした諸「批判」は無視しながら,対話どこ

ろか,ち っとも接触 。対面もしえないような,山城「経

営自主体論 Jは ,土台,説得力をそなえもつ主張にはな

りえない。いう内容で,動向,あ り方,ユ ー トピアでな

い,非科学的主張でない,社会的告1約 ,か くあることが

真実だ,「経営の立場」,そ う観る,等 々の語句の相互関

連的な全体像・立体観が,他人にはどうしても,明解で

も説得的でもないことは,山城本人においては大した問

題ではないらしい。

だから山城の経営自主体論では,以下で言及するごと

くの諸論者の批判などは眼中にないかの様子である。た

とえば,株式会社の支配概念のなかで,機能支配と無機

能支配とが明瞭に区別されておらず,両者が混合 して用

いられ,論旨の不明確をきたすはめになっている10,と

いうような指摘は,山城においては問題意識の圏外に追

いやられている。いくら真実の経営のあり方を追求する

山城の立場が尊いにしても,どのような「 了解 Jや「解

釈 J,「観方」をすれば,山城のいうようないろいろな理

解が出てくるのか,すなわち現実軽視の立論が可能になる

のか,山城以外にはわかりようがないのである。資本家,
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株主が「経営自主体論 Jで は「対境関係 Jの なかで,一

利害者集団としての地位 しかもちえないゆえに,上述の

支配問題に関する区別の論点などは棚上げしうるのかも

知れないが。

また,た とえば,学者が一― ここでは山城のことをさすと受

けとめてよい 一現代経営者は,株主,従業員,公衆など

「全利害関係者 Jの 利益のために経営を行なうようにな

ったというゆえんについて,そ れは企業の場格が本質的に

変化してきたからではなく,依然,資本体なのであって
,

ただ従前のような方法と程度では,利益の実現と収支の

バランスができなくなってきたと考えるのが穏当であろ

う,と いわれているの 。この見解は企業の現実に関し

た真実相を捕捉 しようとしている叙述であるが,山城の

主張とは全然かみあわない考えを残すものである。もち

ろん, これは山城理論側における「経営の立場 Jの「真

のあり方 Jを念頭におけばの話になるけれども……。山

城の経営理論の焦点を形作る「経営自主体」(論 )は,現

代企業の存在的制約や限界をいかに理解するのかという

点で,現実をはなはだしく軽んじる性癖をもっている。

山城の「対境関係 Jに 関する理解にういては,比較的 ,

山城に近い経営理論上の主張をする論者ですら,所有と

支配の分離によって,経営は自主的な地位を獲得するが,

経営者は株主の利益を含む会社全体の利益に対 して受託

者の地位にある,と いっている 15)。 ここで「 自主的な

地位 J「株主の利益を含む会社全体の利益」「受託者の地

位」という語句は,山城の「経営自主体」(論)と相容れない含

意を示唆している。また他の論者は,企業の自己金融の

増加と経営の自主化をむすびつけることは早計であり,

双方の可能性は問題の次元が異なる。せいぜい双方が全

然無関係とはいえず,経営自主化は自己金融を可能なら

しめる多 くの要因のひとつであるにすぎないと述べる10t

このように山城理論の「経営自主体」(論 )は ,山城自

身以外の人士には,そ の理解がきわめて困難なことは,

むろんのこと,主眼点の主張に対して徹底した反論が広

範囲に提起されてもいる。こうした状況では,山城学説

は日本の当該学会・界において, これへの若干の亜流的

追llt者 を除外 して一 もっともこれらの追随者も,そ の観

念的理論性については,山城の足下にも及ばない一弓 誰から

も支持されていないことが示されている。山城が懸命に

なって自説の「正しさJを高調するほかない事情 〔孤立

無援〕は,そ うした事態にまざまざとみてとれよう。

注

(1) 山城 章『企業体制』新紀元社,昭和25年 , 133134
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基本問題』泉文堂,昭 和2年 ,277頁 )。
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(16) 古林喜楽・ 山下勝治編『経営理論と経営政策』中央

経済社,昭 和34年,〔 森 昭夫稿「 自己金融の財務政策

的意義」〕 217頁, 219頁。

〔Ⅵ〕 公私企業接近の原理

さて山城の「経営自主体J(論)に ついては,前項ま

で論及した内容で説明がなされたわけだが,それは「経

営の立場」に関する正しい「観方」であるがゆえに,今

度は現段階の企業をいかに把握 し,理解するか, またそ

の経営自主化の方向をどのように現在的に捕捉するかと

いう課題が,山城経営理論においてひとつの大事な課題

となる。これが「公私企業接近の原理Jで ある。

この原理の説明を山城に聞こう。こう述べる。公企業

も行政と経営の分離の発展線に沿うて自主的企業体結」ヘ

と発展し,私企業も資本と経営の分離によって経営自主

体を漸次生みだす。そしてこの段階では公私企業形態は

もはや公私の区別もなく相一致するであろう。これこそ

まさに真の意味の接近である 1)。 この山城の「公私企業

接近の原理」は, くわしく図解を添付 した,最近の山城

の著作 2)(村 山元英・郷原弘との共著『日本的経営の構築』昭

和04年 )の なかで, さらに説明されている。

なぜ, この原理が提唱されなければならないのか。山

城は,企業形態とは, もっとも本質的な発展の極致たる

真の企業のあり方,すなわち企業体制にむかって現実の

企業形態が発展していく段階において色々に表われてく
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る形態のことである。それ 一―企業体制一 が企業が企

業としての真のあり方を意味し,公企業にとっても私企

業にとっても本来のあり方になる, と主張する3)。 ぃぅ

なれば,山城の企業観は,企業の「真の正 しいあり方」

を発展的にとらえる原理上の思考方法として一番純正で

あり,かつまた真のとらえ方を一 具体的には「公私企業

接近の原理」→経営自主化の方途によって一―しているという

確信と自負を裏づけに発想されている。問題はこうなる。

たとえば同じ「規範学説Jで も,筆者から観察する場合,

基本的に同質同類の「経営未来像Jを規範的・理想主義

的に垂範していると解釈できる山本安次郎の「経営の立

場J=経営主義経営という規範的経営像と,山城の「真

の正しいあり方」で把握され示唆を受ける「 経営の立

場J:経営規範像 (経営自主体)の あいだには, そのと

おり,大きな懸隔はなく,将来にかける≪理想像≫は,

まったく本質的に同じである。だから当面する,山本と

山城のあいだにある「経営観Jの最大の差は,な にかと

いうと,それは現実の経営のあり方をいかに認識するか

のちがいにある。本来,理想的な「規範的経営像Jの表

象は,識者の頭脳のなかでいかようにでも作られうる対

象ゆえ,それこそそれぞれの識者の自由裁量領域に属す

る精神的営為活動の所産であることになる。山本と山城

の「経営未来像」の究極的な理論上の根本的共通性がど

うあるかの問題はともかく,現実的に今の時点で,両者

の現実の経営に対する≪経営像≫に関した理解を問うこ

とになれば,見逃しえない決定的な相違がある。この点

は既述中で論及があった問題である。

問題の核心は,将来における「真の正しいあり方Jと

しての経営未来規範像を尺度に用いて,現実の経営に対

し,真のとか,正 しいとか, という一方的断定的解釈を

施すのではなく,実在する経営の的確な把握を前提にそ

うした「 あり方Jを どうとらえ,構想するかにある。む

ろん, この筆者の見解は,やむなく政策 (論)的な経営

理解を示すように要請されたと仮定しての主張である。

一人山城が, 自分の経営観が,未来に展望する関連から

みて, また現実に応用する意図においても, ともに経営

の立場としてもっとも秀でた見方になるという。しかし

この見方を,同 じ範 疇の経営未来観を結論的には構築

しようとする山本安次郎の経営の立場から導出されてく

る,現実の経営に関した見方と対照する場合,双方にお

いては共通項よりも,肝心なところで反撥する論点が多

く存し,な おそのうえ現実の経営観に関しては衝突する

特性を各自が有 している。とすれば, まず この両者の

「現実の経営」理解における優劣のほどを秤量してみな

ければならなくなり,山城がいう未来への「経営像」と

して自説が最高の見方である云々の問題などは論外のも

のになりかねない。

敗戦後はじめて発刊された自著単行本のなかで,山城

は「公私企業接近の原理」の根拠を, こう説明している。

新生企業は,資本の所有から自主化 (Atltonomisiel lllg)

による,生産的な自主体であり,資本所有者の人格的支

配から分離し,客観化せる (Die Entpersbl■ liclllllag des

bitZeS Od. des Ei[委 niは1ls. Die obJektiViemng des Un―

ternehmens)生 産公器である。しかして独立的採算と経

済計算を基礎とする自主企業体である。これは,ま た客

観化されるだけでなく,さ らに一歩をすすめて,構成員

たる生産人すなわち全労務者,新 しき意味の新経営者の

個々人の立場からも,一応非人格化され,配分関係から

独立し,生産上, 自主体たる活動を営むものとみる。換

言すれば,資本出資者ならびに構成員の生活,家計のみ

のための企業体と理解しえない。配分上,当 該資本家の

ものでもなく,ま た当該労働者のものでもない。全社会

人類の公器として,生産上,企業自体の採算的自主生活

をもつものである 4)。

山城のいうところでは,「生産上,企業 自体の採算的

自主生活」を営む担当機関が,「経営 自主体Jになるの

であり,公 と私とを問わず,企業はこの方向めざし,発

展段階を順次ふんでいくという見方が,現実の経営の「真

の正しいあり方Jを表わした理解だとする。山城のこう

した「生産力」論的経営観にもとづく「公私企業接近の

原理Jは ,現実の経営に対する分析視座として,いわゆ

る「生産関係J的側面の全面的な軽視― そこに必らずか

らむはずの歴史的特性問題を放郎すること一―を抱きあわせ

にした原理であるといえよう。

生産と配分の両域をとおして,企業の機能,役割を,

その「 自主体J性や客観化に着目して論ずるという観点

は,家の経済すなわち家政経済がまったく根源的なもので

あり,完全な内的結合であるのに対 し,企業体 0業と組

合)は外的結合である5),と ぃぅ理解と引きあわせて考

える必要があろう。というのは,山城は,有機的国民経

済の細胞として国家の支配を受けながら,なお自主生活

をもつ個別経済を,われわれは経営共同体 (BetriめSge

md、chaft)ま たは経営共同体経済 (経営経済)と 名づけ,

この経営共同体と国家の結合では慎重に,す なわち前者

の自主体を尊重しながら国家支配に徹するに, ここにふ

たつの結合関係である中間統制団体 (統制会)と指導者原

理 (国家の権力的支配の指導化)と が, 用意 されるべきと

いっていたからである
6)。 この山城の主張は戦時体制期
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における見解である。ここにおいては,国家的次元での

「生産関係J的側面に対する顧慮の問題はひとまずおく

として,「経営の立場」という次元で,「生産関係J的側

面の問題への考慮は,ま ことに稀薄であり,ほ とんど考

えられていないといっていいほどのとりあつかい方にな

っている。このように「公私企業接近の原理Jと は,お

およそ現実の経済や経営をかこむ事情背景についてみる

に,そ の歴史的発展の模様やおかれた歴史時代状況を,

一見尊重するかのようで実は根底では無視し,陽実の経

営」のあり方の問題をないがしろにするかたちで,提起

される一原理なのである。

山城に共鳴する姿勢を示しているある論者の意見とし

て,竹中龍雄は,経営学の研究課題を広範にとらえ, こ

れが公,私企業に共通にあてはまる経営経済の論理追究

になるとして,広い意味における経営技術の解明を目的

にするけれども,それだけに終始せず,公,私企業の本

質的特徴をも分析 し,おのおのの企業の経営が具体的に

いかなる現象形態をとるか,ま たいかに経営されるべき

か等をも, 調調しなければならないという
7)。 さらに,公 ,

私企業の相互的接近傾向の分析を通じて,公企業それ自

体の研究にひとつの進展をもたらす機会をえられるとい

ぅ8)。 しかし竹中は, この傾向の存在が確認されるにせ

よ,そ れが純粋の姿においていわゆる経営自主体として

存在 している場合はきわめてまれで,山城のように私企

業の分野において,か くのごときものが相当広く成立し

つつあることを論じている点に対して,それはただ,少

数の場合に,む しろ例外的に発現をみているにすぎない

と批判を加えている 9)。

山城の「公私企業接近の原理」〈→「経営自主体」論の導

入と展開)に ,か なりの程度共感を示す論者でも,上述の

ような批判を与えなければならないような,その学説理

論の現実離脱性は,く規範性>の過度な含有を不可避の

ものにしているといえようoすでにその名の出ていた,

そして, 山城学説に相当に理論的な親近性をもちうる

一一「規範学説」としてだが一―占部都美は,公企業の経営

学的研究があたかも組織形態論的研究であるかのように,

自己の立場を狭 く限定する山城の立場に関して,一定の

公経営が特定の組織をとるがゆえに,それを企業と規定

することは,結果からして基本的原因を決定する方法で

しかない,と 批判している10)。 さらに占部は,山城の

「 自主企業」に対し, これはひとつの理想型概念であっ

て,現実の制度として公的支配からまったく独立の経営

の自主性は考えられず,公的支配を欠如した公企業形態は,

は,公企業概念自体を自己消滅に導 くものにほかならな

いとも批判を重ねている11)。            |
占部の批判にあるような,山城の「経営自主体」概念

は<理想型>で あるという指摘,お よびそれが公的支配

からまったく独立した経営の自主性は想定できないとい

う批判は,山城の「経営自主体J論や「公私企業接近の

原理Jと いう理論主張の源泉を知っている本稿の究明に

とってみれば,十分にその底意を窺知しうるところとな

る。というわけは,山城の学説理論の中核部分を形成す

る「経営自主体Jの構想が,かつての戦時 。戦争体制期

における≪有機的国民経済の細胞として国家の支配を受

けながら,なお自主生活をもっ個別経済≫=「経営共同

体J「経営共同体経済 (経営経済)Jを抱きながら,発せら

れた事実を回顧す るとき,そ の点はより鮮明な問題

になるにちがいないか らである。ところが,敗戦を

機に,公的支配 :国家支配のタガーー戦時体制中でもこの

タガがどれほど実効していたか疑間であるが一― が, ゆるま

り,はずされ,いわゆる「国家独占資本主義」的経済体

制 (い うまでもなく,戦時体制期という質的断絶 〔?〕 をはさ

むとともにその前後に連続性を有するもの)の本格的な進行

をみるようになってからは,山城の「経営自主体J論や

「公私企業接近の原理Jは,も っぱら企業倶1の 内生的要因

の発展,伸長をまつほかない主張となり,過去において

期待 しえたような「国家」的枠組としての「生産関係」

的側面から組みこまれる方向で,そ の山城の主唱を支え

ていた基盤は喪失 した状況となった。ここにいたって,

先ほどの占部が提起 した山城への批判のごとく,山城が

現在の時点一 日本の敗戦以降― における主張では,現
実の制度としての公的支配の関連問題を傍にのけたまま

で,ただ組織形態論的研究の方面だけの検討によりなが

ら,「経営 自主体J論や「公私企業接近の原理Jを高唱

することになった。そこでは,過去において強固でかつ

また構造的な与件であった「国家の支配Jと いう関連間

題にはほおかぶりをきめとんで,非常に苦しい<理想型>
的な「経営の立場Jを後楯にしつつ論旨をおしすすめる

ほかない始末となっている。

こうした文脈から推論していくに,戦時期に構造的契

機として前提じえたころとはちがい,今や山城が「経営

の自主化Jを構想するための重要不可欠の与件であった

「国家の支配」をとりこめない現在となっては,山城の

理論に対して,つ ぎのような批判が生じてくることとな

った。すなわち,公企業論の話となるが,国家の経済理

論的措定を必須条件としながら,公企業はこの前提のうえ

にはじめて経営学的認識の対象となることができる。こ

の基本的な視角を欠 くために公企業の意識的性格に固執
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することで,恣意的一面的な判断を行なう。その典型例

が山城理論だというのである 12)。
山城の「 経営の自主

化」や「公私企業接近の原理Jが生まれ出た経緯を知る

者にとって, この山城への批判点は内容的にまず適合し

うるものだが,なお形式的には全面に妥当しない要素も

含まれることを指摘 しておきたい。しかし,現時点にお

いての山城理論の特徴に対する批判としては,形式,内

容ともに「批判」として十三分に適用できる。

さらに,山城は経営学的な立場に立って使用価値生産

のための単位体たる「経営Jの発展,すなわち「所有 (行

政)と 経営の分離J, したがって「経営の自主化Jに ,

公企業成立の最低条件をおき,こ れをもって「純粋行政企

業Jを公企業から除外 している。けれども「経営の自主

化Jは公企業の内部の形態変化について, もち出すべき

尺度であって,公企業の成立にとっては無縁であるとの批

判がつづいてある13)。 この批判は,企業内部の組織 (論)

的な形態変化に固執 しているという点で,先ほどの占部

の批判と論点を共通にする。また山城が企業の「生産力J

的側面→使用価値生産としての経営問題を,そ の「経営

の自主化Jや「公私企業接近の原理Jと いう一種独特の

狭隆な視点からみて,専断的な手法でもって分析を行な

う点をも,そ の批判は教えてくれる。ともかく,山城理

論に関しては,そ の「経営自主体」論や「公私企業接近

の原理Jと いう焦点に,関係する経営学上の諸課題すべ

てを無理やり押しこむ処理が強行されているといってよ

い。そこでの山城学説の問題は,社会科学として歴史性

の要因問題にどう対処すべきなのか, また基幹において

経済科学である性格をもつ経営学が研究対象にする企業

の経済的本質や特性を,いかに検討 し関連づけるのか,

というところにあることになろう。
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〔Ⅶ〕戦時経営学と山城理論

前項までの考察をとおして,だんだん明らかになった

点は,戦時経済体制が山城理論に与えた影響である。山

城は戦時期にあって, この体制に能動的に応ずる姿勢を

とっていた。すでに当時から,「経営 自主体Jの構想や

「公私企業接近の原理Jを積極的に提唱している。重要

なことは,山城みずからの発言として,今 日もその立場

には変化がない,連続 している, 自分の立場は終始一貫

している, と直接その回からいわれる点である。本稿で

既述のように,山城学説の理論形成の淵源は「戦時J期

の経営学発想にその出立点を求めてよいのである。山城

の『生産拡充と利潤統制』 (昭和17年)や『新企業形態の

理論』 (昭 和19年 )を ひもとけば, その点ははっきりして

いる。敗戦をはさんで,戦時体制期も, またのちの戦後

経済においても,山城が自分の回から述べたごとく,山

城の経営学上の立場に変化はなく,一定の理論的一貫性

を維持 してきたということの認識が大切である。筆者か

らみれば,「変化Jと 解釈したいふしが散見される山城

理論の発展は,山城にいわしめるに自説の「発展J「成

長Jを意味するだけのことらしい。このことの理解にお

いて,山城自身の自己に対する理解と,筆者の山城に対

する分析見地とは相反する評価を導 くことになる。

そこで筆者は,戦局も押しせまって日本が敗戦を引き

のばすほかはなんの手だても見出しえなかった昭和20年

の初期に公刊された,経営経済研究会 ・増地庸治郎編

『戦時経営学』1)(昭和2α手2月 )のなかに掲載 してある山城

の論稿「経営価値論の構想Jを ,考察の材料にとりあげ,

山城学説の歴史的本質と理論上の始源を探索 してみたい。

山城の同稿中の叙述内容をひとまず順を追って参照し,

その主張の理解に努めてみよう。

経営価値論は経営 (経済)学のひとつの体系をなしえる

ものであり, また重要な体系のひとつとなる2)。 しかも

その内容はもっとも重要な基礎問題となる。経営経済は

社会的にひとつのまとまりある経済単位を形成 し,生活

単位体として活動生活を営みつつあり, これはそれ自体

社会的な経済有機体であり,共同体であるともいえる。

また経営経済は欲望充足めざして活動している。ここに

経営経済自体の価値が成立する3)。

経営経済学には,機構論・組織論の問題と価値の流れ・

一
）

（　　）
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価値循環の問題の二つ以外に「生活論Jがある。この生

活論は具体的内容, レベンデッヒな行動がとりあげられ

なければならず,「価値論Jは これらを全体的,生活的

に綜合した原理となる4)。 この「価値論」はH.ニ ック

リッシュの主張する経営構成と生活論と計理論の三体系

のうちの経営生活過程論と類似な構造で考えることもひ

とつのいき方である5)。 要は生活的組織体として「経営

価値論Jを考えることこそ,組織生活と価値の流れの有

機的把握が可能とする。換言するならば,社会的経済的

有機体としての企業あるいは経営は実に価値生活を中心

的なものとしていること, この価値生活自体を主体的に

生活そのものとしてとりあげ,単なる組織のみでもなく,

また価値循環の現象のみでもなく,組織と価値の流れが

有機的にむすばれて行動 しつつあるままのものをいわん

とすること, されば「経営価値論Jは経営経済学体系の

うちで, しごく重要なるものとなる6)。

こうした山城の「経営価値論」の立論内容は,社会的

経済的有機体としての企業経営→経営共同体論の考え方

を,当 面は別にしておくと,「組織の問題Jと 日価値の流

れの問題Jの有機的結合において企業の経営が主体的に

行動する (→価値生活)な にものかを意味させようとする

趣旨から判定するに,今 日われわれに与えられている陽

代の経営学Jが現実の経営を理論的に把握しようと努力し

ている対象と同一のものを論じているといってよい。問

題は,ニ ックリッシュとの共通性, および山城のいう

「経営価値論Jが さらに合意 しようとねらっている論点

にある。

山城が「価値論Jと いうのは,技術的なあるいは物的

な手段体る
と経済的なるものとが有機的にむすびついて

いる有機体としての組織体における価値生活全体を意味

すべきそれである。しかし山城は, ここではそれを狭義

に解し,経営生産活動を中心としてみた価値論も可能で

あろうから, これは生産的活動過程の価値論であり,企

業組織体の価値論 (価格論)に対し経営組織体の価値論

になるという7)。 ともかく「価値論」は経営経済各員の

活動ではなくして,経営経済体の価値生活原理である。

この理解によれば,従来「経営価値論Jは経営経済学の

いかなる分野でも固有にはとりあつかわれていないもの

なのである8)。

山城にとって「経営価値論」の構想の重要性は以下の

論旨のなかに看取できる。すなわち国家的 (ま たはより広

域)な経済範囲を一丸として一種の経営経済が成立し,

その内部では,消極的価値生活と経営外的価格生活とが綜

合せられている。この有機的な綜合を,有機的価値〒価

格生活とよんでよい9)。

山城の,経営経済学の基礎理論としての「経営個嵩金」
→経営価値概念の基本的構想はこうなる10)。 経営経済

学は経営すなわち経営共同体の経済生活を対象とする。

かかる経済活動を営める経営共同体,経済的営みの主体

としての経営共同体を経済経営休または経営経済と名づ

けるならば,そ の学は経営経済を対象とする。したがっ

てこの学は経営経済の機構または組織論と,そのうちに

おいて営まれる生活論とから構成される。しかるに機構

と生活とはもと別々なものではない。機構における生活

であり,生活せる機構にはかならない。この生活実践の

統合原理としてわれわれは経営経済における「価値論J

を考えねばならない。これを「経営価値論」といおぅ。

こうした山城の「経営価値論Jの構想とその展開は,

筆者が前項論述中の分析において抽出した点,つ まりそ

こでは根本的に欠落していると指摘されていた「生産関

係J論的 。
「価値J論的な論題を,実はもともと含む内

容となっている。 しかしながら, この山城の「経営価値

論Jが, 日本の敗戦以降,その理論展開の方途において,

いかなる進捗→連続性を体験しえているのか,他者であ

る筆者には必ずしも明解ならざる点に重大な問題が伏在

するといっておく。さらに山城の見解を聞くに,そ の連

続性→脈絡のあいまいさの原因は, 日本経済の戦時から

平時への推移の状況ときわめて密接な対応関連があるこ

とに求められそうである。

山城はいう。経営価値はまさに経営の経済生活におけ

る実践原理である。また経営価値は,生活実践のうちに

はたらくもっとも根元的なものであり, これこそ経営実

践の「主体的真実性」である。「価値論Jは,経営体自

体にもともと具有せる客観的に所与の価値を間うのでな

く,そ の生活がいかなるゆえに価値をもつか,生活上い

かなるゆえにどの程度の意義をもつかが生活的に問われ

る。かくのごとく,経営価値は経営自体に客観的にそな

わった価値ではなくて,そ の生活上の意義なのである。個

人的生活意欲,たかだか家政の生活目標にとって意義あ

るものとして経営体の生活が考えられた場合もないので

はないが, これは営利イデオロギーによる所謂企業的な

あり方であった。経営共同体の経済生活実践におけるあ

り方は,それを包括 し,そ の母体としての国民経済にお

いてのみある。 したがって経営価値は経済経営体の国民

経済にとっての意義として解されるべきである。

以上の山城の「経営価値論Jに関する具体的な主張内

容は,国家主義的な,国民経済の側に重点をおいた,職

時体制期」の経営理論の開陳であるという特質をみせて
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いる。この「経営価値論」が,敗戦以降の,大変多産的

な山城の文筆活動において陸続と公刊されてきた諸著作

を吟味するに,必ずしも明解なかたちで連続性をもち発

展していないことは,そ うした山城学説の具備する歴史

的発生的な理論特質にさかのぼるなにかに,その真因が

求められてよいことを意味している。もっとも,営利イ

デオロギーによる「企業的なあり方」という問題に関し

ては,「経営価値論Jに接続性を有すると推察できる戦

後の著作が,山城にないわけではない。だが,それらの

うちの著作,代表作的にはたとえば『経営価格政策』(昭

和31年 )は ,戦時体制期の書物における主張や立論と,

根本的にみてどう関係があるのか,上述の指摘のように

必ずしも明らかになっていない。さらには山城の,それ

以前の戦時体制期における別著,た とえば『価格統制の

研究』 (昭和15年)と の前後関係も考えあわせてみるに,

不分明なことがらが少なくない。この論点は,若千なが

ら,本稿ののちにおける検討対象としてみたく考える。

山城の戦後における諸著作は「経営自主体」や「対境関

係」という研究上の主題を浸透させようとする努力がは

っきり表現化されている。それゆえ, これと戦時期の社

会的経済的有機体論としての「経営共同体J論を対面さ

せ,追及を行なっていこう。

山城の戦時期「経営価値論Jの論点にもどろう。山城

は前述のような「経営価値論」のとりあげ方は抽象的で

あったので,さ らに今‐歩前進して,「経営価値論Jは ,

単なる経営機能やその手段性の問題ではなくして,かか

る機能意義 (国 民経済べの手段価値または機能価値)を さら

に経営体みずからにおいて反省し, 自覚する生活態度の

うちに存する
ぅ
いう。すなわち, 自我の意識といわれる

ものにこそもっとも根元的な価値意識があるからである。

もっともここに自我とか主観とかは人の共同体たる経営

共同体の主体である。この主体性すなわち経営の実践的

意義のもとにみなおされて,抽象的形而上的なものも具

体的なものとなる。なかんずく,経営経済は国民経済に

包摂され,そのうちにおいて生活しながら, しかも経営

経済の自主生活を営んでいる。

しかし経営と国家または国民経済とは,単純な全と個

の関係, 目的―手段,あ るいは有機的むすびつきとして

理解しえざる,生活としてもっと深いものがある。すな

わち分岐体,細胞と考えられるものみずからに生活主体

としての自主性があるからで, これを自主体とよぶ。こ

の自主体を問うことで両者の生活的綜合が明らかとなる。

経営自主体の経済生活は, これを包括する母体として国

家または国民経済の生活持続を肯定し, この国民経済の

意欲をみずからの意欲として自覚 し, その実現の生活

一 生活遂行の機能 一 を営むのである。経営自主体の生

活においては経営みずからの生活意欲をより充実するこ

と,す なわちみずからの生活を強靭にし維持することが

実に母体たる国民経済の生存活動の維持と強靭化なので

ある。経営経済の生活はみずからの意欲,みずからの課

題をもつがごとく営まれ, これが国民経済の意欲と課題

の達成を結果する。この関係の確立がすなわち経済の計

画化,統制化なのであり, この関連は経済の基礎地盤に

おいてすでに成立しつつあったところのものなのである。

経営価値論は,そ うした生活の自覚にあり,経営体み

ずからの生活がもっとも充実 して合理的に行なわれ′こか否

かの自省のうちにある。すなわち,国民経済への意義が

どうであったかを形而上的に自省するよりも,国民経済

からの課題たる自己の生活自体が最高の成果をもっとも

合理的に犠牲 すくなく果たされたか否力堆 自省するところ

に「経営価値論Jがある。かくして「経営価値論」は経

営体自体の経済生活の合理性にとって, どの程度の意義

があったかの問題として考えられる。この意義の自省は

具体的には「経済性概念」によって表わされる。

経済性概念によって表わす経営価値論的な把握のしか

たこそ,ま さに経営生活体験の真実なるものに到達する

主体的把握のしかたであって,経営を外界の生起の現象

的存在として外倶1か ら分析するがごときのものではない。

所謂主体的把握においては,価値論として表わされる経

済性こそ経営行為の指導原理であり,経営実践の主体的

真理であって,生活のうちにはたらく根元的なものであ

る。経済性からこそ経営の実践理論,主体の理論が表わ

さオ■る。                      ´

山城の「経営価値論Jがいきついた地点は,経済性こ

そが,経営生活体験において真実となるべき経営実践の

主体的真理であり,生活のうちにはたらく根元的な経営

の実践理論,主体の理論を表わすものになる, という主

張であった。「経済性原理Jこ そが経営に関する一 山

域流の一―
「価値論J的な真実の把握方法になるという

主唱は,敗戦後の山城の
「

経営目的」観としても連続す

る。だが,戦時体制下の経済 。経営にむけて提唱された

その認識方法が,時代をこえて一 というのは山城の生き

てきた戦時→平時経済をとおして貫通しうる「主体的真理」に

なりうるかという意味合いで一 ,はたして,「真実」とい

わないまでも,「事実Jと して正確な把握といえるのか,

疑間なしとしえない。いうところの「生活J「経営実践

の主体的真理」「主体の理論Jと は,戦時期と平時期 (敗

戦後)を 問わず妥当しうる,現実の経営のあり方を正直
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に反映しえた概念なのか, もう少し微細にわたって厳密

な吟味を必要としないか,全体主義的国民経済観にもと

づ く「経営価値観」から導出された「経済性概念Jが ,

敗戦後の「国家独占資本主義」段階にある日本経済 。経

営の現実において観察することになる具体的諸問題にも,

そのまま適用しうるか,それ以前の問題としては,戦時

期に対する認識上の立脚点として「経営価値論」そのも

のが有効としえるか,等 ,々疑間はいくたもあり,つ き

ない。

山城が経済性概念を「経営価値論J的 な認識上の基準

として,いいかえれば「企業経営Jの 目的観におけるそ

れとしてすえる手続は,一面できわめて体制関連的問題

を尊重するかのようなポーズをとりながら,他面で山城

のこの態度とは逆に,体制無関連的倶1面からのみ構想を

打ち出し,展開していることになっている。経済性概念

が,山城の現在おかれている資本主義体制下の企業経営

に関する理論的認識にさいして,その独自の学問的見地

から付入されたとしても,現実の「経営の実践理論Jや

「主体の理論」が,山城のその方法を「主体的真理」な

りと認容するか,多大な疑間があろう。現実からのきび

しい試練にとことんまで耐えていけない主張を山城が無

理じいしてい抵ぎか,「規範的経営未来像Jを観念一辺

倒の理想主義的見地からしか構築しえていないのでない

か,真底から再考の余地が生じよう。

途中で関説した山城の著作『経営価格政策』(昭和310

にふれておこう。本書の叙述内容は,抽象論のすすめ方

として,すなわちその論旨展開の形式的なあり方として

は,戦時中の著作に看取できる主張と同様な論法がみら

れるが,筆者が本節で指摘しているような疑問点 ――戦

時期→平時経済期への内的連続性の問題 ――については,意

識的な論及がない。かつて全体経済 。国民経済の体制い

かんと経営存在の主体的あり方の関連→有機的結合問題

をさかんに論じていた認識地点と比較 して, きわめて不

可解であり,不明瞭な点を残す結果となっている。

山城は『経営価格政策』 (昭和31年 )の なかで, こうい

っている。体制観こそ現代企業の歴史的存在構造を示す

ものであり,範疇や段階に分けた歴史をみるのでなく,

企業の現代史課題として,過去と未来に限定された現代

企業自体を明らかにしたのである。歴史的現実性とはま

さにこのようなものであり,体制観は歴史観である。し

かるに体制観においては,あ り方たる経営本質論がまた

導かれるから, ここに歴史と理論の統一がみられうる。

また理論は既説のごとく政策と一体であるから,われわ

れにおいては,理論と政策と歴史は三つにして一つでな

ければならない H)。  以上,山城がいうところで,現代

史課題,体制観は歴史観,理論と政策と歴史は三つにし

て一つ,な どという言辞に関しては,やはり山城が自分

の戦時期の著作『価格統制の研究』(昭 和15年)の なかで

いうつぎの発言と, どう関係させて人は考えればよいの

だろうか。

いわく,と にかく経済の全体的省察の立場に立って,

経営経済的考察を与えることは誠に大切なことである,

と12)。 明らかに「 全体主義」的経営経済学≪観≫を披

露している。山城は自分の立場には,時代をこえて変化

がないという。筆者はそうは思わず,山城が自説の立場

に変化がないということは,変化があったことを,あえ

て黙殺 したうえでの強弁ではないか,そ うでなければ,

そういえるということは,その時代的変遷にみてとるべ

き本質的変生を社会科学者として感知しえなかったから

ではないか, と疑 う者である。体制観は歴史観であると

いう山城の認識と主張には深刻な問題が含まれていそう

である。ここでは,体制観とは一時点におけるあり方へ

のかかわりから歴史を問題にするのに対し,歴史観とは

長期的な視野において体制を問題にするというあ、うにと

らえておこう。山城では独特の体制観に執心のあまりに,

ありのままの具体的現実的事実に対して無用の歪曲を生

ぜじめていないか, さらに検討の焦点になろう。

上林貞治郎は, 日本の資本主義的経営経済学者は,大

体において同じ人々を主体として,資本主義的経営経済

学の成立 。発展→ファッショ化→アメリカ化 という歴史的

過程をへて,現在の思考と内容を形作ったのであり, こ

の現在の立場はその歴史過程と固くむすびついていると

いっている13)。 また占部都美は,山城の「経営自主体J

論や「公私企業接近の原理」の概念について,占部の立

場からしてまったく是認しがたいのは,そ れは企業が真

空のなかに存在する無機物ではなく,そ の社会的 。経済

的風土の条件を無視 した新 しい企業形態の概念であり,

単に仮空の理念にすぎないからであるという14)。 この二

者の山城に関する見解は,既述中で筆者が提示 してきた

山城理論に対する疑問点を分析するさい,重要な鍵を提

供することになるだろう。

注

(1) 経営経済研究会・ 増地庸治郎編『戦時経営学』巌堂

書店 ,昭和20年 2月 。周知のように,増地は同年 3月 10

日未明の東京大空襲に罹災 し,死亡 した。

(2) 同書 ,山城 章稿「経営価値論の構想J327頁。

(3)同 稿 ,328329頁 。

なお山城には,同 稿と重複部分が少なか らずある別

稿「経営価値論」(増 地庸治郎編『統制経済下に於ける経
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営学』巌松堂書店 ,昭和 16年 2月 に所収)がある。この      「経営経済学に於ける価値論の問題―経営経済学基礎理

二稿の目次を引用 ,対照 してお く。年代順に並べる。       論としての経営価値論再説―」(横 浜市 立横浜商業専門

「経営価値論」 (H召 和 16年 2月 )           学校『研究論集』第26輯 昭和 18年 3月 )と い う論稿にお

1 経営経済の有機的価値生活                 ぃて応答 している。

2 経営価値生活とその研究分野              (4) 山城「経営価値論の構想」 330頁。

3 経営計理論と会計学 ,そ れ らと経営価値論        (5) 同稿 , 331頁 ,註。

4 会計学の発展史と経営価値論              (6) 同稿 ,334頁 ,註。

5 経営価値論に於ける一,二の問題            (7) 同稿 , 333頁 ,註。

「経営価値論の構想J(昭 和20年 2月 )       (8) 同稿,336頁 。

1 経営経済の共同体的価値生活              (9) 同稿 , 337-338頁 。傍点は筆者。

2 経営価値生活とその研究分野              (lo) 同稿 , 339頁 以下の叙述。

3 経営価値論に於ける一,二 の問題            (11) 山城 章『経営価格政策』中央経済社 ,昭和31年 ,17

4 経営価値概念 ――経営経済学の基礎理論としてのri      頁。

営価値論                        (12) 山城 章『価格統制の研究―価格政策の経営経済学的

5 経営経済の自主的価値生活と経済性論            研究―J日 本評論社 ,昭和 15年 , 307頁 。

6 経営価値論の体系及び結語               (13) 上林貞治郎『経営経済学』中央経済社 ,昭和36年 ,

両稿を比較吟味すると,「経営価値論Jか ら「経営価      21頁 。

値論の構想Jへ という論稿の進展において,戦時体制と    (14) 占部都美『公共企業体論』(第 2増補版)森山書店 ,

いう環境要因が色濃 く浸透 してい く変化が判読 しうる。      昭和44年 ,増補版にさい して 3貞。

前稿 (昭和 16年 2月 )の 3.4.が削除されて ,後稿 (昭

和20年 2月 )で は 4.5.6.が 新 しく追加された。後

― 〔未  完 〕一稿においてく構想>と いう語が付された17由 がうかがえ

る。要するに,そ こでは有機経済的経営観,経営共同体

観の台頭がはっきりと読みとれる。            (追 記)本稿は, Iは じめに, Ⅱ経営未来観再論 ―-1

なお「経営価値論J(昭和16年 2月 )に対しては古川     山本安次郎・ 2止 1城 章・ 3栗 田真造・補説― , Ⅲ

栄一の論及がある (古 川栄一「統制経済と経営価値J,上      むすび という内容構成であったが,都合により, Ⅱ

田貞次郎博士記念論文集第1巻『経営経済の諸問題』科     の 3以降は割愛された。 記 して断りとしたい。

学主義工業社,昭和17年 10月 )。 さらにこれに対し山城は
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